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１ 法人名 

  静岡県公立大学法人（大学名 静岡県立大学、静岡県立大学短期大学部） 

 

２ 所在地 

  静岡県立大学（草薙キャンパス） 

   静岡市駿河区谷田 52番１号 

  静岡県立大学看護学部・静岡県立大学短期大学部（小鹿キャンパス） 

   静岡市駿河区小鹿２丁目２番１号 

 

３ 役員の状況（任期）  

理事長（学長） 尾池 和夫 （令和３年４月１日～令和６年３月 31日） 

理事 増井 浩二 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31日） 

理事（副学長） 今井 康之 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31日） 

理事（副学長・非常勤） 酒井 敏 （令和３年４月１日～令和５年３月 31日） 

理事（非常勤） 岩崎 清悟 （平成 31 年４月１日～令和５年３月 31日） 

監事（非常勤） 河村  正史 （平成 31 年４月１日～令和５年 ※    ） 

監事（非常勤） 小長井 敬 （令和４年３月１日～令和５年 ※   ） 

  ※ 監事の任期は、任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについて、財務諸表の承認日まで。 

 

４ 学部等の構成 

 ア 静岡県立大学 

  （学部） 

   薬学部、食品栄養科学部、国際関係学部、経営情報学部、看護学部 

  （大学院） 

   薬食生命科学総合学府（薬学研究院、食品栄養環境科学研究院）、国際関係学研究科、経営情報イノベーション研究科、看護学研究科 

  （附属施設等） 

   附属図書館、健康支援センター、情報センター、言語コミュニケーション研究センター、男女共同参画推進センター、グローバル地域センター、「ふじのくに」みらい共育センター 

 イ 静岡県立大学短期大学部 

  （附属施設等） 

   附属図書館 

法人の概要 
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５　学生数及び教職員数

（令和４年５月１日現在）

(1) 学生数

ア　学部

（単位：人）

※　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

計

107

 薬学部

薬学科 80 480 269 239 508

薬科学科 40

学部名 学科名 入学定員 収容定員
現　　　員

男 女 計

160 132 48 180

883

120 640 401 287 688

 食品栄養科学部

食品生命科学科 25 100 28 89 117

栄養生命科学科 25

計 70 280 64 248 312

100 10 97

環境生命科学科 20 80 26 62 88

312

国際言語文化学科 120 480 166 405 571

 経営情報学部
経営情報学科 125 500 298 234 532

計 125 500 298 234 532

 国際関係学部

国際関係学科 60 240 119 193

計 180 720 285 598

 看護学部

看護学科（１年次入学） 120 480 34

計 145 530 34 451 485

451 485

看護学科（３年次編入学） 25 50 0 0 0

合　　計 640 2,670 1,082 1,818 2,900



イ　大学院

（単位：人）

博士前期

博士後期

博士前期

博士後期

※　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

研究科・学府名、
課程名

専攻名 入学定員 収容定員
現　　員

男 女 計

 薬食生命科学
 総合学府

博士
前期

薬科学専攻 30 60 56

環境科学専攻 20 40 11 14 25

小　計 75 150 79 87 166

27 83

食品栄養科学専攻 25 50 12 46 58

31

薬科学専攻 11 33 25 8 33

博士/
博士
後期

薬学専攻 5 20 27 4

食品栄養科学専攻 10 30 3

薬食生命科学専攻 5 15 7 3 10

6 9

環境科学専攻 7 21 5 2 7

計 113 269 146 110 256

小　計 38 119 67 23 90

6 11

比較文化専攻 5 10 7 5 12
 国際関係学
 研究科

修士
国際関係学専攻 5 10 5

計 10 20 12 11 23

3

 経営情報
 イノベーション

 研究科

経営情報イノベーション専攻 10 20 13 6 19

経営情報イノベーション専攻 3 9 9 11 20

計 13 29 22 17 39

合　　　　　　計 155 359 186 166 352

9 3 6 9

計 19 41 6 28 34

看護学研究科

　看護学専攻 16 32 3 22 25

　看護学専攻

3
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ウ　短期大学部

（単位：人）

※　入学定員、収容定員は学則の定めによる人数

ア　学部、大学院 （単位：人）

・専任教員数（学長、副学長等を除く。） （単位：人）

（単位：人）

歯科衛生学科 40 120 0 118 118

学科(専攻）名 入学定員 収容定員
現　員

男 女 計

（社会福祉専攻） （20） （40） （4） （34） （38）

社会福祉学科 70 140 9 75 84

こども学科 30 60 0 66 66

（介護福祉専攻） （50） （100） （5） （41） （46）

(2) 教職員数

区分 学長 副学長 教授 准教授

計 140 320 9 259

講師

268

合計

教職員数 1 5 93 62 40 76 277 88 365

助　教

食品栄養科学部 18 13 2 26

助教 教員計 事務職員

59

合　計

薬学部 18 13 17 19 67

学部等名 教　授 准教授 講　師

経営情報学部 15 5 7 3 30

国際関係学部 27 18 4 3 52

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 0 1 0 0 1

看護学部 12 9 9 22 52

大学院研究科等名 教　授 准教授 講　師 助　教 合　計

合　計 90 59 39 73 261

食品栄養環境科学研究院 0 0 0 0 0

薬学研究院 1 1 1 1 4

経営情報イノベーション研究科 0 0 0 0 0

国際関係学研究科 2 2 0 2 6

合　計 3 3 1 3 10

看護学研究科 0 0 0 0 0



イ　短期大学部

（単位：人）

※　学長は、兼務（外数）である。

　・専任教員数（学長を除く） （単位：人）

49

学科等名 教　授 准教授 講　師 助教 合　計

助教 教員計 事務職員 合計

教職員数 1 0 8 11 9

区分 学長 副学長 教授 准教授 講師

一般教育等 2 0 3 0 5

7 35 14

社会福祉学科 2 6 2 3 13

歯科衛生学科 2 2 3 3 10

計 8 11 9 7 35

こども学科 2 3 1 1 7

5
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６ 法人の基本的目標 

  静岡県公立大学法人（以下「法人」という。）の第３期中期目標においては、静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部（以下「県立大学」という。）が社会の発展に寄与する「知の

拠点」として、静岡県民をはじめ、国内外から支持される魅力ある大学となることを目指し、次の３項目を重点的な目標に位置付け、これを達成するための中期目標を定める。 

  １ 年齢層や国籍等を問わず、多様な人材が集まる大学づくりを推進するとともに、時代の要請や地域社会の要望の変化に対応した質の高い教育研究を推進する。 

  ２ 県立大学が県民からの支援を受ける大学であり、地域に立脚した大学であるという認識を深め、地域と連携した教育研究の推進や、教育研究の成果の地域への還元に努めるなど、

教職員と学生が一体となり全学を挙げて積極的に地域貢献に取り組む。 

  ３ 中長期的な方針のもと、地域への理解とグローバルな視野を兼ね備えた、グローバル化社会で活躍できる人材を育成するとともに海外の大学との交流をより一層拡大・深化させ

るなど、グローバル化施策を着実に推進する。 

    法人は、この中期目標の達成に向け、中期計画及び年度計画を策定し、計画的かつ効率的な運営に努めなければならない。 

    加えて、今後想定される、地域における質の高い高等教育を確保するための抜本的な構造改革に対し、迅速かつ柔軟に対応していく必要がある。 
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７ 法人の組織図 

 

 
＜令和３年度＞ ＜令和４年度＞

経営財務室
法人事務局 法人経営室 経営戦略部 経営人事室

監査室 監査室
総務室 総務室

教育研究審議会 総務部 出納室 教育研究審議会 総務部 出納室
施設室 施設室
広報・企画室 広報・企画室

学　長 大学事務局 教育研究推進部 国際交流センター 学　長 事務局 教育研究推進部 国際交流センター
（国際交流室） （国際交流室）
地域・産学連携推進室 地域・産学連携推進室

 副学長 学生室  副学長 学生室
大学運営会議 学生部 入試室 大学運営会議 学生部 入試室

経営審議会 キャリア支援センター 経営審議会 キャリア支援センター
（キャリア支援室） （キャリア支援室）

薬学科 薬学科
薬学部 薬科学科 薬学部 薬科学科

漢方薬研究施設 漢方薬研究施設
薬草園 薬草園
薬学教育・研究センター 薬学教育・研究センター

食品栄養科学部 食品生命科学科 食品栄養科学部 食品生命科学科
栄養生命科学科 栄養生命科学科
環境生命科学科 環境生命科学科

国際関係学部 国際関係学科 国際関係学部 国際関係学科
国際言語文化学科 国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科 経営情報学部 経営情報学科

看護学部 看護学科 看護学部 看護学科

看護実践教育研究センター 看護実践教育研究センター

大学院 大学院
薬食生命科学総合学府 薬学研究院 薬食生命科学総合学府 薬学研究院

薬学専攻 　　 創薬探索センター 薬学専攻 　　 創薬探索センター
薬科学専攻 薬食研究推進センター 薬科学専攻 薬食研究推進センター
薬食生命科学専攻 薬食生命科学専攻
食品栄養科学専攻 食品栄養環境科学研究院 食品栄養科学専攻 食品栄養環境科学研究院
環境科学専攻 食品環境研究センター 環境科学専攻 食品環境研究センター

茶学総合研究センター 茶学総合研究センター

大学院 国際関係学専攻 大学院 国際関係学専攻
国際関係学研究科 比較文化専攻 国際関係学研究科 比較文化専攻

現代韓国朝鮮研究センター 現代韓国朝鮮研究センター
広域ヨーロッパ研究センター 広域ヨーロッパ研究センター
グローバル･スタディーズ研究センター グローバル･スタディーズ研究センター

大学院 大学院
経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 経営情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻

地域経営研究センター 地域経営研究センター
医療経営研究センター 医療経営研究センター

大学院 ICTイノベーション研究センター 大学院 ICTイノベーション研究センター
看護学研究科 看護学専攻 ツーリズム研究センター 看護学研究科 看護学専攻 ツーリズム研究センター

附属図書館 附属図書館

健康支援センター 健康支援センター

情報センター 情報センター

言語コミュニケーション研究センター 言語コミュニケーション研究センター

男女共同参画推進センター 男女共同参画推進センター

グローバル地域センター グローバル地域センター

「ふじのくに」みらい共育センター 「ふじのくに」みらい共育センター

事務部 総務室 事務部 総務室
学生部 学生室 学生部 学生室

キャリア支援センター分所 キャリア支援センター分所
（キャリア支援分室） （キャリア支援分室）

短期大学部 歯科衛生学科 社会福祉専攻 短期大学部 歯科衛生学科 社会福祉専攻
社会福祉学科 介護福祉専攻 社会福祉学科 介護福祉専攻

こども学科 こども学科

附属図書館 附属図書館

健康支援センター分所 健康支援センター分所

静岡県公立大学法人組織図 静岡県公立大学法人組織図

役　員　会 役　員　会

理　事　長 理　事　長
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１ はじめに 

静岡県立大学は、機動的かつ効率的な大学運営を実現し、教育研究活動の一層の向上を図るとともに、特色ある魅力的な大学づくりを進めるため、平成 19年４月に公立大学法人

化した。 

令和３年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に適切に対応しながら、教育研究等の実践に取り組むとともに、第３期中期計画期間（令和元年度～６年度）の３年次である

ことから、中期計画に掲げた機動的、戦略的な大学運営、教育研究の質の向上、地域貢献及びグローバル化の推進、業務運営の効率化などに取り組んだ。 

 

２ 全体的な計画の進行状況 

令和３年度計画に記載の 84項目について自己点検・評価を実施した結果、計画を大幅に上回って実施することができた項目（ＳＳ）が０項目、計画を上回って実施することがで

きた項目（Ｓ）が 11項目、計画を順調に実施した項目（Ａ）が 72項目、計画を十分には実施しなかった項目（Ｂ）が 1項目、業務の大幅な見直し等が必要な項目（Ｃ）が０項目で

あった。 

 

３ 特色ある取組 

⑴ 大学の教育研究等の質の向上に関する取組 

① 教育 

Ａ教育課程と教育方法 

ア 全学的に取り組む教養教育の充実【№１】 

・全学共通科目「しずおか学」科目群で、「新聞で静岡をもっと知ろう」「企業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線」の２科目を新たに開講し、リアルタイムの静岡について

広く学ぶ機会を設定した。 

・時代のニーズに合う幅広い教養と基礎学力を養成するため、「SDGs概論」を設置した。 

イ 専門基礎教育・専門教育の充実【№2、№5、№8】 

・薬学部において、文部科学省「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」に選定され、仮想現実（VR）技術とシミュレータを組み合わせた臨場感に

富む学習環境の DX(デジタルトランスフォーメーション)を開始した。 

全体的な状況 
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・薬学部薬科学科において、臨地実習に関わる科目の新設等、臨床検査技師養成課程の変更を行い、新たな審査基準で科目承認校として認められた。 

・経営情報学部において、遠隔地の観光事業者をゲストスピーカーとして招いて講義を実施するなど、オンラインの利点を生かした授業を展開した。 

・薬食生命科学総合学府食品栄養科学専攻及び環境科学専攻において、栄養教諭及び理科教諭専修免許状取得に向けたカリキュラムの配置、講義などの準備を開始した。 

ウ 各種国家試験への対応【№14Ｓ、№15Ｓ、№16、№17Ｓ】 

・各学部等において、個々の学生に応じたきめ細かな国家資格試験対策の充実・強化を行った。 

        【令和４年３月卒業者の国家資格試験合格率】 

区分 薬剤師 管理栄養士 看護師 保健師 
助産師 

（大学院） 

歯科衛生士 

(短大部) 

介護福祉士 

(短大部) 

数値目標 90% 100％ 100％ 全国平均以上 100％ 100％ 全国平均以上 

３ 
本 学 95.0％ 100.0％ 97.5％ 96.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

全国平均 85.2％ 92.9％ 96.5％ 93.0％ 99.7％ 95.6％ 72.3％ 

２ 
本 学 93.7％ 100.0％ 100.0％ 98.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

全国平均 85.6％ 91.3％ 95.4% 97.4％ 99.7％ 93.3％ 77.8％ 

・薬学部では、第 107回薬剤師国家試験の結果、新卒者の合格率が 95％（合格者 76人）であり、目標としている 90％を大きく上回る合格率を達成した。薬剤師を養成する

国公立大学 17校中、合格率４位であった。なお、新卒合格者 76人は国公立大学で最多の合格者であった。 

・食品栄養科学部では、６年連続で管理栄養士国家試験合格率 100％（全国 1位）を達成し、管理栄養士養成大学の中でも最高水準であった（全国平均 92.9%）。国公立大学・

管理栄養士養成施設 24校中、新卒者合格率が６年連続 100％の大学は、本学を含め３校のみであった。 

・歯科衛生学科における歯科衛生士国家試験で６年連続、社会福祉学科介護福祉専攻において介護福祉士国家試験で３年連続合格率 100％を達成した。 

 

エ 英語教育の推進とインターネット遠隔教育の拡充【No.21、№22Ｓ、№26】 

・ビクトリア大学(カナダ）のオンラインプログラムへ参加する学生に対して、参加前と参加後に TOEIC Speaking Test を実施した。 

・全学共通科目を含む英語５科目において、海外の学生とオンラインによる日本語と英語を使用した COIL授業(参加者 50人)を展開した。 

・８・９月及び２・３月にビクトリア大学及びカリフォルニア大学デービス校(米国）によるオンライン語学研修プログラムを実施した。 
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・看護学部において、学生がオレゴン健康科学大学（米国）のオンラインライブ授業を受講し、英語によるプレゼンテーション、ディスカッションを実施した。 

・英語による課題解決型授業（PBL）の内容、効果、課題について、担当教員を中心に検討を行った。 

・実践的な英語教育を進めた結果、令和３年度の TOEIC L&R IPテストの目標スコアを達成した学生の割合は、中期計画の数値目標を大きく上回った。 

 

Ｂ 入学者受入れ 

ア 志願者の確保を図るための取組推進【No.27Ｂ、No.30】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面によるオープンキャンパスは中止し、代替として大学ホームページ上で「バーチャルオープンキャンパス 2021」を開催した。 

・短期大学部では、オンラインオープンキャンパスを実施し、選抜内容の説明や各学科の紹介、本学教員による模擬講義の動画を公開した。より多くの受験生が視聴できる

よう、視聴期間を選抜実施時期の 11月末まで延長した。 

・各研究科等において、大学院志願者の増加を目指し、動画配信による大学院説明会や留学生を含めた志願者の拡大を目指した大学院ホームページの英語版の作成、内部学

部生や社会人を対象とした大学院説明会などの各種取組を推進した。 

・令和３年度は経営情報イノベーション研究科１人、看護学研究科１人の計２人が長期履修制度を利用した。経営情報イノベーション研究科では、志願者が長期履修制度へ

の理解を深められるよう、ホームページ上に長期履修制度に関する詳細な説明を掲載した。 

イ 入試体制の整備・改革【No.29】 

・各学部において、令和６年度に実施する、新学習指導要領に対応した大学入学者選抜の個別学力検査及び大学入学共通テストにおいて課す教科・科目・配点等に関し、令

和４年度の公表に向けて検討を進めた。 

・短期大学部では、高大接続改革の目的に沿った対応として、総合型・学校推薦型・一般選抜における募集人員の変更を行った。また、一般選抜において、社会福祉学科社

会福祉専攻では志願者提出書類の変更を、歯科衛生学科では令和５年度入試における試験方法の変更を行った。 

 

Ｃ 教育の実施体制等 

ア 環境やユニバーサルデザインに配慮した教育環境の推進【No.31】 

・施設・設備の改修・更新に当たり、環境やユニバーサルデザインに十分配慮して教育環境の推進を図った。令和３年度は、学生ホールの照明の LED化や多目的トイレにオ

ストメイトを設置するとともに、車いす利用者の動線確保のため照明の人感センサー設置等を行った。 

イ 遠隔授業やウェブ会議の円滑な実施のための環境整備【No.33】 
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・新型コロナウイルス感染拡大防止のための遠隔授業やウェブ会議等に対応できるよう、オンラインサービス（Zoom）のライセンスを一括購入して各部局等に提供した。 

・遠隔授業等で使用する機材の貸出しを行うとともに、遠隔授業と対面授業を同時に行うことができるハイブリッド型教室を整備した。 

 

Ｄ 学生への支援 

ア 学生支援の充実【№37Ｓ】 

・学生にアンケートを実施し、生理に関する負担軽減対策として、草薙・小鹿両キャンパスの女子トイレの個室に、スマートフォンを用いて生理用品を無料で提供するシス

テムである「オイテル」を設置した。国公立大学としては初の導入となり、全国的にも注目された。 

・内西いよ子基金による薬学系大学院生への給付型奨学金制度により、生活及び学習環境の支援を行い、令和３年度は新規奨学生として３人を採択した。また、e-learning

システムによるオンライン自己学習を令和２年度に引き続き実施した。 

・令和２年度に募集した修学支援緊急奨学金を活用し、ボランティアセンター活動への支援を引き続き行った。学生ボランティアセンターが取り組む、コロナ禍で困窮して

いる学生に対して継続的に生活支援物資を提供する「たべものカフェ」への活動支援を行った。 

イ 新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施・学生への健康支援【No.38Ｓ】  

・学生及び教職員の新型コロナウイルスへの感染を防止し、大学運営の通常化を図るため、学内の医師や看護師、薬剤師など全学教職員の協力を得て、８月末から 10 月初

旬にかけて、新型コロナウイルスワクチンの２回の職域接種を 1,600人余の学生、教職員に対して実施した。 

・学生の心身の健康保持・増進につながる情報発信のため、「健康だより」(計 21号)、「相談室だより」(計５号)を発行し、メール・SNSでの配信、プラズマディスプレイ等

での掲示、ホームページ、構内放送などで注意喚起を行った。 

・短期大学部では、学生室と協力し「小鹿便り」を発行し、健康に関することや感染予防、新型コロナウイルス感染症に関する情報を発信した。 

ウ 留学生支援の推進【No.39】 

・留学生ガイダンス、カンバセーションパートナー制度、留学生交流会の実施のほか、学生ホール２階の国際交流談話室を改装し、IFC（国際学友会）の学生が週に２回程度

常駐し、学生同士が交流できる体制の整備や、イスラム教を信仰する学生のための礼拝場所の設置等、留学生の学生生活を支援した。 

エ 就職支援の充実【No.40】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインを活用しながらキャリアアドバイザーによる個別相談や就職ガイダンス、学内企業説明会、各種イベント等、きめ細

かな就職支援を実施した。また、就職情報の収集についても組織的に取り組み、教職員が一体となって学生のキャリア支援を行った。 
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②研究 

Ａ 研究の方向性及び成果の活用 

ア 国際的に評価される高い学術性を備えた研究活動の推進【№42Ｓ】 

・薬学部及び薬学研究院では、生活習慣病・がん・感染症など重要性の高い疾病の病因・治療・予防に関する研究を推進し、研究成果を国内外に発信した。研究成果が権威

ある国際的な学術誌（Nature Medicine, Nature, Nature Genetics, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Journal of the American Chemical Society 等）

に掲載された。 

イ ツーリズム研究センターにおける活動の展開【№45Ｓ】 

・ツーリズム研究センターでは、静岡大学、静岡文化芸術大学と賀茂地域１市５町の相互連携に関する包括連携協定に基づき、賀茂地域広域連携会議や賀茂キャンパス広域

連携会議において、各地域の課題やその解決に向けた取組に関し定期的に意見交換したほか、賀茂地域社会人講座を毎月実施し、内容が地域の新聞・テレビで取り上げら

れるなど、積極的な活動を展開した。 

・令和３年度は、新たに静岡県教育委員会と連携して中学生を対象とした「未来を切り拓く Dream授業・賀茂版」を開催し、事後アンケートでも高い満足度となった。その

ほか、下田高校での「高校生のための観光講座」の開講や、同校生徒と下田市、観光協会等との意見交換会の実施、本学と静岡大学、静岡文化芸術大学が共同で、賀茂地

域観光の魅力を若年層向けに伝える「賀茂の若旅」を企画、オンラインツアーとして発信した。 

・賀茂地域以外においても、静岡県と共同で JR 東静岡駅南口の県有地の再開発計画の検討を開始し、実証実験やアンケート活動を実施したほか、熱海市における土石流被

害への支援活動として、熱海商工会議所、観光協会と連携し、観光客の減少により売り上げ不振を余儀なくされた土産品製造・小売事業主を支援するため、学生有志が「あ

たみやげおつかいし隊」を結成し、県民向けに土産品を通信販売する事業を実施し、収益金を熱海市へ寄付した。さらに、県内市町等から要請のあった地域課題解決や観

光を通じた地域振興策について、学生を交えて共同研究や検討に取り組み、県内の様々な地域を対象とした活動を推進した。 

ウ 地域資源の活用、地域課題に向けた学際的研究、調査研究の推進【№47】 

・食品栄養科学部では、「茶学」教育において、オンラインにより自宅内に茶器などを準備した上で淹れ方などを学ぶ実践的教育を行った。また、静岡茶の世界を考える懇話

会をハイブリッド形式により４回開催した。 

・グローバル地域センターでは、「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門において、「アジアの福祉現場における『中間的領域／組織』の探求」に関する公開セミナー、

「世界からみた静岡県の人口と社会」に関する公開セミナーをオンラインで開催した。また、令和元年度から３年間にわたり実施した「グローバルサプライチェーン研究」

に関する研究報告会を開催し、研究報告書を発行した（会場・オンライン併用開催。参加者 134人）。また、本学と寧波大学（中国）との合同授業を行い、学術交流を進め



13 

 

た。 

・「危機管理」部門では、静岡県の新型コロナウイルス感染症対策やコロナ禍での訓練について提言を行った。 

・「地震予知」部門では、地震予知に関する調査・研究に取り組むとともに、国際シンポジウム「環境×防災×SDGs」を開催し、研究成果について情報発信した。 

エ 健康食イノベーション推進事業の推進【№47、№50、№51】 

・ふじのくに発イノベーション推進機構を中核として、静岡県や地域産業との連携を深め、学際的な研究事業に取り組む健康食イノベーション推進事業を推進した。機能性

開発プラットフォームの強化、データヘルス・リビングラボの構築や専門人材の育成を実施した。 

オ 機関リポジトリの整備【No.50】 

・本学の知的財産の啓発と有効利用につなげるため、科学研究費助成事業データベース（KAKEN）で公開されている研究成果報告書のうち、本学教員に関連するメタデータを

本学の機関リポジトリに登録し、運用を開始した。 

 

Ｂ 研究の実施体制等 

ア 外部資金の獲得【No.51Ｓ】 

・国や地方自治体等の公募情報の収集、学内への公募情報の迅速な配信、公募説明会の開催など応募の促進に向けた取組を進めた結果、外部資金を 394件、総額で 10億 9,922

万 9千円獲得し、第 1期及び第２期の計画期間の年度平均（353件、8億 8,543万 3千円）を上回った。 

・科学研究費補助金については、若手研究者の採択率が 71.0％であり、全国平均の 40.2％を大きく上回った。 

 

③地域貢献 

Ａ 地域社会等との連携 

ア 地域貢献活動の推進【No.54】 

・地（知）の拠点として構築した地域志向研究について、協定締結市町等との連携を強化し、令和２年度を上回る件数の研究に取り組むなど全学的な地域貢献活動を展開し、

関係機関との協力関係を充実させた。 

（地域志向研究採択件数：24件、しずおか中部連携中枢都市圏による採択件数：２件、藤枝市による採択件数：１件） 

・薬学部及び薬学研究院において、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつつ、自治体と連携した健康相談会を実施することにより地域の健康福祉に貢献した。また、
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モバイルファーマシーの広報動画を薬学部ホームページ上で公開して、活動を広く社会に発信した。 

イ 学内外における SDGsの取組推進【No.55Ｓ】 

・県大 SDGsイニシアティブ推進委員会が主体となり、SDGsの達成に向け、地域社会との連携活動や学内外への情報発信を進めた。 

・学外においては、高校が行う SDGsに関する学際的・領域横断的な分野における大学等専門機関と連携した教育活動や文部科学省指定事業（WWL（world wide learning））

の高校生国際会議への本学教員や学生を派遣した。また、国際シンポジウム「環境×防災×SDGs」をグローバル地域センターと共催し、県内外から 196人の視聴者が参加

した。高校生をはじめ幅広い世代の参加があり、アンケート結果からも高い満足度となった。 

・学内においては、SDGs に係るテーマについて専門分野の異なる教職員等が意見交換を通じて問題を共有し学際的な検討を行う「SDGs サロン」を７回開催した。また、FD

活動の一環として、「SDGsの本質と大学での SDGs教育」をテーマとして講演を行った。 

・本学の学生へ SDGs に関する認知度アンケートを実施し、1,000 人を超える回答を得て、結果を本学公式ウェブサイトに公開するとともに、SDGs に関係する本学の学生ク

ラブ・サークル等の活動について、同サイトで発信した。 

・各部局においては、令和３年３月に策定した各部局の SDGs取組方針を踏まえ、年度計画の各部局の「教育課程と教育方法」等を策定した。 

ウ 高大連携事業の充実等【№56】 

・ふじのくに地域・大学コンソーシアムの事業である「ゼミ生等地域貢献推進活動」に２課題が採択された。また、同コンソーシアムが行う「高大連携出張講座事業」に参

画し、教員４人が高校で授業を行った。 

・高大連携出張講義を実施し、令和３年度は 48校に教員を派遣した。また、遠隔による出張講義を実施するため実施要項を見直し、オンラインによる出張授業を実施した。 

 

Ｂ 教育研究資源の地域への還元 

ア 生涯教育、リカレント教育等県民の学習機会の提供の充実【No.57】 

・本学主催の公開講座をオンライン講座により開催したほか、富士市との連携事業である富士市民大学前期ミニカレッジ（対面又はオンライン）、静岡市内５大学との連携

事業である市民大学リレー講座（ハイブリッド）を実施した。実施に当たり、本学ウェブサイトへの掲載、ポスター掲示、リーフレットの配布、静岡県や県内市町等の広

報紙への掲載等を通じて、広く県民に周知し、延べ 4,705人の参加があった。（オンデマンド分はユニークユーザー数） 

・地域経営研究センターにおいて、地域のニーズや社会状況を反映した内容の社会人学習講座を開講した。経営情報イノベーション研究科教員を主体とする講座に加え、静

岡県や他学部などの連携講座を展開し、令和２年度の 25講座を上回る 27講座を開講した。また、地域課題の解決を目的に、「静岡県立大学ビジネスセミナー」を開催した。 
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・短期大学部では、卒業生に対する資格取得のための社会福祉士国家試験受験対策講座をオンライン講座により開催した。また、リカレント教育講座については、動画を作

成して期間限定で配信した。さらに、ホスピタル・プレイ・スペシャリスト（以下 HPS）養成講座、HPS養成週末講座について、令和３年度は合わせて 19人の受講を決定

した。 

イ 大学付属施設等の地域への公開【No.57】 

・附属図書館では、夏期休業中、高校生等に図書館を開放する「オープンライブラリー」を開始した。令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４日間の実

施にとどまったが、県内外から 38人の高校生が来館した。 

・薬草園では、薬草園の紹介と園内の植物についての解説動画（薬草講座）を作成し、オンデマンド配信し、薬草についての正しい知識を広く社会に発信した。また、薬草

園の親子見学ツアーを開催した。 

 

Ｃ 地域社会への学生の参画 

ア コミュニティフェローの認定【№59】 

・地域の活性化や地域課題の解決に貢献できる人材を育成するため、「しずおか学」等を通じて地域に関する知識を習得した上で、地域における活動への積極的な参加を通

じて地域活動の技能を身に付けた学生を「静岡県立大学コミュニティフェロー」として認定。令和３年度は 73 人を認定するとともに、顕著な実績をあげたコミュニティ

フェローの中から８人に特別表彰を行った。 

 

④グローバル化 

Ａ グローバル人材の育成 

ア コロナ禍における海外留学に対する関心の維持【No.62Ｓ】 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により対面の開催が困難な事業（海外留学セミナー、海外留学カウンセリング、交換留学フェア、ビクトリア大学（カナダ）短期語学

研修など）についてオンラインで代替実施した。本学へ交換留学を予定している海外協定校の学生が現地から参加したり、実習等で渡航参加が難しかった看護学部の学生

が語学研修に参加するなど、オンラインの利点を生かした取組を進めることができた。 

イ 国際学生寮(富学寮)の整備【№62Ｓ】 

・キャンパス環境のグローバル化促進の一環として、教職員住宅を改修して日本人学生と外国人留学生が混住する国際学生寮（国際シェアハウス）を本学で初めて整備した。
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令和４年４月の開寮に向けて、学生主体の運営体制や多くの学生に入居の機会を与えるための在寮期間の設定等を定めた関係規程を整備するとともに、入寮者の募集・選

考等を実施した。 

・本学生寮は、学生が共同生活をする単なる寮にとどまらず、留学生と本学学生の双方がお互いの国の文化や言語等を主体的に学ぶことができる場の提供を目指し、寮生の

生活を支援し寮内外の交流促進に携わり寮生のまとめ役となる「レジデント・アシスタント（RA）」1人を配置し、寮生が自主的に活動し、主体的に運営する体制を整備し

た。 

・国籍、年齢、立場を超えた交流から多様な価値観を学ぶことが期待できる場の提供を目的に、地域住民との共生に配慮したコミュニティーガーデンを設置した。 

・寮の愛称を広く学内から公募した結果、多くの学生・教職員から応募があり、本学生寮に対する関心の高さを示すともに、次年度以降の活動に向けた機運醸成を図ること

ができた。 

 

⑵ 法人の経営に関する取組 

➀業務運営の改善 

ア 事務局組織の改編【No.67】 

・理事長と学長の一体化を契機に、より戦略的かつ機動的な大学運営を図るため、事務局組織改編の検討を進め、令和４年度から法人事務局と大学事務局を事務局として統

合し、法人全体に係る事務を一元管理する経営戦略部を新設した。 

イ ファクトブックの充実【No.67】 

・SDGsの観点から光熱水量などの項目を追加するとともに、本学の特徴をより分かりやすい形で紹介するため、グラフ版を新たに作成した。 

ウ 職務経験者試験の実施【No.70】 

・事務局の即戦力となる人材を確保するため、令和４年度の法人固有事務職員の採用に当たり、職務経験者試験を初めて実施し、３人を採用した。 

エ 事務局職員人材育成方針及び研修体系の策定【No.70、№71】 

・法人の健全な経営を担うマネジメント力のある人材を確保し、育成していくため、人材育成方針を策定した。 

 

②施設・設備の整備・活用等 

ア トイレ設備の改修工事【No.77】 

・衛生環境の改善を図るため、学生の利用頻度が高く、老朽化の進んだトイレ設備の改修(和式便器の洋式化・湿式から乾式への床の改修等)を行った。 
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⑶ 自己点検・評価及び情報の提供に関する取組 

➀評価の充実 

ア 外部評価等の大学運営への反映【No.78】 

・令和２事業年度の評価について、教育研究審議会や中期・年度計画推進委員会で説明を行い、問題意識を共有しながら、令和３事業年度の事務改善や令和４事業年度の年

度計画に反映させた。 

・大学質保証委員会を開催し、大学基準協会の大学基準及び「改善報告書検討結果」への各部局の対応状況を確認した。また、大学内部質保証規程を改正し、新たに「３つ

のポリシー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針及び入学者受入れの方針）策定のための全学的な方針」並びに「内部質保証に関する全学的な手続」

を規定した。 

 

②情報公開・広報の推進 

ア 広報の充実等【No.79】 

・SDGsの取組を含めた地域貢献活動について、本学の公式ウェブサイトだけでなく、広報誌にも特集を組んで紹介するなど、積極的な情報発信を実施した。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年度に引き続き対面実施を取りやめた「夏休み県大ツアー」について、各学部の特色を生かした実験や豆知識などを紹介す

る動画配信により実施した。 

・進学情報ウェブサイト(マナビジョン)について、学部ごとに配信地域や志望度などを見直し、よりターゲットを絞ったメッセージを配信し、効果的な情報発信を推進した。

また、新たな進学情報ウェブサイト（ゆめナビ）により、本学教員の授業概要を紹介するとともに、授業の動画を公開するなど、受験生への情報発信を積極的に実施した。 

 

⑷ その他業務運営に関する取組 

➀社会的責任 

ア 女性活躍推進法等に基づく一般事業主行動計画の策定【No.83】  

・令和３年度から令和７年度までの５年間における、女性活躍推進法及び次世代育成支援推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した。 

イ 機密文書の処理方法の改善などのリサイクルの推進【No.84】 

・環境負荷の軽減を図るため、機密文書の廃棄についてシュレッダーによる廃棄を減らし、再利用可能な溶解処理を推進した。 
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中 

期 

目 

標 

ア 共通事項 

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）やカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）を踏まえたわかりやすく体系的な教育課程を編

成するとともに、社会や学生のニーズの変化を的確に捉え、教育課程の不断の見直しを行う。 

教養教育を検証し、充実するとともに、専門教育との有機的連携を図る。 

教育の質の向上に資するよう、客観的な基準に基づく透明で厳格な成績評価を行う。 

 

イ 特色ある教育の推進 

地域への理解・愛着とグローバルな視野の醸成に資するよう地域志向科目群を全学的に推進し、さらに内容を検証し改善に取り組む。 

また、総合大学の特色を活かし、学部間等で連携した特色ある融合的な教育を行う。 

 

ウ 多様な教育方法の拡充 

学士課程及び短期大学部においては、学生の意欲的、主体的な学修や初年次からの授業内容の確実な理解のため、アクティブ・ラーニング等の多様な教育方

法を拡充するとともに効果を検証し改善する。 

大学院課程においては、より広く社会で活躍できる人材育成を目指し、専門性の一層の向上に加え、学際的な視点を持って幅広い分野の履修が可能な教育を

推進する。 

また、各課程において、産学連携・大学間連携により、教育方法及び教育内容を充実する。 

 
  

項目別の状況 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育 

(1) 教育課程と教育方法 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

ア 共通事項 

(ｱ) 静岡県立大学 

＜全学的に取り組む教養教育＞ 
・ 主体的に学ぶ意欲と社会の変化
に対応できる応用力を養うことを
目指し、全学部生を対象とした教養
教育（全学共通科目）を実施し、幅
広い教養と基礎学力を兼ね備えた
人材を育成するための教育を実施
する。 

  本学の教育方針に基づいた教養
教育のあり方を検証するとともに、
社会や学生のニーズをとらえた教
育課程の見直しを行う。 

  世界の多様な文化への理解を深
めるための幅広い教養教育や外国
語をとり入れた授業の実施など、グ
ローバル人材の養成に向けた教育
の充実を図る。 

（№1） 

・ 全学共通科目運営部会において、全学共通科
目の重要性・継続性と課題を共有し、教養教育
における各学部の協力体制の充実に向けて検
討を進める。 

・ 授業評価アンケートと履修登録者の動向か
ら、教養教育と外国語を取り入れた授業への学
生のニーズを基に教務委員会に課題を諮ると
ともに、授業内容案内などのチラシの配布によ
り世界の多様な文化への学生の理解が深まる
よう啓発を進める。 

（№1） 

 

・ 全学共通科目運営部会を開催し、科学英語に関する授
業として実用科学英語基礎編を新設し、後期より開講し
た。 

・しずおか学２科目（「新聞で静岡をもっと知ろう」「企業
経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線」）を開講し、合わ
せて 200人弱の学生が受講した。 

・ 全学共通科目運営部会を開催し、科目ごとに履修者の
動向を解析し、科目の在り方について協議した。 

・ 授業評価アンケートをウェブにより実施した。また、
遠隔授業に関するアンケートを学生と教員に行い、学生
の遠隔講義に対する受講環境と状況を確認した。結果を
踏まえ、遠隔講義においても学生とのコミュニケーショ
ンを図るなどの学生からの要望を教員へフィードバッ
クした。 

・ 時代のニーズに合う幅広い教養と基礎学力を養成す
るため、「SDGs 概論」を設置した。 

A 

  

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

ａ 学士課程 

［薬学部］ 
・ 創薬・生命薬学研究に必要な複数
の薬学専門領域に関する知識・技能
や倫理観を有しつつ、独創性や問題
解決能力を身につけるための専門
教育を充実させる。（薬科学科） 

  基礎科学に裏打ちされた最先端
の医療知識・技能や倫理観を有しつ
つ、薬物療法や臨床研究を提案・計
画・遂行する能力を身につけるため
の専門教育を充実させる。（薬学科） 

（№2） 

［薬学部］ 
・ 薬科学科独自の専門性の高い教育を実践す
る。低学年次から学生の研究に対するモチベー
ション向上及び卒業研究の質的向上を図るた
め、２年次に研究室での研究を体験するラボ訪
問・研究体験を継続実施する。（薬科学科） 

・ 薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠し
た講義・実習・演習を行い、より体系的な薬学
専門教育を実践する。２年次のラボ訪問・研究
体験を継続し、低学年次から学生の研究に対す
るモチベーションの向上及び卒業研究の質的
向上を図る。（薬学科） 

（№2） 

・ 学生の研究に対するモチベーションの向上を図るた
めのラボ訪問・研究体験を動画視聴により実施した。（薬
科学科） 

・ 卒業研究の更なる質向上のためのラボ訪問・研究体験
を動画視聴により実施した。（薬学科） 

・ 新たな医療環境に即応できる薬剤師を養成するため
に学習環境の DX を計画し、文部科学省の大学改革推進
等補助金「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる
医療人材養成事業」に選定された。（薬学科） 

・ 臨床検査技師受験資格改定に対応するため、臨地実習
に関わる科目の新設等のカリキュラム変更を行い、新た
な審査基準で科目承認校として認められた。（薬科学科） 

A 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
［食品栄養科学部］ 
・ 食品・栄養・環境・健康に関する
基礎知識と基本的技術を修得し、そ
れらを融合した総合的な知識と最
先端の技術を身につけた専門技術
者、管理栄養士を育成するための専
門教育を充実する。 

（№3） 

［食品栄養科学部］ 
・ 学部基礎科目の在り方を見直し、専門教育に
必須となる科目のみを厳選し、学部共通基礎科
目とする。基礎科目のうち発展的な内容の科目
は各学科の専門教育の一環と位置付け、それに
沿って専門教育を運用する。 

・ 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成につい
て、２年次に配当されている科目の履修を進め
る。食品栄養科学科・栄養生命科学科の生化学
実験の中の実習において、新たに内容を変更し
対応する（栄養生命科学科、環境生命科学科）。 

・ ３年次からの研究室配属を継続し、卒業研究
の質的向上を図る。 

（№3） 

・ 学部基礎科目のうち、化学Ⅰ、化学Ⅱ、物理学Ⅰ、物
理学Ⅱ、生物学Ⅰ、生物学Ⅱの在り方を見直し、専門教
育に必須となる化学Ⅰ、物理学Ⅰ、生物学Ⅰのみを学部
共通基礎科目とした。化学Ⅱ、物理学Ⅱ、生物学Ⅱは各
学科の専門教育の一環と位置付け、それに沿って専門教
育を運用することとした。 

・ 令和２年度から開始した食品衛生管理者・食品衛生監
視員養成について、２年次に配当されている科目の履修
を進めた。ガイダンスで履修について再度確認するなど
の対応を行った。また、食品生命科学科・栄養生命科学
科の生化学実験の実習内容を当該資格養成用に変更し
た。令和４年度以降の講義、実習の準備についても順調
に進めた。 

・ 栄養生命科学科、環境生命科学科では、３年生後期か
らの仮配属を「栄養生命科学研究」、「環境生命科学研究」
として単位化し、卒業研究の質的向上を図る取組を継続
した。また、食品生命科学科では、３年生対象の研究室
個別訪問を実施し、各研究室の専門性や食品生命科学領
域に対する見識を広げる機会を作った。研究室指導及び
卒業研究発表について、ルーブリック表を使用した評価
を行った。 

A  

 

［国際関係学部］ 
・ 「国際関係学部の改革」に基づき
策定され、令和元年度から開始する
新カリキュラムについて、学生の評
価を反映させ、より分かりやすく体
系的な教育課程の編成を目指した
改善を行う。      （№4） 

［国際関係学部］ 
・ 新カリキュラムの３年目として、初年次教育、
専門分野の基礎教育に続き、国際関係学科、国
際言語文化学科それぞれにテーマ別の専門教
育を実施する。 

（№4） 
 

・ 新カリキュラムに基づいて、初年次教育、専門分野の
基礎教育に加え、国際関係学科、国際言語文化学科それ
ぞれにテーマ別の専門教育を円滑にスタートさせた。ま
た、専門プログラム、演習及び卒業研究における学習成
果を可視化する手段としてルーブリックを作成した。  A  

 

［経営情報学部］ 
・ 学内や他大学、企業や地域などと
連携し、経営・総合政策・データサ
イエンスの能力を基盤とした観光
マネジメント能力を身につけ、企業
や地域に貢献しうる人材を育成す
る教育を実施する。 

（№5） 

［経営情報学部］ 
・ 令和２年度に引き続き、令和元年度以降の入
学生に対して、新カリキュラムにおける教育を
実施する。観光マネジメント分野のゼミにおい
ては、オンライン調査の活用を推進するなど、
安全と充実した教育の両立に注力する。 

（№5） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、観光分野に
おいてもオンラインでの講義や演習を実施せざるを得
なくなったが、オンラインの利点を生かし、遠隔地の観
光事業者をゲストスピーカーとして招き講義を実施す
るなど工夫を凝らした授業を展開した。また令和３年度
は観光分野の最初のゼミが開かれたが、感染症対策を万
全に行った上で本学周辺を対象としたフィールドワー
クを行い実地調査の能力を養成したほか、観光における
経営についての考察やグループディスカッション、デー
タ分析手法の活用など、多面的な能力育成に向けたを展
開した。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 経営・総合政策・データサイエン
ス・観光マネジメントの４分野を融
合して活用する能力を身につけ、ビ
ジネス・公共・社会のイノベーショ
ンを担い、企業や地域に貢献しうる
人材を育成するため、カリキュラム
の充実を図る。 

（№6） 

・ 令和２年度に引き続き、経営、総合政策、デ
ータサイエンス、観光の４メジャー制を軸とす
る新カリキュラムを学生に提供する。新カリキ
ュラムにおける最初の学生が３年生となりゼ
ミで研究を開始するため、学生が円滑にゼミで
研究できるよう特に注意を払う。必要に応じて
新カリキュラムの問題点と改善策について検
討する。 

（№6） 

・ 新カリキュラムの最初の学生のゼミ配属に当たって、
ゼミ説明会を充実させ、学生に多数の研究室の説明を聞
くことを義務付けるなど、円滑なゼミ配属のために十分
な配慮をした。また、シラバスの記載内容の充実や、学
生が学びの状況を明確に把握するためのポートフォリ
オなど、学生の充実した学びのための方策を導入した。 

A  

 

［看護学部］ 
・ 平成 30 年４月より開始した看護
学部新カリキュラムの遂行と完成
年度に向けたカリキュラムの評価
検証を行い、臨床における問題解決
能力を身につけるための専門的な
知識・技術・態度を養う教育を充実
する。 

（№7） 

［看護学部］ 
・ 完成年度である令和３年度における現行カリ
キュラムの評価を行う。令和４年４月からの保
健師助産師看護師学校養成所指定規則改正に
基づいた看護師・保健師養成課程の新カリキュ
ラムを文部科学省に申請し認可を受ける。さら
に、令和４年度から開始する保健師選抜制の新
カリキュラム運用に向けた教育内容の検討を
行う。 

（№7） 

・ 学部・研究科合同カリキュラム検討委員会を２か月に
１回開催し、４月 23日、文部科学省に保健師・看護師
のカリキュラム変更申請を行い、９月６日付で各課程の
変更承認の通知を受けた。令和４年度からの運用開始に
あたり、教員の共通認識を高めるため、３課程の現行カ
リキュラムとの相違点などの説明会を開催した。また、
平成 30年４月より開始した看護学部カリキュラムのカ
リキュラム評価として、完成年度である令和３年３月卒
業生にディプロマ・ポリシー各項目の達成度評価に関す
るアンケートを実施した。 

A  

 

ｂ 大学院課程 

［薬食生命科学総合学府］ 
・ 疾病の治療や予防に資する要因
及び良好な環境に関する研究を基
盤とし、薬食融合の教育指導体制の
社会への実装を図り、世界的に活躍
できる人材の輩出を目指すための
専門教育を拡充する。(学府) 
 創薬科学及び生命薬学の研究領
域で指導的役割を担える人材を育
成するための専門教育を拡充す
る。（薬科学専攻） 
 医療薬学・臨床薬学関連分野の
第一線で活躍できる高い専門性を
有する薬剤師や医療薬学研究者を
養成するための専門教育を拡充す
る。（薬学専攻） 
 薬食生命科学や健康長寿科学の
研究領域で指導的役割を担える人
材を育成するための専門教育を拡
充する。（薬食生命科学専攻） 
 超高齢社会に対応し、食を通し
て健康の維持・増進に貢献できる
人材を育成するための専門教育を
拡充する。(食品栄養科学専攻) 

［薬食生命科学総合学府］ 
・ 静岡県の産業と福利の発展を支える研究領域
に着目し、学際的に活躍できる人材育成のた
め、セミナー、講義、共同研究、国際学会への
積極的な参加を通じて国内外の優れた研究及
び研究者に接する機会を拡充する。（学府） 

・ 高度な専門教育を実践する特論、特別演習、
特別研究、大学院特別講義、科学英語プログラ
ムなどの充実を図る。（薬科学専攻） 

・ 薬学的観点から臨床や医療を指向する特論、
特別演習、特別研究、大学院特別講義、薬物療
法研修会、科学英語プログラムなどの充実を図
る。（薬学専攻） 

・ 学際的な薬食研究を指向した特論、特別演習、
特別研究、大学院特別講義、科学英語プログラ
ムなどの充実を図る。（薬食生命科学専攻） 

・ 栄養教諭、理科教諭専修免許状取得に関する
認可を文部科学省より受け、カリキュラムの配
置、講義の準備などを開始する。（食品栄養科学
専攻、環境科学専攻） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響によりオン
ライン講義などが発展したことを受け、必要に
応じオンライン講演会なども可能とし、大学院
生が国内外の研究に触れる機会を作る。（食品

・ 月例セミナーや特別講義等を開催し、大学院生が国内
外の優れた研究に接する機会を作る取組を実施した。
（学府全体） 

・ 薬系の各専攻における専門性の高い特論、特別演習、
特別研究、大学院特別講義、月例薬学セミナー（８回/
年）、日本薬学会東海支部特別講演会（４回/年）、薬物
療法研修会（８回/年）、薬学講座（１回/年）（令和４年
１月 12日及び１月 20日に開催）、６つの科学英語プロ
グラム（履修者総計延べ 48人）などを実施した。（薬科
学専攻・薬学専攻・薬食生命科学専攻） 

・ 栄養教諭及び理科教諭専修免許状に関する認可を文
部科学省より受けた。カリキュラムの配置、講義の準備
などを開始した。（食品栄養科学専攻、環境科学専攻） 

・ 国内だけでなく、国外の研究者とのオンライン講演会
を開催する機会を設けた。例えば、マヒドン大学(タイ）
とオンラインジョイントセミナーを開催し、多くの大学
院生が参加、発表を行った。（食品栄養科学専攻、環境
科学専攻） 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
 食と健康に密接に関わりのある
環境分野で活躍できる人材を育成
するための専門教育を拡充する。
（環境科学専攻） 

（№8） 

栄養科学専攻、環境科学専攻） 
（№8） 

［国際関係学研究科］ 
・ 令和６年度までに、国際関係学専
攻、比較文化専攻の両専攻名とカリ
キュラム体系との整合性を再点検
し、整備を図る。 
 グローバル化社会で活躍できる
人材育成のための国際的教育・研
究環境を充実させる。 

（№9） 
 

［国際関係学研究科］ 
・ 令和２年４月から施行したセメスター制の効
果を検証する。 

・ オンライン教育の本格的な導入に向けて整備
を進める。 

・ グローバル化社会で活躍できる人材育成のた
めの国際的教育・研究環境の現状と課題を引き
続き検証する。 

（№9） 
 

・ 令和２年４月から施行したセメスター制の効果を研
究科 FD 委員会学生意見交換会及び履修登録状況の調
査により検証した。その結果、大学院生はセメスター制
をおおむね歓迎しており、導入してから科目選択の自由
度を享受していることが伺えた。 

・ オンライン教育の本格的な導入に伴う大学院生の孤
立化の問題に取り組んだ。研究分野ミーティングを実施
して、大学院生が置かれた状況を把握するとともに、分
野の教員との関係作りを行った。また、大学院生同士の
ピア・サポートの仕組みとして院生パートナー制度を導
入した。さらに、専攻ごとに大学院生が一堂に会する会
合を試行した。 

・ 国際的教育・研究環境の現状について、研究科 FD 委
員会学生意見交換会で大学院生と協議し、課題を洗い出
した。それに基づいて、研究科拡大院生室運用委員会に
おいて環境整備について検討した。 

A  

 

［経営情報イノベーション研究科］ 
・ 経営・政策・情報・観光分野にお
ける高度な能力を有し、ビジネス・
公共・社会にイノベーションを創起
する人材を育成することを目的と
し、カリキュラムの充実を図る。 

（№10） 

［経営情報イノベーション研究科］ 
・ 経営、公共政策、情報、観光の４分野が相互
に連携し、「地（知）の拠点」として、高度な知
見、研究成果を地域に還元し、地域の発展に積
極的に貢献していくとともに、授業・演習内容
等の充実を通じ今後の地域経済を担う人材育
成に努める。 

（№10） 

・ 前期は新型コロナウイルス感染症の感染状況に配意
し、原則オンライン授業を行った。後期は対面の授業・
演習が実施可能になったため、教員と学生の議論や研究
を積極的に実施した。 

A  

 

［看護学研究科］ 
・ 看護学研究科の機能強化を図る
ために、博士前期課程においては教
育機能の検証とともにキャリア育
成に係る高度看護実践教育に取り
組む。 
 博士後期課程においては、高度
な専門的知識の活用のみならず、
新たな看護学の知識体系の構築・
開発に取り組める研究能力、地域
において制度的な枠組みを主導的
に構築できる能力を身に着けるこ
とができる教育課程の確立を目指
す。 
 静岡県の助産師養成の現状、実

［看護学研究科］ 
・ 令和３年度より「特定行為に係る看護師の研
修制度」を開始し、看護職者のリカレント教育
に取り組む。 

・ 令和２年度開始の博士後期課程カリキュラム
を引き続き遂行する。 

・ 令和４年４月からの保健師助産師看護師学校
養成所指定規則改正に基づいた助産師養成課
程の新カリキュラムを文部科学省に申請し、認
可を受ける。さらに運用に向けた取組を行う。 

（№11） 
 

・ 看護学部附置として設置した看護実践教育研究セン
ターにおいて、看護師特定行為研修と女性の健康支援事
業を行った。 

・ 令和２年度開始の博士後期課程カリキュラムを順調
に遂行した。 

・ 学部・研究科合同カリキュラム検討委員会を２か月に
１回開催し、４月 23日、文部科学省に助産師養成課程
のカリキュラム変更申請を行い、９月６日付で変更承認
の通知を受けた。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
習施設の状況、教育体制などを総
合して評価し、教育の拡充を図る。 

（№11） 
 

(ｱ) 静岡県立大学短期大学部 

＜一般教育＞ 

・ 主体的判断力を持った自立的個
人を養成するために、論理的思考能
力・科学的観察力・批判的精神を培
う。本学の教育方針に基づいた教養
教育のあり方を検証するとともに、
社会や学生のニーズをとらえた教
育課程の見直しを行う。 

（№12） 

・ 論理的思考能力涵養のために、言語運用能力、
リテラシーに関する取組の成果を検証しつつ
教育体系の見直しを行う。専任教員の退職によ
り欠けた分野のマネジメントの実態を点検す
る。これらは、教員補充計画及び現在検討中の
短期大学部将来構想とリンクさせて行う。 

（№12） 

・ 新学部構想を検討していく中で、全学の教養科目に欠
けている分野、現短大部及び新学部に必要と思われる分
野の検討を行い、その結果に基づき教員の補充計画案を
作成した。 

・上記と施設（実習室）管理との観点から栄養学教員の補
充を提案した。 

A  

 

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

・ 職業倫理観、科学的思考力、主体
性、判断力のある専門性の高い人材
を育成するため、体系的、実践的な
カリキュラムを編成し、時代の要請
に対応した歯科衛生士、社会福祉
士、介護福祉士、保育士及び幼稚園
教諭の養成教育を充実させる。 

（№13） 

・ 令和４年４月からのカリキュラム改正に関す
る認可を文部科学省より受け、改正カリキュラ
ムの実施に向けた緻密な準備を行う。（歯科衛
生学科） 

・ 社会福祉士、保育士及び介護福祉士の養成教
育において、福祉職としての倫理観や科学的思
考力、判断力を培うため、静岡県社会福祉士会、
静岡県介護福祉士会及び県内福祉施設等と連
携して現場職員を講師として招き、実習指導な
どにおいて実践的な教育を実施する。（社会福
祉学科） 

・ 保育士及び幼稚園教諭の養成教育において、
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつ
つ、フィールドワークを生かした演習を実施す
る。カリキュラムの評価・検証については、作
成した教職課程検討内部規程に沿って実施し、
改善を図る。（こども学科） 

（№13） 

・ 令和４年４月の改正版カリキュラム開始に向け、令和
３年４月には必要な申請書類を全て作成し、５月に短期
大学部学生室教務担当者を通して文部科学省への申請
を終え 11月中旬に認可の回答を得た。 

・ 令和３年度より実践実習として、臨地実習Ⅰ期・Ⅱ期
には学内教員による少人数ゼミ形式を導入し、歯科衛生
ケアプロセスの思考過程を育むための症例検討シミュ
レーション教育を実施した。臨地実習Ⅲ期では実習先よ
り患者配当を受けて、Ⅰ期・Ⅱ期で習得した総合力を駆
使し、学内教員と実習先指導員の双方向からの指導様式
で理論と実践の発展的融合を図った新たな臨床教育に
取り組んだ。（歯科衛生学科） 

・ ソーシャルワーク実習指導及び保育実習指導におい
ては、児童福祉施設、高齢者施設、障害者支援施設、福
祉事務所、児童相談所等の様々な領域から現場職員を招
いて実践的な教育を実施した。 

・ 介護実習指導においては、介護老人保健施設・特別養
護老人ホーム、デイサービス事業所、グループホーム、
障害者支援施設、訪問介護事業所から職員を講師として
招き、施設・事業所等の概要、介護サービスの特徴、実
習における留意点などについて講義を実施した。（社会
福祉学科） 

・ 保育士及び幼稚園教諭の養成教育において、新型コロ
ナウイルス感染症に配慮の上、可能な限りフィールドワ
ークを生かした演習を実施した。カリキュラムの評価・
検証については、作成した教職課程検討内部規程に沿っ
て実施した。（こども学科） 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

(ｳ) 国家試験等への対応 

・ 学生の薬剤師国家試験の合格に
向けた学習を積極的に支援する。 

〈数値目標〉 
薬剤師国家試験                
新卒者の合格率 90％の維持（薬学
部薬学科） 

（№14） 

・ 第 106 回薬剤師国家試験（令和３年２月実
施 ）の内容を精査し、教育内容の検証を行う。
成績不良者の基礎学力を向上させるための補
講を実施し、学生の学力レベルの底上げを図
る。 

〈数値目標〉 
薬剤師国家試験         

新卒者の合格率 90％の維持 （薬学部薬学科） 
（№14） 

・ 第 106 回薬剤師国家試験の内容を精査することで教
育内容を検証し、成績不良者の学力向上を目指した「底
上げ補講」を夏期・秋期の２回実施した。 
 
薬剤師国家試験（第 107回） 
新卒者の合格率 95％ S  

・ 第 107 回薬剤師国家試験の結
果、新卒者の合格率が 95％（合
格者 76人）であり、目標として
いる 90％を大きく上回る合格率
を達成した。薬剤師を養成する
国公立大学 17校中、合格率４位
であった。なお、新卒合格者 76
人は国公立大学で最多の合格者
であった。 

・ 学生の管理栄養士国家試験の合
格に向けた学習を積極的に支援す
る。 

〈数値目標〉 
管理栄養士国家試験 
 新卒者の合格率 100％の維持（食品
栄養科学部栄養生命科学科） 

（№15） 

・ 管理栄養士国家試験関連科目の講義の工夫を
するとともに、模擬試験の実施など国家試験対
策の一層の充実を図る。模擬試験の成績が低い
学生に対しては、受験学習の計画書を作成さ
せ、受験に対する意識の向上を図るとともに、
計画書に沿った学習の実行に向けて個別指導
を強化する。 

〈数値目標〉 
管理栄養士国家試験  
 新卒者の合格率 100％の維持（食品栄養科学部
栄養生命科学科） 

（№15） 
 

・ 管理栄養士国家試験の模擬試験を実施し、その結果に
基づき、指導教員が学生に個別指導をし、受験に対する
意識の向上を図った。また、講義の工夫をするために、
第１回目の外部模擬試験の科目ごとの個人成績を教員
に配布し、専門分野ごとに国家試験関連科目の講義に十
分活用することとした。学生と教員に対して、各科目の
出題傾向を管理栄養士国家試験委員より配布し、試験対
策に活用した。さらに、模擬試験の成績が低い学生には、
引き続き、受験勉強の計画書を作成させ、指導教員によ
る個別点検を実施し、実力の向上を図った。  

 
 管理栄養士国家試験 
  新卒者の合格率 100% 

S  

・ ６年連続で新卒者の管理栄養
士国家試験合格率 100％（全国 1
位）を達成し、管理栄養士養成大
学の中でも最高水準であった
（全国平均 92.9％）。国公立大
学・管理栄養士養成施設 24校中、
新卒者合格率が６年連続 100％
の大学は、本学を含め３校のみ
であった。コロナ禍において、オ
ンラインで国家試験に特化した
講義、模擬試験などを実施し、指
導を行ったことが、６年連続
100％合格を実現することにつ
ながった。 

・ 学生の看護師、保健師、助産師国
家試験の合格に向けた学習を積極
的に支援する。 

〈数値目標〉 
看護師国家試験                
新卒者の合格率 100％の維持 

保健師国家試験         
新卒者の合格率全国平均以上の維
持 

（看護学部看護学科） 
助産師国家試験 

新卒者の合格率 100％の維持 
（看護学研究科） 

（№16） 

・ 看護師、保健師、助産師国家試験合格に向け
て模擬試験を行い、成績が低迷する学生へ個別
支援を行う。また、最新情報を含めた国家試験
対策セミナー（補講）を行う。さらに、保健師
国家試験対策として、学生が不得意とする科目
の補講を行うとともに、保健師教育を担ってい
る教員が、模擬試験結果の解説など個別支援を
行う。 

 
〈数値目標〉 
看護師国家試験 

新卒者の合格率 100％の維持 
保健師国家試験 

新卒者の合格率全国平均以上の維持 
（看護学部看護学科） 

助産師国家試験 
新卒者の合格率 100％の維持 

（看護学研究科） 
（№16） 

・ 看護師国家試験模擬試験を５回（８月、10月、11月、
12 月、１月）実施した。保健師国家試験模擬試験を２
回（11月、１月）実施し、保健師教育を担当する教員に
よる国家試験対策セミナーを実施した。また、看護師・
保健師ともに、模擬試験の結果を全教員に報告して情報
共有し、成績が低迷する学生にはアドバイザー教員が支
援した。 

・ 助産学課程の大学院生を対象に、助産師国家試験模擬
試験を３回（５月、11月、１月）実施した。外部業者に
よる国家試験直前セミナーを開催した。 

 
看護師国家試験 
 新卒者の合格率 97.5% 
保健師国家試験 
 新卒者の合格率 96.9% 
 （新卒者の合格率全国平均 93.0%） 
助産師国家試験 
 新卒者の合格率 100% 

A  

・  看護師については合格率
100％を維持することができな
かったが、看護学部において、５
回の模擬試験の実施、成績低迷
者へのアドバイザー教員による
支援などの取組を行った。また、
本学の合格率 97.5％は新卒者の
合格率の全国平均 96.5％を上回
った。 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 学生の歯科衛生士、介護福祉士国
家試験の合格に向けた学習を積極
的に支援する。 

 
〈数値目標〉 
歯科衛生士国家試験 

新卒者の合格率 100％の維持（短期
大学部歯科衛生学科） 

介護福祉士国家試験 
新卒者の合格率全国平均以上の維

持（短期大学部社会福祉学科） 
（№17） 

・ 国家試験準備カリキュラムや国家試験模擬試
験などの実施により、歯科衛生士国家試験対策
の充実を図る。（短期大学部歯科衛生学科） 

・ 模擬試験の結果を踏まえたきめ細かな指導な
どの実施により、介護福祉士国家試験の合格に
向けた学習支援の充実を図る。（短期大学部社
会福祉学科） 

 
〈数値目標〉 
歯科衛生士国家試験 

新卒者の合格率 100％の維持（短期大学部歯科
衛生学科） 

介護福祉士国家試験 
新卒者の合格率全国平均以上の維持（短期大学

部社会福祉学科） 
（№17） 

・ 12～１月に国家試験準備カリキュラムを計 19回、国
家試験模擬試験を６回実施し、国家試験対策の充実を図
った。（歯科衛生学科） 

・ ９月に国家試験対策として模擬試験（１回目）を実施
し、合格ラインに到達しなかった学生（29 人）に対し
て、弱点の克服に向けた補習を実施した。また、11 月
に「学力評価試験」を実施し、一定水準に到達しなかっ
た学生（約 20人）に対しては、苦手な分野の克服に向
けた指導・補習をした上で、再試験を実施した。更に 12
月には模擬試験（２回目）を実施した。（社会福祉学科
介護福祉専攻） 

 
歯科衛生士国家試験  
 新卒者（40名）の合格率 100% 
（短期大学部歯科衛生学科） 
介護福祉士国家試験          
 新卒者（29名）の合格率 100％ 
（参考） 
・新卒者の合格率全国平均 72.3％ 

（短期大学部社会福祉学科） 

S  

・ 歯科衛生学科で 19回の国家試
験対策講義と模擬試験準備カリ
キュラムと６回の模擬試験を実
施、社会福祉学科介護福祉専攻
では模擬試験及び学力評価試験
を実施の上、一定水準に達しな
かった学生に対し苦手分野克服
のための補修・指導を実施する
など、個々の学生に応じたきめ
細かな国家試験対策を行い、歯
科衛生士国家試験で６年連続、
介護福祉士国家試験で３年連続
合格率 100％を達成した。 

・ 教員免許取得を目指す学生への
教育として、栄養教諭と理科教諭を
育成するためのカリキュラムの充
実や幼稚園教諭二種免許状、保育士
資格の取得を目指す学生への指導
の充実に取り組む。 

（№18） 

・ 開設３年度目となる高等学校教諭１種免許状
（理科）取得のための教職課程において、新た
に開設される「道徳、総合的な学習の時間等の
指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科
目」を開講するとともに、４年度目に実施され
る教育実習に向けての準備等を行う。これらを
通じて、高い専門性と実践的指導力を併せ持っ
た教員養成を引き続き行う。（食品栄養科学部
食品生命科学科及び環境生命科学科） 

・ 開設６年度目となる栄養教諭教職課程では、
管理栄養士の高度な知識を持ち、実践的指導力
や教諭としての強い自覚を持った栄養教諭養
成を継続して行う。（食品栄養科学部栄養生命
科学科） 

・ 保育士を志望する学生が保育士資格を確実に
取得できるよう、実習指導者とチューターが連
携して指導力を高める。（短期大学部社会福祉
学科） 

・ 幼稚園教諭二種免許、保育士資格について、
学修の充実を図ることができるよう、カリキュ
ラムの確実な実施を継続する。新型コロナウイ
ルス感染症の状況の変化に対しては、教員間の
連携に基づく細やかな指導を持って対応して
いく。（短期大学部こども学科） 

（№18） 

・ 高等学校教諭１種免許状（理科）取得のための教職課
程が開設３年目を迎え、当初の計画通り授業科目が進行
した。令和３年度は新たに「道徳、総合的な学習の時間
等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」を
開講し、高い専門性と実践的指導力を身に着けるよう指
導した。また、令和４年度に実施される教育実習に向け
て、実習の希望者にガイダンス等を行い、事務的な準備
を行った。（食品生命科学科、環境生命科学科） 

・ 開設６年度目となる栄養教諭教職課程では、管理栄養
士の高度な知識を持ち、実践的指導力や教諭としての強
い自覚を持った学生を育てるため、「教職実践演習」に
おいて、実践現場での経験を有する講師を招いて、指導
を実施した。（栄養生命科学科）・ 実習指導者及びチュ
ーターは、共に社会福祉専攻教育検討会と合同実習運営
委員会に所属し、毎月開催される会議で保育士を志望す
る学生の情報共有を行った。（短期大学部社会福祉学科
社会福祉専攻） 

・ 幼稚園教諭二種免許、保育士資格について、リモート
になることで授業の質が落ちることがないよう様々な
機能を活用し、カリキュラムの確実な実施を継続した。
新型コロナウイルス感染症対策については、教員間の連
携により細やかな指導を行い対応した。（短期大学部こ
ども学科） 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

(ｴ) 成績評価 

・ 授業目的、到達目標、成績評価方
法をシラバスにより学生に分かり
やすく明示するとともに、CAP制度
を実施している学部では、GPAに基
づく成績評価をより客観的かつ厳
格なものにするよう改善を図る。 

（№19） 

・ シラバスへの記載内容と記載方法についての
検討を引き続き進めるとともに、「シラバス作
成のためのガイドライン」の見直しを図る。 

・ 学生の実質的な学びの内容をより向上させる
ために、今後の CAP制の内容について検討し、
必要に応じて改善を図る。（国際関係学部、経営
情報学部） 

（№19） 

・ シラバス様式の変更について、国際関係学研究科と経
営情報学部・イノベーション研究科から全学教務委員会
に報告された。「シラバス作成のためのガイドライン」
を一部改訂し、学部・研究科（国際関係学研究科、経営
情報学部、経営情報イノベーション研究科）において必
要に応じた改訂を行った。遠隔講義の実施方法を引き続
き記載するよう各学部・研究科へ依頼した。 

・ 単位制の趣旨に沿い学生の実質的な学びの内容の向
上に資するため CAP 制の内容を改善した。具体的には
今まで履修制限の対象外であった卒業研究関連科目や
集中講義を履修制限対象に含めた。履修制限の対象外と
なる科目を教職科目及び海外英語研修として明確化し
た。見直した CAP 制は令和４年度入学生より実施する
予定。（経営情報学部） 

・ 学生の実質的な学びの内容を向上させるため、従来、
CAP 制の対象外であった卒業研究を令和４年度入学生
から CAP制の対象とすることとした。（国際関係学部） 

A  

 

イ 特色ある教育の推進 

・ 地域への理解・愛着とグローバル
な視野の醸成に資するよう「しずお
か学」やふじのくに地域・大学コン
ソーシアムと連携した「ふじのくに
学」を全学的に推進し、他の一般教
養科目とのバランスに留意しつつ
授業内容や開講時限の検証・改善に
取り組む。 

（№20） 

・ しずおか学の履修状況を確認し、開講日時の
調整及びニーズに応えた授業内容の見直し等、
継続的な改善を行う。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムと連携
し、ふじのくに学の円滑な履修及び科目提供を
継続的に実施する。 

・ 南大阪地域大学コンソーシアム提供科目を本
学学生が履修できる環境を維持する。 

 
（№20） 

・ しずおか学２科目（「新聞で静岡をもっと知ろう」「企
業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線」）が新設され、
合わせて 200 人弱が受講した。また、学生へアンケー
トを実施し、学生のニーズを踏まえ、SDGs について学
ぶしずおか学を新設し、令和４年度から開講する予定。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムの「ふじのくに
学」について、７科目中６科目を延べ 19 名の学生が講
義受講した（令和３年度は対面と遠隔どちらも実施）。 

・ 南大阪地域大学コンソーシアムの広域単位互換科目
については、新型コロナウイルス感染症拡大により実施
されなかった。 

A  

 

・ 学生の英語力を充実させ、グロー
バルな視野の醸成やグローバル人
材の養成に資するよう、英語による
科目の充実、TOEIC L&R団体受験の
継続、海外英語研修プログラムの充
実等により英語教育を進める。 

（№21） 

・ TOEIC L&R 団体受験を令和２年度に継続して
実施する。 

・ TOEIC Speaking Testを含むスピーキングテ
ストの授業内外での更なる実施拡大の可能性
を検討する。 

・ 一部の英語科目について、海外の学生との交
流を目的とした COIL授業の導入を検討する。 

・ オンラインを含む短期海外英語研修プログラ
ムの充実と並行して、中・長期海外留学を実現
できる英語力の養成に取り組む。 

・ コンケン大学看護学部（タイ国）との国際看
護の交流、ポートランド州立大学（米国）、オレ
ゴン健康科学大学（米国）、ドルノゴビ県医科大

・ 令和３年度は、複数の学部（国際関係学部以外）で
TOEIC L&R IP テストを対面形式で実施し、国際関係学
部では、オンラインテストを実施した。 

・ ビクトリア大学(カナダ）オンラインプログラムへ参
加する学生に対して、参加前、参加後に TOEIC Speaking 
Testを実施した。 

・ 全学共通科目を含む英語５科目において、海外の学生
とオンラインによる日本語と英語を使用した COIL授業
(参加者 50人)を展開した。 

・ ８・９月及び２・３月にビクトリア大学及びカリフォ
ルニア大学デービス校(米国）によるオンライン語学研
修プログラム実施した。 

・ ５月に、オレゴン健康科学大学（米国）の「Population 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
学（モンゴル）等との COIL授業を通じて、英語
による看護教育を実施する。 

（№21） 

Health」オンラインライブ授業で、本学部生３人と上智
大学３人（共に４年生）が英語でのプレゼンテーション・
ディスカッションを実施した。同じく５月、看護学部選
択必修科目「発展看護実習（国際看護学)」履修生３人
が、オレゴン健康科学大学（米国）の Ruth Tadesse 氏
によるオンラインライブ授業を受講した。 

・ 国際関係学部では、２年次の
TOEIC L&R IPテストのスコアにお
いて一定の成績を修められるよう
英語基礎力の定着を図るとともに、
英語ネイティブの教員を中心に実
践的な英語力を養成する英語教育
を１・２年次に実施する。 

 
〈数値目標〉 

TOEIC L&R IPテスト目標スコアを
達成した学生の割合（※） 
800点以上の学生が 10％以上 
730点以上の学生が 15％以上 
600点以上の学生が 50％以上 
 
※ 目標スコアを達成した国際関
係学部２年次学生数/国際関係学
部２年次全学生数（休学者を除
く。） 

（№22） 
 

・ 新カリキュラム開始後の２年間に実施した英
語による課題解決型授業（PBL）の内容、効果、
課題について検討し、改善する。（国際関係学
部） 

 
〈数値目標〉 

TOEIC L&R IP テスト目標スコアを達成した学
生の割合（※） 
800点以上の学生が 10％以上 
730点以上の学生が 15％以上 
600点以上の学生が 50％以上 

※目標スコアを達成した国際関係学部２年次学
生数/国際関係学部２年次全学生数（休学者 
を除く。） 

（№22） 

・ 英語による課題解決型授業（PBL）の内容、効果、課
題について担当教員を中心に検討を行った。内容は受講
生が各班で「子どもの貧困」や「SDGs」等、社会的課題
解決に向けた取組を行い、成果をウェブサイトやソーシ
ャルメディアで発信した。授業評価アンケートでは６点
満点中、平均５点以上であった。 

 
 令和３年度後期、TOEIC L&R IPテスト（オンライン実
施）目標スコアを達成した学生の割合（※）は以下の通り
であった。 
 

800点以上の学生が 13.9％ 
730点以上の学生が 26.1％ 
600点以上の学生が 66.1％ 

 
※ 目標スコアを達成した国際関係学部２年次学生数
/国際関係学部２年次全学生数（休学者を除く 180名が
受験） 

S  

・ 実践的な英語教育を進めた結
果、令和３年度の TOEIC L&R IP
テストの目標スコアを達成した
学生の割合は、中期計画の数値
目標を大きく上回った。 

・ 全学共通科目や観光教育など、学
部間等で連携した特色ある融合的
な教育を行う。 

（№23） 

・ 複数の学部、研究科（院）で協力した全学共
通科目の運営を継続する。 

・学部間等で連携して他学部の授業の実施につい
て、引き続き協力を行う。 

（№23） 

・ 全学共通科目や各学部開設科目において、講義におけ
る教員の学部間協力及び短期大学部との協力を実施し
た。 

・ 全学共通科目として各学部教員がオムニバス形式で
行う SDGs概論の新設について審議し、単位化すること
となり、令和４年度から開講予定である。 

・ 経営、総合政策、データサイエンス、観光マネジメン
トの各分野について全学共通科目を開講し、全学生に受
講の機会を提供した。 

・ 全学教務委員会において、学部間協力の実施状況を共
有した。 

・ 全学共通科目での文理融合科目８科目、学部開設の学
部間協力科目 50科目・観光マネジメント分野科目とし
て国際関係学部の協力を得て異文化コミュニケーショ
ン論など２科目を開講し、本学部の観光に関心がある学
生が受講した。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
ウ 多様な教育方法の拡充 

(ｱ) 静岡県立大学（学士課程）、静岡県立大学短期大学部 

・ 大学での学習に必要な基本的な
知識を修得するため、初年次教育の
内容を充実させ、その効果を検討す
る。 

  学生の意欲的、主体的な学修を促
すため、アクティブ・ラーニングを
取り入れた教育を展開するととも
に、その効果を検討する。 

  民間企業など外部組織と連携し
た寄附講座の実施、講師の活用に取
り組み、教育研究の多様化、活発化
を図る。 

  他大学との単位互換を通じて多
様な学習機会を提供する。 

  短期大学部では、演習や学内外に
おける実習等のアクティブ・ラーニ
ング型教育を充実させる。 

（№24） 
 

・ 学部の教育で初年次教育やアクティブ・ラー
ニングを取り入れた教育方法を引き続き実施
する。 

・ 各学部教務委員会は、初年次教育やアクティ
ブ・ラーニングの実施状況の調査及び実施効果
の検討を行う。 

・ 全学教務委員会は、各学部教務委員会の調査・
検討結果の集約・報告を行う。各学部は他学部
の取組を参考としつつ、教育内容の拡充につな
げる。 

・ 学部教育で外部組織からの寄附講座や講師を
起用した教育を取り入れ、教育内容の多様化、
活発化を進める。 

・ 静岡大学との単位互換について、大学間協力
を推進する。 

・ 学生の意欲的・主体的な学修のため、アクテ
ィブ・ラーニング等の多様な教育方法の導入・
改善に向けた検討を引き続き実施する。（短期
大学部） 

（№24） 

・ 各学部で行われているアクティブ・ラーニング科目を
調査・集計し、報告するとともに、各学部の代表的な取
組について全学で共有し、アクティブ・ラーニング実施
状況の情報共有を行った。 

・ 対面だけでなく、遠隔講義でのアクティブ・ラーニン
グ（Zoom のブレイクアウトルーム機能の活用）も実施
され、全学で 190科目を実施した。 

・ 全学共通科目や学部科目で特別講師を活用し、産業、
行政、教育などの専門職業人による講義を実施した。 

・ 静岡大学との単位互換について、実施状況を報告し
た。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実習の実施
形態や施設の受け入れなどに制約が生じる時期もあっ
たが、日程調整や学内実習への切り替え等を行い、学生
の主体的な学びを継続することができた。（短期大学部） 

A  

 

【再掲】 
・ 地域への理解・愛着とグローバル
な視野の醸成に資するよう「しずお
か学」やふじのくに地域・大学コン
ソーシアムと連携した「ふじのくに
学」を全学的に推進し、他の一般教
養科目とのバランスに留意しつつ
授業内容や開講時限の検証・改善に
取り組む。 

（№20） 

【再掲】 
・ しずおか学の履修状況を確認し、開講日時の
調整及びニーズに応えた授業内容の見直し等、
継続的な改善を行う。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムと連携
し、「ふじのくに学」の円滑な履修及び科目提供
を継続的に実施する。 

・ 南大阪地域大学コンソーシアム提供科目を本
学学生が履修できる環境を維持する。 

（№20） 

 

  

 

(ｲ) 静岡県立大学（大学院課程） 

・ 文理融合の学際的教育を推進す
るために教育体制を整備する。 

  他大学との単位互換を通じて多
様な学習機会を提供する。 

  産業、行政、教育などのそれぞれ
の専門分野で必要な高度専門職業
人を養成すべく、附置センターなど
も活用し、これらの業界との教育連
携を強化する。 

（№25） 

・ 「健康イノベーション教育プログラム」では、
社会人受講生とともに、大学での学修及び生涯
学習を連動させる。 

・ 自然科学と人文科学両分野における静岡地域
に関連する講義を開講し、履修を促す。 

・ 他大学との単位互換を通じて多様な学習機会
を提供する。 

・ 静岡大学大学院、東海大学大学院との一層の
大学間協力を推進し、単位互換科目に関する詳
細内容を学生に伝える。 

・ 大学院生の自由選択科目として、大学での学修及び生
涯学習を連動させた「健康イノベーション教育プログラ
ム」を開講した。 

・ 大学院生の自由選択科目として、「静岡地域食材学」
や「茶学入門」を開講した。 

・ 本学薬食生命科学総合学府と静岡大学総合科学研究
科との間の単位互換科目を設定した。 

・ 食品栄養科学部・国際関係学部・経営情報学部と静岡
大学との単位互換科目では、遠隔講義の実施により人数
は減少したものの、静岡大学から本学へ３人の学生が受

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 各業界から登用する講師の活用、各業界への
インターンシップの拡充により、学生のキャリ
アパスを支援する。 

（№25） 

講した。 
・ 静岡大学大学院、東海大学大学院と、新たに「静岡県
三大学連携シンポジウム」を開催し、「健康長寿科学特
論」の対象科目とした。 

・ 静岡大学大学院、東海大学大学院との間の単位互換科
目を設定し、大学院生に、単位互換科目に関する詳細内
容を伝え、受講を促した。 

・ 各業界からの講師が登用されている「総合食品学講
座」への受講を大学院生に促し、令和３年度は７人の大
学院生が本講座を受講した。 

(ｳ) インターネット教育 

・ 国内及び海外の協定校との連携
を活用し、国際的なインターネット
遠隔教育を実施する。 

（№26） 

・ 一部の全学共通科目や国際関係学部・看護学
部の専門科目等において、インターネット遠隔
教育を引き続き実施する。 

・ オンラインの活用により培ったノウハウを、
授業をはじめ高校への教員派遣などの高大連
携、高校訪問、リカレント教育などに活用する。 

（№26） 

・  国際関係学部、看護学部、薬食生命科学総合学府の
授業で海外協定校とインターネットを通してつなぎ、
COILを実施した。 

・ カリフォルニア大学デービス校(米国）とのインター
ネットを介した双方向の国際的遠隔授業（大学院講義：
生体情報分子解析学特論・先端医療薬学特論）を実施し
た。同校の研究者による研究セミナー及び英語でのアク
ティブ・ラーニングを行い、世界展開力及び大学間交流
を引き続き強化した。 

・ 高大連携の一環として実施している高大連携出張講
義の実施要項を見直し、オンライン授業を行えるように
改善した。コロナ禍において高校ともオンライン授業が
実施できた。 

A  
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中 

期 

目 

標 

18 歳人口が減少する中で、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に沿った社会人や留学生等を含む質の高い入学者を安定的に確保する。 

また、高大接続改革を踏まえ、大学入学共通テストへの対応及び個別選抜改革に取り組み、学力の３要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体

性・多様性・協働性」）を多面的・総合的に評価する入学者選抜を的確に実施する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 社会人、留学生を含めた志願者の
状況や入試に関する外部要因の情
報に基づく入学者確保対策や学内
教育体制の検討、見直しに取り組
み、各学科、各専攻の定員充足を図
る。 

  大学院については、入学定員の充
足を目指した取組を推進する。 

 
〈数値目標〉 

大学院入学定員充足率（大学院全
体） 
修士／博士前期課程 100%、博士
／博士後期課程 100% 

（№27） 

・ オープンキャンパスや大学院入試説明会の状
況、各種入試志願者数、受験産業の情報の推移
を分析し、志願者数向上のための改善を図る。 

・ 授業内容の更なる充実や学部ホームページの
コンテンツ強化、高大連携を通じた優秀な高校
生の受入れ等により県内外からの志願者を増
やすことで、質の高い学生を確保し、人材育成
に努める。（経営情報学部、経営情報イノベーシ
ョン研究科） 

・ 大学院説明会を開催し、他大学及び社会人、
海外からの志願者の増加を図る。また、大学院
募集要項の英語版を整備するとともに、志願者
数向上及び社会人大学院生・外国人留学生を確
保するために、積極的な広報活動を展開する。
（薬学専攻、薬科学専攻、薬食生命科学専攻） 

・ 引き続きオープンキャンパスを中心に入学者
選抜方法、教育方法、長期履修制度などの広報
活動を行い、入学者確保対策に取り組む。 

・ 静岡県の試験研究機関を対象とした大学院説
明会を開催し、社会人からの志願者の増加を図
る。また、大学院ホームぺージの英語版を充実
させ、留学生を含めた志願者数向上を目指した
積極的な広報活動を展開する。（食品栄養科学
専攻、環境科学専攻） 

・ 入学定員数の在り方について検討する。（薬食
生命科学総合学府、看護学研究科） 

・定員充足を図るため、場所や時間を選ばないオ

・ 教員及び在学生による参加型双方向イベント「薬学部
2021 オープンキャンパス生配信」を開催し、県内外か
ら約 450人の参加があった。また、バーチャルオープン
キャンパスとして、模擬講義動画８本や模擬薬局見学、
在学生インタビューをウェブ公開し本学部の志望選択
に役立つコンテンツを提供した（８月６日）。事後アン
ケートからも好評が伺え、推薦入試の志望理由書にも記
載されるなど受験生獲得につながった。（薬学部） 

・ 高校生を対象としたオンデマンド形式のオープンキ
ャンパス及びオンライン形式の進路相談会を実施した。
対面形式またはオンライン形式の体験型イベント「サマ
ースクール」を開催し、高校生に学部の魅力をアピール
した。学部案内の更新、学部及び学科ホームページの情
報の更新を行い、学部の魅力発信に努めた。（食品栄養
科学部） 

・ オープンキャンパスを実施し、各種入試志願者数、受
験産業の情報の推移を分析した上で、志願者数向上のた
めの改善の具体的検討を開始した。（国際関係学部） 

・ オンラインでのオープンキャンパス開催など高大連
携活動を進めるとともに、観光マネジメント分野につい
ては、県内高校への観光出前授業を積極化させ、その中
で本学への進学のメリットや観光分野での学びについ
て説明し、高校生の関心を高めるとともに、賀茂地域を
中心に中学生、高校生向けのワークショップを開催し、
大学への親近感や関心を高める取組を推進した。（経営
情報学部） 

 動画配信による大学院説明会を実施した。また、英語版

B  

・ 各研究科等において、大学院志
願者の増加を目指し、動画配信に
よる大学院説明会や留学生を含め
た志願者の拡大を目指した大学院
ホームページの英語版の作成、内
部学部生や社会人を対象とした大
学院説明会などの各種取組を推進
した。 
・ 令和３年度は経営情報イノベ
ーション研究科１人、看護学研究
科１人の計２人が長期履修制度を
利用した。経営情報イノベーショ
ン研究科では、志願者が長期履修
制度への理解を深められるよう、
ホームページ上に長期履修制度に
関する詳細な説明を掲載した。 
・ 大学院の入学定員の充足率は、
修士/博士前期課程で 98.2％、博士
/博士後期課程で 56.8％であり、数
値目標を達成することができなか
った。 
・ 今後は、多様な学生の受入れに
向けた制度の周知を含めた、受験
生への広報体制の充実を継続する
とともに、薬食生命科学総合学府
及び看護学研究科では、入学定員
数の在り方について引き続き検討

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育 

(2) 入学者受入れ 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
ンラインオープンキャンパスを実施する。ま
た、入学者選抜の受験科目等の見直しを行う。
（短期大学部） 

 
〈数値目標〉 
大学院入学定員充足率（大学院全体） 
修士／博士前期課程 100% 
博士／博士後期課程 100% 

（№27） 

のホームページを作成した。（薬学専攻、薬科学専攻、
薬食生命科学専攻） 

・ 大学院進学率を上げるため、内部学部生を対象とした
大学院説明会を実施し、内部生の大学院進学を促した。
また、動画配信による大学院説明会も実施した。（食品
栄養科学専攻、環境科学専攻） 

・ 第１次入試で博士前期課程８人、博士後期課程３人の
合格者を出した。博士前期課程においては入学定員確保
のため第２次試験を実施し、２人の合格者を出した。（看
護学研究科） 

・ 静岡県工業技術研究所の一般職員を対象に大学院説
明会と学内見学会を実施した。また、留学生を含めた志
願者数向上を目指し大学院ホームページの英語版を作
成した。（食品栄養科学専攻、環境科学専攻） 

・ 令和３年度から志願者数向上のために、新たにオープ
ンキャンパス委員会を設置して精力的に活動を実施し
た。令和３年度から留学生の志願者数向上のために、従
来の静岡県内の日本語学校だけでなく、東京都を中心と
した日本語学校を初めて対象として大学院説明会を開
催した（前期オープンキャンパス:６月 12日、後期オー
プンキャンパス:11月 19日、大学院説明会：５月 12日
（日本健康医療専門学校ライフデザイン科）、５月 19日
（ACC国際交流学園）、10月 18日（ACC国際交流学園）、
2 月 17 日（本学学部生対象））。また、志願者と志望指
導教員のマッチングを重視した内容にオープンキャン
パスの仕組みを改革した。令和３年度より入学者選抜方
式を改善し、二次募集において新たにオンラインによる
口頭試問を実施した。（国際関係学研究科） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響から大学院志願者
向けの対面相談会を開催することができなかったが、代
わりに Zoomによるオンライン相談会を実施した。また、
観光分野を中心に地方自治体や DMO、観光協会等に対し
博士前期課程への進学を紹介し、協力を求めた。また、
社会人講座の機会を利用してリカレント教育の一環と
して博士前期課程への進学を PR した。（経営情報イノ
ベーション研究科） 

・ 学部では、バーチャルオープンキャンパスを開催し、
学部や専門領域の他、在校生による学習法やキャンパス
ライフを紹介した。研究科では、新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ、ハイブリッド（対面とオンライン
の両方で同時に実施）で１回、オンラインで１回開催し、
専門領域紹介や修了生による講演会、対面時は教員相談
や在校生交流会を行った。大学サイト、大学院進学情報
サイトへの掲載、関係各所への大学総合案内、看護学部・
看護学研究科案内の送付を活用した広報活動を行った。
（看護学部、看護学研究科） 

を行う。 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ オンラインオープンキャンパスでは、選抜内容の説明
や各学科の紹介、本学教員による模擬講義の動画を作成
した上で、より多くの受験生に視聴を促すため、視聴期
間を選抜実施時期である 11 月末まで延長した。（短期
大学部） 

・ 入学定員数の在り方について検討した。（薬食生命科
学総合学府） 

・ 博士前期課程の入学定員数については、令和２年度に
大学院協議会で減員の承認を得た後、静岡県と協議を継
続している。（看護学研究科） 

 
 大学院入学定員充足率（大学院全体） 
 修士／博士前期課程 98.2% 
博士／博士後期課程 56.8% 

・ 本学が受験生、保護者、高校教員
等から進学先として広く認知され、
「選ばれる大学」となるよう、高大
連携等を通じた積極的な入試広報
を推進する。 

（№28） 

・ オープンキャンパス、各種説明会、個別相談
会、高校訪問、大学見学等の実施について、オ
ンラインと対面式それぞれの利点を活かした
内容及び実施方法を検討し、新型コロナウイル
ス感染症の拡大状況を踏まえ、効果的で安全な
実施を計画する。 

・ 総合型選抜について、過去２回の実施結果を
検証し、必要に応じて実施内容等の見直しを行
う。（短期大学部） 

（№28） 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、令和３
年度も入試広報の主軸はオンラインとした。各種説明
会・個別相談会・高校訪問をオンラインとし、内容によ
って、オンデマンド配信とライブ配信を使い分けた。高
校に対する説明はオンラインによって県内外問わず対
象を広げられ、対面実施時より多くの高校への広報が可
能となった。オープンキャンパスについても、オンデマ
ンド配信としたが、ライブ配信企画を導入し、高校生と
各学部の教員や学生との双方向の情報交換を実施する
ことにより、安全で効果的で効率的な入試広報が実現で
きた。 

・ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、進学相談
会や高校説明会に積極的に参加し、本学の魅力や３回目
の実施となる総合型選抜の実施内容等について保護者
や受験生へ伝えた。また、入試説明会や高校訪問、在校
生による母校訪問等の機会を通じて、高校教員からも本
学の状況などを受験生へ伝えてもらうことで、志願者数
の確保に努めた。さらに、オンライン広報を活用し、本
学ホームページへ誘導する仕組みを始めた。（短期大学
部） 

A  

 

・ アドミッション・ポリシーに沿っ
た入学者を確保するために、高大接
続改革へ対応するとともに、試験科
目・出題方法を含めた全学的な入試
体制の整備や改革を行う。 

（No.29） 

・ 令和３年度に文部科学省から通知予定の「大
学入学共通テスト実施大綱に係る通知」等を踏
まえ、令和６年度実施の大学入学者選抜の個別
学力検査及び大学入学共通テストにおいて課す
教科・科目等の検討を開始し、令和４年度に公表
できるよう準備を進める。 
・ 引き続き、高大接続改革の目的に沿った対応
のため、入試種別間での募集人員の変更や、一般
選抜における志願者提出書類及び試験実施方法
の変更等の検討を行っていく。 

（No.29） 

・ 各学部において、令和６年度に実施する大学入学者選
抜の個別学力検査及び大学入学共通テストにおいて課
す教科・科目・配点等に関し、検討を進めた。２月に入
学者選抜委員会にて各学部の案を共有し、各学部にて最
終案決定に向け検討した。令和４年度に公表予定であ
る。 

・ 高大接続改革の目的に沿った対応のため、総合型・学
校推薦型・一般選抜で募集人員の変更を行った。また、
一般選抜において、社会福祉学科社会福祉専攻では志願
者提出書類を変更し、歯科衛生学科では令和５年度入学
者選抜における試験方法の変更を行った。（短期大学部） 

A  
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中 

期 

目 

標 

ア 教育の実施体制の整備 

学部横断的な教育体制の確保や学外の人材の登用、産学連携・大学間連携による教育などを推進することにより、社会人や留学生等の多様な学生に対する教

育の実施体制を整備する。 

また、教育活動を効果的に行うため、施設・設備、図書、資料等の教育環境について、全学的な視点から計画的な整備に努める。 

 

イ 教育力の向上 

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ：教育力や研究力等を含む総合的能力の開発）活動や、外部評価、学生授業評価等の客観的な評価を活用した教育

活動の改善を推進するとともに、教育の質の向上に係るＰＤＣＡサイクルを組織的に機能させる教育の質保証システムを確立し、全学的な教育力の向上を図る。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

ア 教育の実施体制の整備 

・ 学部間及び短期大学部との学内
教員の相互協力を推進する。 

  教育の実施体制について検討し、
円滑な実施体制の整備を進める。 

  短期大学を取り巻く環境の大き
な変化に対応し、県民の求めに応え
られるよう、短期大学部の将来構想
を検討する。 

（No.30） 

・ 全学教務委員会で、学部間及び短期大学部と
の協力状況を報告し、教員の相互協力を推進す
る。 

・ 長期履修制度について、薬食生命科学総合学
府及び経営情報イノベーション研究科で運用
を開始し、課題を検証する。 

・ 各学科・専攻の意向を踏まえながら、理事長
等と協議を行い、将来構想の検討を更に進め
る。 

（No.30） 

・ 講義における学部及び短期大学との学部間協力につ
いて全学教務委員会で調査を行い、計 50科目が学部間
協力を行っていることを確認し、情報共有を図った。 

・ 令和３年度は経営情報イノベーション研究科１人、看
護学研究科１人の計２人が長期履修制度を利用した。 

・ 志願者が長期履修制度への理解を深められるよう、ホ
ームページ上に長期履修制度に関する詳細な説明を掲
載した。（経営情報イノベーション研究科） 

・ 短期大学部においては、副学長及び各学科委員で構成
されたワーキンググループにより、新学部及びその学科
構成など、将来構想について検討を進めた。（短期大学
部） 

A  

 

・ 施設・設備の改修・更新に当たっ
ては、環境やユニバーサルデザイン
に十分配慮する。 

  短期大学部では、施設・設備の現
状を把握し、老朽化した施設・設備
の計画的な改修を進める。 

（No.31） 
 

・ 天井改修工事に合わせて照明機器の LED化を
進める。 

・ 利用者ニーズに合わせ、扉の改修やバリアフ
リートイレへのオストメイトの設置等ユニバ
ーサル化を進める。 

・ 設備の現状を把握し、設備更新計画を随時見
直す。（短期大学部） 

（No.31） 

・ 学生ホールの照明を LEDに更新した。 
・ 一般教育棟、食品栄養科学部棟、講堂の多目的トイレ
へオストメイトを新設した。 

・ 車いす利用者専用車両駐車場からの動線確保のため、
照明の人感センサー設置と専用の電気錠の増設を実施
した。 

・ 照明の LED化により更新前の蛍光灯と比較し、消費電
力減少やランプ寿命延長に伴う廃棄物減少等環境負荷

A  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育 

(3) 教育の実施体制等 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
を減らすとともに、障害者の利用しやすい設備への改修
を行った。 

・ 設備の現状を把握し、教育棟空調設備の熱源流量計の
交換工事を行った。（短期大学部） 

・ 教育棟４、５階研究室の空調機の更新を開始、順次交
換を進めた。（短期大学部） 

・ 図書館資料の全学的な視点から
の計画的な整備や、学修支援のため
の館内環境づくりを進める。 

（No.32） 

・ 全学的な視点からの図書、学術雑誌、電子情
報等の学術情報資料の受入れと学修支援のた
めの館内環境整備を進める。 

・ 座席数、開館時間、空調運転等、学生の学習
に配慮した図書館利用環境を整備する。 

・ FD委員会のほか、全学的に関心の高いテーマ
に関連した資料を積極的に受け入れ、展示を行
う。（短期大学部） 

（No.32） 

・ 年度当初の図書館情報委員会で図書館資料整備計画
を検討し、教育や研究に必要な図書館資料(図書や雑誌、
電子ジャーナル・データベース等)を収集するとともに、
学内メールやホームページを通して新書案内を毎月１
回行い、利用を促した。 

・ 新型コロナウイルス感染症予防の一環として館内の
空調機器や窓の開閉による空気循環、閲覧席の間引き
等、三密回避の環境整備を進めた。 

・ 通常空調運転を行っていない時期においても、学生や
教職員の依頼に基づき柔軟に空調運転を実施した。 

・ SDGs（貧困、ジェンダー平等等）や FD講演会（発達
障害のある学生への理解と支援）等、時事的なトピック
（人権擁護、認知症等）など教職員及び学生の興味・関
心の高いテーマに即した図書の展示を行った。（短期大
学部） 

A  

 

・ 情報システムの円滑な利用や情
報リテラシー教育支援のため、全学
共用実習室及び各学部実習室のパ
ソコン等の更新を、利用目的、利用
者の規模等の利用環境を考慮して
計画的に進める。 

 情報ネットワークについては、デー
タ通信量の増加、セキュリティの向
上及び利用形態の多様化に対応す
るため、最新の技術動向を踏まえ、
学内基盤ネットワークの更新など
の改善を図る。 

（No.33） 

・ 全学共用実習室及び各学部実習室のパソコン
等の配備計画に基づき、パソコンやサーバシス
テム、ソフトウェア等を更新し、情報リテラシ
ー教育のための環境整備を行う。 

・ 情報ネットワークの使用状況について継続的
に調査し、必要に応じて、ネットワーク関係機
器の更新や情報コンセントの設置を行うなど、
学内ネットワーク環境の改善を図る。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策として、遠隔
授業やウェブ会議等に必要なオンラインサー
ビスの提供や機材の貸出しを行う。 

（No.33） 

・ 多くの学内システムの認証用システムである LDAPサ
ーバを更新した。 

・ Windows10 や macOS といった、パソコンの OS 更新に
伴い、学内セキュリティの向上として、ウイルス対策ソ
フトのバージョンアップ情報を公開した。 

・ 遠隔授業やウェブ会議等に使用するオンラインサー
ビス（Zoom）のライセンスを一括購入し、各部局等に提
供した。また、遠隔授業等で使用するウェブカメラ、ス
ピーカー、マイク等の機材の貸出しを行った。さらに、
遠隔授業と対面授業を同時に行うハイブリッド型教室
を整備した。 

A  

 

イ 教育力の向上 

・ ディプロマポリシー、カリキュラ
ムポリシーに基づく教育の実施状
況の検証及び検証に基づく教育の
質の更なる向上に全学的に取り組
む。 

（No.34） 

・ 教育の内部質保証について、大学質保証委員
会及び部局質保証委員会で自己点検・評価を行
い、その結果をもとに改善・向上に取り組む。 

・ 教育等の内部質保証を実現するため、短期大
学部質保証委員会における自己点検・評価を、
全学での基準を確認しながら実施する。 

（No.34） 

・ ５月、11 月及び２月に大学質保証委員会を開催し、
大学基準協会の大学基準及び「改善報告書検討結果」へ
の各部局の対応状況を確認した。 

・ 大学内部質保証規程を改正し、新たに「３つのポリシ
ー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の
方針及び入学者受入れの方針）策定のための全学的な方
針」及び「内部質保証に関する全学的な手続」を規定し
た（令和４年４月１日施行）。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
  ・ 学部・研究科質保証委員会研究科質保証ワーキンググ

ループを設置した。また、令和４年４月入学生より、研
究科の内部質保証を前提とした教育を実施する準備を
整えた。そのために、質保証ワーキンググループを中心
として、「研究科内部質保証サイクルの全体枠組み・工
程について」を策定し、「国際関係学研究科コースワー
ク・ルーブリック表」、「国際関係学研究科リサーチワー
ク・ルーブリック表（修士論文）」、「国際関係学研究科
リサーチワーク・ルーブリック表（特定の研究課題）」、
「研究科の教育改善のための修了時アンケート」を作成
した。また、質保証ワーキンググループにおける自己点
検・評価結果に基づいて、国際関係学研究科の「教育理
念」、「教育目標」、「学位授与の方針」、「教育課程編成・
実施の方針」、「入学者受け入れ方針」を研究科の活動の
自己点検・評価に基づき改正した。（国際関係学部、国
際関係学研究科） 

・５月と６月に短期大学部質保証委員会を開催し、規程の
改正や内部質保証の点検・評価項目ごとの対応業況の調
査を行った。（短期大学部） 

 

A  

 

・ 各学部、研究科のファカルティ・
ディベロップメント（FD）委員会で
効果的な授業形態、学習指導方法
（年代や国籍等が多様な学生への
指導法を含む。）等の開発・改善に
取り組むためのプロジェクトを計
画し、全学 FD 委員会で重点的な支
援を行い、その検証結果を踏まえ、
全学的な取組へと拡大することに
より、教員の能力向上を図る。 

  全学及び学部等の FD 委員会にお
いて、研究発表、交流、意見交換、
教員相互の公開授業等の活動の拡
充を図る。 

  FD 研修については、教員が参加
しやすい時期の検討や、教員への積
極的な声掛けなど、参加率の向上に
取り組む。 

（No.35） 

・ 各学部、研究科の FD 委員会で効果的な授業
形態、学習指導方法等の開発・改善に取り組む
ためのプロジェクトを計画する。 

・ 全学及び学部等の FD 委員会において、部局
間の情報交換・共有を図り、研究発表、交流、
意見交換、教員相互の公開授業等の活動の推進
を図る。 

・ メール送信やチラシ配布などにより FD 研修
への教員の積極的な参加を呼び掛けるととも
に、 FD研修の参加率を把握し、その向上に取
り組む。 

 
〈数値目標〉 
FD 研修参加率（※） 
75%以上（年度） 

※年に１回以上 FD 研修に参加した教員数/全教
員数 

（No.35） 

・ 各学部、研究科で、外部講師及び内部教員による講演
会・研修会を開催した。 

・ 各学部、研究科で、教員相互の授業公開、学生による
授業評価アンケートの実施及びフィードバック等を実
施して教員の能力向上を図ったほか、内容が全学的にわ
たるものについては、全学 FD委員会が共催し支援を行
った。 

・ 研修等の実施に当たっては、教授会等で事前告知や参
加呼び掛けを行ったほか、メールを一斉送信するなどし
て広く参加を促し、参加率向上を図った。 

 
  FD研修参加率（※）  

92% 
※年に 1回以上 FD研修に参加した教員数/全教員数 

A  

 

・ 学生による授業評価、教員相互授
業評価等に対する検証、卒業生・修
了生及びその就職先等による評価
依頼、授業及び実習科目における授
業公開、情報公開等を実施し、教育
活動の改善に取り組む。 

  薬学教育評価機構による第三者

・ 学生による授業評価や教員相互授業評価を実
施し、授業形態や授業方法の検討・拡充など、
より質の高い教育への改善に取り組む。また、
継続して新型コロナウイルス感染拡大防止対
策が求められる場合は、遠隔講義実施時の問題
点、特に適正な成績評価法に関する講習会を行
う。 

・ 学生による授業評価アンケートを実施し、フィードバ
ックを行った。遠隔講義に関するアンケートを令和２年
度から継続して実施し、２年間の比較を全学に情報提供
した。 

・ 薬学部では、カリキュラムポリシーを改定するととも
に、教員相互授業評価を行った。また、PDCAサイクルを
機能させるための自己点検・評価の実施についての議論

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
評価への対応を基盤として、教育の
質の向上を目指す。 

（No.36） 

・ カリキュラムや授業内容の検討、授業方法の
改善を図る場を設けるなど FD 活動を充実させ
る。 

・ オンライン開催も含めた高校訪問、ホームカ
ミングデイの実施を検討し、教育に対する意見
を収集する。 

・ 大学院教育の質の向上を目指すために、大学
院生との意見交換の機会を増やし、教育内容の
改善に努めるとともに、その他の評価方法の導
入の可能性を調査する。 

・ 部局内の内部質保証委員会において、PDCA サ
イクルを機能させるための自己点検・評価の実
施体制を整備し、教育の質の向上を図る。 

（No.36） 

を行った。 
・ 食品栄養科学部では、学生による授業評価、教員相互
授業評価を実施し、授業形態や授業方法の検討・拡充な
ど、より質の高い教育への改善に取り組んだ。また、部
局内の質保証委員会において、大学基準協会からの指摘
への対応を行い、特に、卒業研究の評価方法にルーブリ
ック表を導入することにより、より定量化した絶対評価
とした。 

・ 薬食生命科学総合学府(薬系)では、学位論文口述発表
の評価用のルーブリックを作成した。 

・ 薬食生命科学総合学府(食系)では、専攻セミナーや修
士学位論文発表会での研究発表についてルーブリック
表を用いた評価を試みるとともに、大学院生との面談を
実施し、その結果を教員にフィードバックし、今後の教
育内容の改善に活かした。 

・ 国際関係学部では、FD 活動として、学生による授業
評価、学生参加型 FD意見交換会、オンライン授業の改
善のための講習会、ルーブリックを活用した学習成果の
可視化に関する研修、教員間の授業公開を行った。また、
内部質保証については専門委員会を設置し、ルーブリッ
クを活用した学習成果の可視化、卒業時アンケート、３
ポリシーの改訂に取り組んだ。 

・ 国際関係学研究科では、大学院教育の質の向上を目指
すために、研究科 FD委員会が主催して、FD学生意見交
換会を令和３年 11 月 10 日に開催した。国際関係学及
び比較文化の２専攻１年２年の総計３名人の学生が大
学院生全体に呼び掛けて意見を集約した上で参加し、委
員との協議を通じて、教育内容、教育環境の改善点を洗
い出した。さらに、学部・研究科質保証ワーキンググル
ープを設置し、ルーブリックによる学修評価の方法を開
発した。 

・ 経営情報学部及び経営情報イノベーション研究科で
は、令和２年度に引き続き、各授業に対して学部学生に
よる授業評価アンケートを行い、それに対して教員がフ
ィードバックレポートを返すことによって、授業の質的
改善を図った。さらに大学院生については、２月の修士
論文発表会の後に意見交換会を実施して、学生からの情
報を収集した。令和４年１月に全学 FD委員会共催の研
究会（学生満足度を高めるオンライン講義の設計、リア
ルとオンラインのハイブリッド講義の実践など）を実施
し、ウィズコロナ下の講義運営の在り方について考える
機会を持った。 

・ 看護学部では、学部学生に対して授業評価アンケート
を実施、学内に意見箱を設置して学生の意見や評価を収
集して、学生にフィードバックを行った。また、教員相
互の授業参観・意見交換を行い、教育内容や教育方法の
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
改善を推進した。 

・ 看護学研究科では、博士前期課程の学生から教育・研
究に関する意見・評価を受ける機会を設け、出されたも
のに対してフィードバックを行った。また、博士後期課
程の目標達成度評価表を作成し、博士前期課程・後期課
程共に学生による自己評価と指導教員による他者評価
を実施した。部局の内部質保証委員会を開催し、自己点
検・評価を行った。 

・ 食品栄養科学部では、オンライン開催も含めた高校訪
問を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響のため
ホームカミングデイの実施を取りやめた代わりに、メー
リングリストや同窓会ホームページの電子掲示板など
を活用して OBからの教育に対する意見収集を行った。 
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中 

期 

目 

標 

社会人や留学生等を含む多様な学生が十分な自主的学習を行い、健康で充実した学生生活を送ることができるよう、学習環境や生活支援体制の充実を図る。 

全ての学生が希望する進路へ進むことができるようにするため、県内産業界と連携した取組をはじめ、学生の就職・進学等のキャリア形成を支援する。 

卒業生とのネットワークを維持・発展させ、卒業生と連携した在学生支援を推進する。 

学生の豊かな人間性と社会性を育むため、学生の自主的な社会活動を奨励し、支援する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 学生の意見を定期的に聴き、学習
環境や生活支援体制の充実を図る。 

 民間企業や各種財団へ支援を依頼
するなど奨学金の確保を円滑に進
める。  

  学生の自主的な社会活動を奨励
するため、クラブ・サークル、委員
会、ゼミ等の活動を支援する。 

（No.37） 

・ 随時、学生の学修に関する相談や意見を聴き、
クラブ・サークルの学生や留学生との意見交換
会をオンライン等で定期的に開催して学生の
ニーズを把握するとともに、学生の交流にも考
慮した学習環境の改善に取り組む。 

・ 学生への奨学金制度の案内の充実を図るとと
もに、学部・研究科への通知や奨学金の案内を
学生が情報を得やすいよう周知し、募集要項や
応募書類を学内システムを利用して送付する
ことにより積極的に奨学金への応募を促す。ま
た、各種財団や企業等へ訪問するなど、奨学金
確保に向けて取り組む。 

・ 特定基金を利用した学生支援を実施する。 
・ 学生の意見・提案を収集する窓口の一つとし
て目安箱を継続設置し、必要に応じて学生の修
学環境の整備・改善を行う。（短期大学部） 

（No.37） 

・ 意見聴取の方法を工夫し、登校できない学生も含め随
時意見聴取ができるように入力フォームをパソコン上
に設け、学生の学修に関する相談や意見を聴くととも
に、担当を置き、クラブ・サークルの学生や留学生のニ
ーズを把握した。 

・ 女子トイレの個室にスマートフォンを用いた生理用
品提供システムである「オイテル」を設置した。 

・新型コロナウイルス感染症対策に対応したキャンパス
の環境整備（感染症対策、机椅子の更新、キッチンカー
の導入）を行った。 

・ 大学独自の奨学金給付を緊急に行い、経済的困窮への
対策を取った。国の奨学金制度を積極的に通知した。学
生への奨学金制度の案内を複数回学生ポータルサイト
で呼び掛けるとともに、案内を学生の目に留まるように
配架した。 

・ 内西いよ子基金による薬学系大学院生への給付型奨
学金制度により、生活及び学習環境の支援を行い令和３
年度は新規奨学生として３人を採択した。また、e-
learning システムによるオンライン自己学習を令和２
年度に引き続き実施した。 

・ 令和２年度に募集した新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う緊急寄附金を活用し、ボランティアセンター活
動への支援を引き続き行った。学生ボランティアセンタ
ーが取り組むコロナ禍で困窮している学生に対して継
続的に生活支援物資を供給する「たべものカフェ」への
活動支援を行った。 

S  

・ 学生にアンケートを実施し、生
理に関する様々な負担軽減対策
として、草薙・小鹿両キャンパス
の女子トイレの個室に、スマー
トフォンを用いて生理用品を無
料で提供するシステムである
「オイテル」を設置した。国公立
大学としては初の導入となり、
全国的にも注目された。 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育 

(4) 学生への支援 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 学生相談、健康指導および障害学
生支援を充実させ、学生の身体的か
つ精神的な健康の増進、疾病予防を
支援する。 

（No.38） 

・ 学生の心身の健康状態について、健康支援セ
ンターや他部局と守秘義務を遵守した情報共
有を適時実施し、学生個々の到達目標に合わせ
た健康支援を行う。 

・ 障害や慢性疾患のために修学に際して特別な
配慮を希望する学生の相談に応じ、各学部・各
部局と連携して必要な支援や合理的配慮の提
供をコーディネートする。 

・ 学生の心身の健康保持・増進に関するニーズ
に沿った健康支援のほか、健康講座や障害学生
支援の理解を深めるための講演会を学内部局
と連携を取りながら開催する。  

・ 学生の傷病の応急処置・メンタルヘルスへの
対応や感染予防対策を行う。また、ウィズコロ
ナの学生生活における衛生指導、健康増進等に
取り組む。 

・ 学生の健康診断に対応し、要再検査・要受診
者に対して生活指導・受診勧奨を行う。 

（No.38） 
 

・ 身体・精神に問題を抱える学生に対し、学生との面談
や保護者、担当教員、学生室、健康支援センター各室と
情報共有を行い、守秘義務を遵守し連携を取りながら支
援を進めた。 

・ 障害や慢性疾患のために修学に際して特別な配慮を
希望する学生に対し、所属学部、学内各部署と連携し、
必要な支援や合理的配慮の提供をコーディネートした。 

・ 全学共通科目で「心理カウンセラーについて」、「アル
コールと喫煙の健康への影響について」(いずれも 11月
実施)についての講義を担当した。 

・ 本来のキャンパスライフができない状況が続く中で
「健康だより」(計 21号)、「相談室だより」(計 5号)を
発行し、メール・SNSでの配信、プラズマディスプレイ
等での掲示、ホームページ、構内放送などで注意喚起を
適宜行い、心身の健康保持・増進につながる情報発信を
した。 

・ 学生室と協力し「小鹿便り」を発行し、健康に関する
ことや感染予防や新型コロナウイルス感染症に関する
情報を発信した。（短期大学部） 

・ 新型コロナウイルス感染症の職域ワクチン接種を実
施し、大学として学生や教職員等を対象としたワクチン
接種の機会を提供した。 

・ 体調不良後の登校にあたり、「健康チェック」を実施
した。（短期大学部） 

・ 感染防止対策の一つとして、食堂に「エチケットセッ
ト」（吐しゃ物の処理セット）を設置し、周知した。 

・ 学生の定期健康診断結果において、令和３年度は新型
コロナ感染対策により、個別での保健指導対象を要再検
査・要受診判定者の 204人に、再検査（BMI・血圧・検
尿）と生活指導・受診勧奨を行った。 

・ 健康増進コーナーの拡大を図ると共に、職員もくつろ
げる「休憩コーナー」を設置した。（短期大学部） 

 

S  

・ 学生及び教職員の新型コロナ
ウイルスへの感染を防止し、大
学運営の通常化を図るため、学
内の医師や看護師、薬剤師など
全学教職員の協力を得て、８月
末から 10月初旬にかけて、新型
コロナウイルスワクチンの２回
の職域接種を 1,600人余の学生、
教職員に対して実施した。 

 
・ 学生の心身の健康保持・増進に
つながる情報発信のため、「健康
だより」(計 21号)、「相談室だよ
り」(計５号)を発行し、メール・
SNSでの配信、プラズマディスプ
レイ等での掲示、ホームページ、
構内放送などで注意喚起を行っ
た。 

 
・ 短期大学部では、学生室と協力
し「小鹿便り」を発行し、健康に
関することや感染予防、新型コ
ロナウイルス感染症に関する情
報を発信した。 

【再掲】 
・ 図書館資料の全学的な視点から
の計画的な整備や、学修支援のため
の館内環境づくりを進める。 

（No.32） 

【再掲】 
・ 全学的な視点からの図書、学術雑誌、電子情
報等の学術情報資料の受入れと学修支援のた
めの館内環境整備を進める。 

・ 座席数、開館時間、空調運転等、学生の学習
に配慮した図書館利用環境を整備する。 

・ FD委員会のほか、全学的に関心の高いテーマ
に関連した資料を積極的に受け入れ、展示を行
う。（短期大学部） 

（No.32） 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 留学生の学生生活に対する支援
の充実を図るため、留学生ガイダン
スやカンバセーションパートナー
制度、留学生同士の交流を推進す
る。 

（No.39） 

・ 留学生ガイダンス、カンバセーションパート
ナー制度、留学生交流会を実施するとともに、
地域や他の機関との連携を図り、その内容を留
学生に周知する。また、留学生と日本人学生が
対話できる空間時間を作り、留学生支援を充実
させる。さらに、卒業後の留学生ネットワーク
の構築を図るために、留学生用の Facebook を
活用する 。 

（No.39） 

・ 留学生ガイダンス、カンバセーションンパートナー制
度、留学生交流会を実施し、留学生の学生生活を支援し
た。 

・ 学生ホール２階の国際交流談話室を改装し、IFC（国
際学友会）の学生が週に２回程度常駐し、交流できる体
制を整えた。また、イスラム教を信仰する学生の要望に
よりお祈りの場を設置した。 

・ 卒業後の留学生ネットワークの構築を図るために、留
学生用の Facebookを活用することとしたが、中国では
Facebook を見れず、多くの学生が利用できないため、
卒業生のメーリングリストを作成した。 

 

A  

 

・ 社会情勢にあわせ適切なキャリ
ア･就職支援を低学年から行うとと
もに、就職活動に関する情報の収
集・学生への提供等に取り組む。 

  OB・OG との連携体制を整え、キ
ャリア・就職支援に活用する。 

  学生支援に資するための県内産
業界と連携した取組を行う。 

  就職希望者の就職率 100%を目指
したキャリア支援を行う。 

〈数値目標〉 
就職率（全就職希望者数比） 
 大学、大学院全体 100% 

（No.40） 

・ 就活スケジュールの変動に対応できるよう、
低学年から参加できるキャリア・就活講座の充
実を図るとともに、観光マネジメント分野の進
路先調査等、就職活動に関する情報の収集・提
供を行う。 

・ 卒業生との連携体制を整えるため、OB・OGと
の協力の機会を増やす。 

・ 産業界（企業）と連携して、各業界について
勉強する機会を学生に提供する。 

・ 優良な県内企業を紹介する説明会を企画し、
学生に県内企業の魅力を伝える取組を行う。 

・ 地（知）の拠点として、地域志向研究プロジ
ェクトに学生を主体的に参画させる取組を推
進し、県内企業の魅力と課題分析の視点を醸成
する。 

・ 健康食イノベーション推進事業による人材育
成の一環として、社会人の学び直しと学生のア
クティブ・ラーニングを一体化した教育プログ
ラムを開講する。 

 
〈数値目標〉 

就職率（全就職希望者数比） 
大学、大学院全体 100% 

（No.40） 
 

・ 委託した求人開拓員３人により、観光マネジメント分
野の就職情報収集を関連企業から行い、学生に情報提供
を行った。 

・ 説明会に OB・OGに参加してもらい、在学生に業界、
企業について話をしてもらった。 

・ 産業界（企業）と連携して、各業界について勉強する
機会を学生に提供した。 

・ 県内企業に会社の魅力をオンラインで解説してもら
った。 

・ 地（知）の拠点として、地域志向研究プロジェクトに
学生を主体的に参画させる取組を推進した。（地域志向
研究数：24 件、しずおか中部連携中枢都市圏による採
択件数：２件、藤枝市による採択件数：１件） 

・ 健康食イノベーション推進事業による人材育成の一
環として、社会人の学び直しと学生のアクティブ・ラー
ニングを一体化した教育プログラムを設計し、10 月９
日から２月 12日まで開講した。（「健康と食」、「ＩＴと
データの科学」など６科目。受講生数：延べ 145人） 

・キャリアアドバイザーによる個別相談を対面、オンライ
ンで実施することにより支援を充実させた。 

   
  就職率（全就職希望者数比） 
  大学、大学院全体 98.4% 

A  

 

・ 短期大学部では、外部講師による
就活セミナーの開催等キャリア形
成を支援するための講座を充実さ
せる。また、就活イベントへの参加
により、積極的な情報収集、求人開
拓及び学生への周知を行う。 

 就職希望者の就職率 100%を目指し
たキャリア支援を行う。 

・ キャリア支援センターによる全学科を対象と
したガイダンスやセミナー等を開催する。ま
た、公務員受験希望者に対し、外部講師を招き
公務員講座を開催する。（短期大学部） 

・ 各チューター教員や外部講師と連携を図り、
就職活動への支援を充実させる。また、WEB 面
談への対応の充実化や進路に関するガイダン
ス動画を作成する。（短期大学部） 

・ キャリア支援センターによる学内ガイダンス（講座等
を含む）をオンラインで年間 17回開催した。また、公
務員受験希望者に対し、本学卒業生との座談会を含んだ
公務員講座を開催した。また、卒業生に対しても、求人
情報の提供をする等の支援を行った。 

・ 未内定者に対し、個別に状況確認及びキャリア支援委
員への情報共有を行った。また、１月から相談員を増員
し、学生の進路相談に向けての支援を充実させた。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
〈数値目標〉 
就職率（全就職希望者数比） 
 短期大学部 100% 

（No.41） 

 
〈数値目標〉 

就職率（全就職希望者数比） 
短期大学部 100% 

（No.41） 

 
  就職率（全就職希望者数比） 
  短期大学部 99.1％ 
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中 

期 

目 

標 

ア 研究の方向性 

独創性豊かで国際的に評価される高い学術性を備えた研究活動を重点的かつ分野横断的に推進する。 

また、社会を支える知の拠点として、地域社会の課題解決をはじめ、地域産業の高度化、さらには新産業の創出等に資する研究に積極的に取り組む。 

イ 研究成果の活用・発信 

研究成果は、知的財産としての活用を含め、地域社会への還元を促進するとともに、国内外に積極的に情報発信する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

ア 研究の方向性 

(ｱ) 静岡県立大学 
［薬学部・薬学研究院］ 
・ 疾病の病因・治療・予防に関わる
生命薬学、分子薬学、及び臨床薬学
研究、並びに創薬・育薬に繋がる生
命科学・物質科学研究を推進する。 

（No.42） 

［薬学部・薬学研究院］ 
・ 生活習慣病・がん・感染症など重要性の高い
疾病の病因・治療・予防及び診断に関する研究、
並びに創薬及び育薬につながる研究を推進し、
その研究成果を査読のある国際学術誌や国内
外の学会で発表する。 

（No.42） 

・ 生活習慣病・がん・感染症など重要性の高い疾病の病
因・治療・予防に関する研究を推進し、その研究成果を
国内外に発信した。研究成果が権威ある国際的な学術誌
（ Nature Medicine, Nature, Nature Genetics, 
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 
Journal of the American Chemical Society 等）に掲
載された。 

S  

・ 研究成果が最高水準の国際学
術誌に掲載され、年度計画を上
回る研究成果を挙げた。 
Nature Medicineはジャーナルサ
イテーションレポート（JCR）の
インパクトファクター（IF）が
53.440、 
Natureは IFが 49.962、Nature 
GeneticsIFが 38.330、Journal 
of the American Chemical 
SocietyIFが 14.612、Journal 
of Allergy and Clinical 
Immunologyは IF）が 10.793で
あり、何れも最高水準の国際的
学術誌である。 

［食品栄養科学部、食品栄養環境科学
研究院］ 

・ 食品・栄養及び環境の科学分野を
基盤とし、人々が健康に暮らせる持
続可能な社会の実現に貢献する研
究を実施する。 

（No.43） 
 

［食品栄養科学部、食品栄養環境科学研究院］ 
・ 令和２年度に引き続き、「食品の安全性及び機
能性」に関する研究、「食と健康」及び「環境と
健康」に関する分子からヒト個体及び集団のレ
ベルまでの研究を推進する。 

（No.43） 

・ 栄養素・食品成分及び環境要因が個体の健康・栄養状
態に及ぼす影響について、分子・遺伝子レベルでの研究
を推進し、その研究成果を国内外の学会で発表した。研
究成果は各分野における著名な国際学術誌に掲載され
た。 

・ 研究成果の発表や学会活動に対して、学生や教員に奨
励賞や優秀賞が十数件与えられた（日本栄養・食糧学会、
日本食品科学工学会大会、環境化学討論会優秀発表賞な
ど）。 

A  

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 研究 

(1) 研究の方向性及び成果の活用 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
［国際関係学部、国際関係学研究科］  
・ アジア及び欧米地域を中心とし
た国際関係の研究を推進する。 

  多文化共生を視野に入れた社会・
文化・言語を中心とした研究を推進
する。 

（No.44） 

［国際関係学部、国際関係学研究科］ 
・ 引き続き、現代韓国朝鮮研究センターと広域

ヨーロッパ研究センターを中心とした国際関
係の研究及びグローバル・スタディーズ研究セ
ンターを中心とした多文化共生を視野に入れ
た社会・文化・言語を中心とした研究の毎年度
計画の提案、実施、検証を行う。 

（No.44） 

・ 引き続き、アジア及び欧米を中心とした国際関係の研
究・教育活動を行った。多文化共生を視野に入れ、各国
の社会・文化・言語の研究を進め、日本国内における多
文化共生の推進に向けた学際的な研究を進めた（令和３
年４～12 月・外国人学校で学ぶ子どもたちの日本語教
育支援、令和３年 11月 22日・法廷通訳と異文化コミュ
ニケーション講演会、令和４年２月・司法通訳の就労実
態調査等）。 

・ 現代韓国朝鮮研究センターと広域ヨーロッパ研究セ
ンターを中心とした国際関係の研究及びグローバル・ス
タディーズ研究センターを中心とした多文化共生を視
野に入れた社会・文化・言語を中心とした研究を実施し
た。 

・ 令和３年度は、特に国際関係学研究科 30周年記念イ
ベントを、研究科運営委員会の承認のもとに実施し、海
外からの研究者招聘８件、現代韓国朝鮮研究センター２
件、広域ヨーロッパ研究センター６件、グローバル・ス
タディーズ研究センター３件の総計 14件の記念イベン
トを実施した。 

A  

 

［経営情報学部、経営情報イノベーシ
ョン研究科］ 
・ ビジネス・公共・社会においてイ
ノベーションを促進するための、経
営・政策・情報・観光及びそれらを
融合した領域における研究を推進す
る。 

（No.45） 

［経営情報学部、経営情報イノベーション研究
科］ 
・ 経営、公共政策、情報、観光４分野において、
文理融合や学際的な研究を活かした高度な知
見、成果を、４センターの活動や社会人講座等
の機会を捉え目に見える形で地域に還元して
いく。 

・ ツーリズム研究センターでは、賀茂地域を含
む県東部・伊豆地域に活動を展開する。 

（No.45） 

・ 経営情報イノベーション研究科では４分野の研究の
成果を各センターの活動や社会人学習講座の形で地域
に還元した。社会人学習講座は令和２年度の 25講座を
上回る 27講座を開講した。 

・ ツーリズム研究センターでは、静岡大学、静岡文化芸
術大学と賀茂地域１市５町の相互連携に関する包括連
携協定に基づき、賀茂地域広域連携会議や賀茂キャンパ
ス広域連携会議において、各地域の課題やその解決に向
けた取組に関し定期的に意見交換したほか、賀茂地域社
会人講座を毎月実施し、内容が地域の新聞・テレビで取
り上げられるなど、積極的な活動を展開した。 

・ 令和３年度は、新たに静岡県教育委員会と連携して中
学生を対象とした「未来を切り拓く Dream 授業・賀茂
版」を開催し、事後アンケートでも高い満足度となった。
そのほか、下田高校での「高校生のための観光講座」の
開講や、同校生徒と下田市、観光協会等との意見交換会
の実施、本学と静岡大学、静岡文化芸術大学が共同で、
賀茂地域観光の魅力を若年層向けに伝える「賀茂の若
旅」を企画、オンラインツアーとして発信した。 

・賀茂地域以外においても、静岡県と共同で JR東静岡駅
南口の県有地の再開発計画の検討を開始し、実証実験や
アンケート活動を実施したほか、熱海市における土石流
被害への支援活動として、熱海商工会議所、観光協会と
連携し、観光客の減少により売り上げ不振を余儀なくさ
れた土産品製造・小売事業主を支援するため、学生有志
が「あたみやげおつかいし隊」を結成し、県民向けに土

S  

・賀茂地域における社会人講座は、
毎回常連参加者を中心に 15名程
度の参加実績となっているほ
か、地域新聞やケーブルテレビ
でその模様が放映されるなど地
域に根付いた取組となってい
る。 

・中学生・高校生向けの講座では、
教育委員会が実施した事後アン
ケートでも高い満足度となった
ほか、賀茂地域の教育関係者か
らも継続開催の要望がある。中
高生を対象とした取組の推進に
より、賀茂地域からの本学経営
情報学部の志願者が増加するな
ど、本学での学びに関心を持つ
生徒が増えており、志願者の間
口が広がりや教育関係者におけ
るに本学に対する認識の深まり
に寄与している。 

・ 賀茂地域以外においても、行政
や企業と連携し地域課題解決や
観光を通じた地域振興に向けた
活動を積極的に推進した。 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
産品を通信販売する事業を実施し、収益金を熱海市へ寄
付した。さらに、県内市町等から要請のあった地域課題
解決や観光を通じた地域振興策について、学生を交えて
共同研究や検討に取り組み、県内の様々な地域を対象と
した活動を推進した。 

［看護学部、看護学研究科］ 
・ 地域で生活する人々を対象とし、
健康寿命延伸のための看護の役割・
機能並びに活動範囲の拡充に関す
る研究を推進する。 

（No.46） 

［看護学部、看護学研究科］ 
・ 令和３年度より「特定行為に係る看護師の研
修制度」を開始し、看護職者のリカレント教育
に取り組むとともに、地域の看護実践家との研
究活動の進め方について検討する。 

（No.46） 

・ 地域リカレント教育推進の一環として、令和３年４月
より看護師特定行為研修を開始、第１期生１人が入講
し、６か月間の基礎科目の学習後、10 月から研修協力
病院で臨地実習を行い、１月に当該研修を修了した。９
月には第２期生の入構試験を実施し２人が合格、入構し
た。 

・ 地域貢献事業として、「ふじのくに」みらい共育セン
ター共催で「静岡県立大学から発信する女性のための健
康講座～ミドル＆シニア世代のこころと身体を支える
～」というテーマの３講座を企画・実施した。 

・ 令和４年度より、リカレント教育事業として「看護研
究」の基礎セミナーと統計セミナー、地域貢献事業とし
て「健康長寿支援」の地域在住高齢者のフレイル予防講
座を開始するために、企画の検討を進めた。 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
［学際的研究、グローバル地域センタ
ー］ 
・ 静岡県の豊かな文化と食材に立
脚し、超高齢社会に対応した健康長
寿に資する学際的研究を推進する。
アジア地域の社会・文化に関する調
査研究及び静岡県における喫緊の
課題である危機管理体制の整備に
関する調査研究を行う。 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・
社会）」に関する調査研究及び「危
機管理」に関する調査研究及び「地
震予知」に関する調査研究を行う。 

（No.47） 

［学際的研究、グローバル地域センター］ 
・ より充実した「茶学」の教育を実施するため、
茶を淹れるなど実践的な内容を盛り込む。 
・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門
において、令和２年度までの調査研究成果を踏
まえ、寧波大学との学術交流、国際セミナー、フ
ォーラムの開催等に取り組む。 
・ 「危機管理」部門及び「地震予知」部門では、
調査・研究を継続し、成果等の情報発信、広報（公
開講座の開催等）に取り組む。 
・ 地域産業の発展や新産業創出に貢献するた
め、ふじのくに発イノベーション推進機構を中
核とし、大学組織として、静岡県や地域産業と連
携しながら健康食イノベーション推進事業等の
学際的研究事業に取り組む。（産学官連携推進本
部） 

  （No.47） 
 

・ 「茶学」の教育については、令和２年度と同様に対面
方式での講義ができなくなり、オンラインにより受講人
数を制限した上で自宅内に茶器などを準備させて淹れ
方などの実践的教育を行った。また、静岡茶の世界を考
える懇話会をハイブリッド形式により、４回開催した。
（食品栄養科学部） 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門におい
て、７月及び令和４年３月に「アジアの福祉現場におけ
る『中間的領域／組織』の探求」に関する公開セミナー、
12 月に「世界からみた静岡県の人口と社会」に関する
公開セミナーをオンラインで開催した。また、11 月に
「グローバルサプライチェーン研究」に関する研究報告
会を開催するとともに研究報告書を発行した。 

・ 本学と寧波大学（中国）との合同授業を 11月に行い、
学術交流を進めた。 

・ 「危機管理」部門では、県からの受託研究で作成した
「危機管理要員教育訓練」教範に基づく研修は、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により延期としたが、県の
新型コロナウイルス感染症対策やコロナ禍での訓練に
ついての提言を行った。 

・ 「地震予知」部門では、地震予知に関する調査・研究
に取り組むとともに、研究成果の情報発信を行うため、
２月に県大 SDGｓイニシアティブ推進委員会と連携し
た国際シンポジウム「防災×環境×SDGｓ」をオンライ
ンで開催した。 

・ ふじのくに発イノベーション推進機構を中核として、
組織として静岡県や地域産業との連携を深め、学際的な
研究事業に取り組み、健康食イノベーション推進事業
（約６千万円）を獲得・推進した。機能性開発プラット
フォームの強化、データヘルス・リビングラボの構築、
及び専門人材の育成を実施した。具体的な取組として、
令和２年度に公開した機能性食品に係るデータベース
の充実や、人材育成の一環として、社会人の学び直しと
学生のアクティブ・ラーニングを一体化した教育プログ
ラムを設計し、10月９日から２月 12日まで開講した。
（「健康と食」、「ＩＴとデータの科学」など６科目。受
講生数：延べ 145人） 

・ バンドン工科大学(インドネシア)と、第２回静岡バン
ドン薬食カンファレンスをオンラインにて開催した（12
月８日開催）。（薬学部、薬学研究院） 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 

・ 人々の生活の質の向上に寄与す
るため各学科が持つ研究資源を生
かして、保健・医療・福祉及び幼児
教育に関する研究を推進する。 

（No.48） 
 
 

・ 令和２年度に引き続き、静岡県歯科医師会と
の研究について、データ分析を進め、成果報告
を行う。さらに、次の段階の研究を開始する。
（歯科衛生学科） 

・ 人々の生活の質の向上に向け、地域で起きて
いる様々な問題について、保健・医療、福祉の
連携の下、その支援の内容や方法を検討する。
（社会福祉学科） 

・ 引き続き、各教員の専門性を生かした研究を
進め、保育・幼児教育分野における生活の質の
向上へ貢献するとともに、幼児教育に関する共
同研究を推進する。（こども学科） 

（No.48） 

・ 静岡県における地域在住後期高齢者の口腔保健推進
に寄与する静岡県歯科医師会との研究について、成果報
告書を提出した。また、後期高齢期における口腔機能低
下について検討することを計画した。（歯科衛生学科） 

・ 静岡済生会看護専門学校との合同講義を実施し、事例
を通して他職種の役割・機能を知り、多職種連携の必要
性について検討した。（社会福祉学科） 

・ 各教員の専門性を生かした研究を進め、保育・幼児教
育分野における生活の質の向上へ貢献するとともに、学
科教員で協力し幼児教育に関する共同研究を推進した。
（こども学科） 

A  

 

イ 研究成果の活用・発信 

・ 積極的な知的財産の創出・活用に
努めるとともに、知財教育を推進す
る 

（No.49） 

・ 知的財産権の保護と活用を適切に進めるた
め、発明委員会を原則毎月開催する。 
・ 学生及び教職員を対象とした知財教育講座を
開催する。 

（No.49） 
 
 
 
 

・ 知的財産権の保護と活用を適切に進めるため、発明委
員会を概ね毎月開催した。（開催件数：７回。4/22、5/27、
7/29、8/26、9/30、10/28、11/25） 

・ 学生及び教職員を対象とした知財教育講座を開催し
た。（全７回。開催時期：６/４～７/30） A  

 

・ 地域における中核的な学術研究
推進拠点として研究成果を国内外
に発信するとともに、シーズ集の発
行や各種技術展への参加等を通じ
て、研究シーズを積極的に情報発信
する。 

  教員著作図書の収集や機関リポ
ジトリの整備等による本学の研究
成果の蓄積と発信を進める。 

  静岡健康・長寿学術フォーラムを
開催し、研究成果や学術情報の蓄
積、地域社会への還元を行うととも
に、国内外に積極的に情報発信す
る。 

  本学の研究成果や学術情報を公
開するため、公開講座や US フォー

・ 地域における中核的な学術研究推進拠点とし
て、各種技術展への参加等を通じて研究成果を
国内外に発信する。 
・ シーズ集を発行し、企業や関係機関に配布す
ることで、研究シーズを積極的に情報発信する。 
・ ふじのくに発イノベーション推進機構とし
て、健康食イノベーション推進事業の一環とし
て構築した学術情報基盤を通じ、研究シーズ探
索のための情報を発信する。 
・ 教員著作図書の収集や機関リポジトリの整備
等により、本学の研究成果の蓄積と発信を進め
る。 
・ 第 26 回静岡健康・長寿学術フォーラムを開
催し、健康・長寿に関する研究成果や学術情報の
蓄積、地域社会への還元、情報発信を行う。 
・ 公開講座や US フォーラムにより、本学の研

・ 地域における中核的な学術研究推進拠点として、新技
術説明会への参加等を通じて研究成果を発信した。〔イ
ノベーション・ジャパン 2021：８/23～９/17（オンライ
ン実施）、ライフイノベーション新技術説明会 2021：
10/26（オンライン）〕 

・ 研究シーズを積極的に情報発信するため、シーズ集を
発行した。 

・ ふじのくに発イノベーション推進機構として、健康食
イノベーション推進事業（約６千万円）を獲得し、昨年
度公開した機能性食品に係るデータベースの充実を進
めた。 

・ 草薙図書館では教員著作図書の情報収集を行い積極
的に受け入れた。また、「科学研究費助成事業データベ
ース」（KAKEN）で公開されている研究成果報告書のメタ
データを本学の機関リポジトリに登録し、KAKEN報告書
ページへのリンクを貼る運用を開始した 

A  
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
ラムを開催する。 

 
〈数値目標〉 
機関リポジトリ論文登録件数 
 200件以上（2019～2024年度累計） 

 
（No.50） 

究成果や学術情報を公開する。 
。 

（No.50） 
 

・ 教員著作図書について、全ての教員に連絡し収集に努
めた。また、紀要論文や科研費報告書等の研究成果物に
ついて機関リポジトリに登録できるよう教員に説明し、
登録を始めた。（短期大学部）  

・ 第 26 回静岡健康・長寿学術フォーラムを開催し、健
康・長寿に関する研究成果や学術情報の蓄積、地域社会
への還元、情報発信を行った。 

・ 公開講座を、本学ウェブサイトへの掲載、ポスター掲
示、リーフレットの配布、県や市町等の広報紙への掲載
等を通じて、広く県民に周知した。結果として、県大主
催の公開講座（オンデマンド）、富士市との連携事業で
ある富士市民大学前期ミニカレッジ（対面、オンライ
ン）、静岡市内５大学との連携事業である市民大学リレ
ー講座（ハイブリッド）を実施し、延べ 4,705人の参加
があった。（オンデマンド分はユニークユーザー数）f 

・ ＵＳフォーラムは、新型コロナウイルス感染防止のた
め会場開催を見合わせたが、研究要旨集を研究機関等に
配布し、本学の研究成果や学術情報を公開した。 
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中 

期 

目 

標 

重点的な研究課題の推進に向け、研究組織の弾力化を図るとともに、外部資金を活用しながら、国内外の大学や研究機関をはじめとする産学民官と連携した

研究を積極的に推進する。 

また、必要な研究環境の整備を推進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 研究水準の向上を図るため、外部
評価における研究（研究環境）に関す
る提言、学内での研究成果発表等を通
じた相互評価、教員活動評価制度等を
活用した研究活動の検証、改善を行
う。 
 外部資金（科学研究費補助金、受託
研究費・共同研究費等（おおぞら基金
を除く。））は、過去の年度実績平均を
超える金額及び件数の獲得を目指す。 
 
〈数値目標〉 
外部資金 
・獲得金額 
第１期及び第２期計画期間の年度平
均を超える金額の維持 
・獲得件数 
 第１期及び第２期計画期間の年度
平均を超える件数の維持 

 
（No.51） 
 
 
 

・ 大学質保証委員会において、教育研究組織や
教育研究等環境について、大学基準協会の点検・
評価項目に対する取組状況を把握し、改善・向上
にむけた取組を推進する。 
・ US フォーラムにおける発表を通じて研究水
準の向上を図る。 
・ 各教員から教員活動実績報告書の提出を受
け、前年度の教育研究活動の状況を確認すると
ともに、教員活動評価学長表彰を行うことによ
り、教員の士気向上を図る。 
・ 科学研究費補助金を獲得するための申請方法
の説明会を実施する。 
・ 産学官連携活動をより一層推進するため、ふ
じのくに発イノベーション推進機構の体制を整
備し、大学組織として、静岡県や地域産業との連
携を深め、健康食イノベーション推進事業等の
学際的研究事業に取り組む。 
 
〈数値目標〉 
外部資金 
・獲得金額 
 第１期及び第２期計画期間の年度平均
（885,433千円）を超える金額の維持 
・獲得件数 
 第１期及び第２期計画期間の年度平均（353件）
を超える件数の維持 

・ ５月、11 月及び２月に大学質保証委員会を開催し、
大学基準協会の大学基準への各部局の対応状況を確認
した。 

・ＵＳフォーラムは、新型コロナウイルス感染防止のため
会場開催を見合わせたが、研究要旨集を作成の上、研究
機関等に配布し、本学の研究成果や学術情報を公開する
など、研究水準の向上を図った。 

・ 通算８回目となる教員評価学長表彰を行い、教員の士
気向上に役立てた。 

・ 大学運営会議（７/８）において、科学研究費助成金
の募集と説明会開催について案内した上、科学研究費助
成金を獲得するための申請方法等の説明会を実施した。
（８/11草薙キャンパス、８/10小鹿キャンパス。併せ
てウェブ配信も実施） 

・ 地域・産学連携推進室と連携して、令和４年度科学研
究費補助金を獲得するため、草薙キャンパス（８月 11
日）、小鹿キャンパス（８月 10日）及びオンデマンドで
公募要領等説明会を実施した。（短期大学部） 

・ ふじのくに発イノベーション推進機構を中核として、
静岡県や地域産業との連携を深め、学際的な研究事業に
取り組み、健康食イノベーション推進事業（約６千万円）
を獲得した。 

 
採択金額（1,099,229千円）、採択件数（394件） 
 

S 

 
・ 科学研究費補助金、受託研究
費・共同研究費などの外部資金
（おおぞら基金を除く。）につい
ては、採択金額（1,099,229 千
円）、採択件数（394件）ともに、
第１期及び第２期計画期間の年
度平均（885,433千円、353件）
を上回った。特に、金額について
は８年連続して、前年度実績を
上回った。また、科学研究費補助
金については、若手研究者の採
択率（71.0％）が、令和２年度に
引き続き全国平均（40.2％）を大
きく上回った。 
＜外部資金実績＞ 
H25   721,103千円（346件） 
H26   779,654千円（371件） 
H27   831,853千円（377件） 
H28   871,945千円（382件） 
H29   880,905千円（401件） 
H30   891,784千円（373件） 
 R1   946,598千円（409件） 
R2 1,022,480千円（392件） 
R3 1,099,229千円（394件） 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 研究 

(2) 研究の実施体制等 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
※ ( )部分：事務局で加筆 

（No.51） 

・ 重点的な課題解決に向けて外部
資金を活用し、国内外の大学や研究
機関、民間企業等との共同研究や受
託研究を積極的に推進する。 
 静岡健康・長寿学術フォーラムを開
催し、国内外の研究者とのネットワ
ーク形成を推進する。 

（No.52） 

・ 各種公募に関する情報の学内への提供や企業
や関係機関へのシーズ集配布を通じた研究シー
ズの情報発信などに取り組む。 
・ 静岡県のフーズヘルスケア・オープンイノベ
ーションプロジェクト、マリンオープンイノベ
ーションプロジェクト等の中核連携機関とし
て、産業界等とともに構成したプラットフォー
ムを活用し、産学連携による社会貢献や研究公
募等を積極的に行う。  
・ 第 26 回静岡健康・長寿学術フォーラムを開
催し、国内外の研究者とのネットワーク形成を
推進する。 

（NO.52） 
 

・ 各種公募に関する情報の学内への提供頻度を増やし
たほか、関係機関へのシーズ集配布を通じた研究シーズ
の情報発信などに取り組んだ。 
・ 各種公募に関する情報の学内への提供を行った。（短
期大学部） 
・ 静岡県が進めるファルマバレープロジェクトの推進
のため、ファルマバレーセンターと薬学部・食品栄養科
学部の教員との意見交換会を企画した。（12/９，12/15、
12/17、12/23に開催） 
・ 静岡県が進めるフーズヘルスケア・オープンイノベー
ションプログラムの中核連携機関として、化粧品コンソ
ーシアムに係る研究を静岡県工業研究所から受託（約 11
百万円）した。 
・ 11月 26日、27日に第 26回静岡健康・長寿学術フォ
ーラムを開催し、国内外研究者とのネットワーク形成を
推進した。 
 

A 

 
 

・ 本学の高度な研究水準を維持す
るため、研究機器の計画的な購入を
進める。 

（No.53） 

・ 先進的な研究を進めるために必要な機器の整
備を図る。。 

（No.53） 

・ 県からの補助金等により、教育研究機器整備計画に基
づく優先順位に従い、高速質量イメージング用飛行時間
型質量分析システムなど研究機器の更新を進めた。 A 

 
 

【再掲】 
・ 図書館資料の全学的な視点から
の計画的な整備や、学修支援のため
の館内環境づくりを進める。 

（No.32） 

【再掲】 
・ 全学的な視点からの図書、学術雑誌、電子情
報等の学術情報資料の受入れと学修支援のた
めの館内環境整備を進める。 

・ 座席数、開館時間、空調運転等、学生の学習
に配慮した図書館利用環境を整備する。 

・ FD委員会のほか、全学的に関心の高いテーマ
に関連した資料を積極的に受け入れ、展示を行
う。（短期大学部） 

（No.32） 
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中 

期 

目 

標 

大学周辺地域や協定締結市町・機関等との連携を強化、拡充するとともに、地域経済団体等を通じ、広範な企業・団体との協力関係を構築する。 

また、政策形成や各種施策への協力を通じた県との連携をはじめ、ふじのくに地域・大学コンソーシアムへの積極的な参画を通じた県内高等教育機関等との

連携や、県内高校生の学習・進路等支援を通じた高大連携等を推進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 健康長寿社会づくりを牽引する
地域人材の輩出を目指して整備し
た地（知）の拠点の地域連携体制を
活用し、全学的な地域貢献活動を展
開するとともに、関係機関との協力
関係の構築や充実を図る。 

（No.54） 

・ 静岡市地域共生センター「みなくる」や協定
締結市町などの地域の関係機関と連携し、地域
づくり、健康増進イベント、 講演会等を開催す
ることにより、全学的な地域貢献活動を発展的
に継続する。 

（No.54） 

・ ふじのくに「みらい」共育センターの事業の一環とし
て、静岡市地域共生センター「みなくる」において、健
康増進のイベント等を開催した。 

・ 協定締結市町等との連携を強化し、より多くの地域志
向研究に取り組むなど全学的な地域貢献活動を展開し、
関係機関との協力関係を充実させた。（地域志向研究採
択件数：24 件、しずおか中部連携中枢都市圏による採
択件数：２件、藤枝市による採択件数：１件） 

・ 静岡市との共催で健康イベント（健康フェスタ 2021）
を実施した（11月に「みなくる」、2月 19日に静岡伊勢
丹で実施）。また、モバイルファーマシーの広報動画を
薬学部ホームページにて公開した。（薬学部） 

A  

 

・ 地域社会や静岡県、県内市町、公
的機関等及び企業・団体との連携を
強化し、地域振興プロジェクト、地
域防災活動等に積極的に協力する。 

 県内地域と締結する包括連携協定
に基づき、地域と連携して観光分野
などの地域貢献活動を推進する。 

 静岡県の試験研究機関、教育機関、
その他関係機関と連携し、連携大学
院の活動を実施する。 

 本学教員の静岡県の各種審議会、委
員会等への参画や、静岡県における
諸課題の解決に向けた積極的な研
究活動などを通じ、県施策の推進に

・ 静岡市をはじめとする県内自治体や静岡銀行
等の金融機関との連携協定に基づいた活動を推
進する。 
・ SDGs の考え方を積極的に学内外に情報発信
し、地域社会と問題意識を共有するとともに連
携を進める。 
・ 中期計画全体と SDGs の対応関係を点検する
とともに、各部局の SDGs取組方針を定め、令和
４年度の年度計画に反映させる。 
・ 令和２年度に引き続き、ツーリズム研究セン
ターを中心として、賀茂地域における観光業の
調査研究や社会人講座の開催、高校との交流な
どの、地域貢献・人材育成事業を推進する。 
・ 静岡県環境衛生科学研究所や静岡県立総合病

・ 静岡市をはじめとする県内自治体や静岡銀行等の金
融機関との連携協定に基づいた活動を推進した。（４/
１：静岡市から、「生涯活躍のまち静岡 駿河共生地区
共生事業」（753万円）を受託。5/10及び９/27：静岡銀
行地方創生部幹部職員他と産学官連携推進本部長他が
ベンチャー企業支援プログラムに係る意見交換実施。） 

・ 10月 11日に、MaOI機構等が会員として参加している
木原記念横浜生命科学振興財団に係るバイオベンチャ
ーアライアンス（BVA）に加入した。 

・ SDGs イニシアティブ推進委員会が主体となり、地域
社会との連携活動や学内外への情報発信を進めた。 

・ 県教育委員会のオンリーワンハイスクール事業に採
択された静岡東高校及び富士東高校と SDGsに関する連
携協力についての覚書を締結し、両校が行う SDGsに関

S  

・ 高大連携による SDGs教育への
協力を推進し、SDGs と関連付け
た課題に対する高校生の探究的
な学びの深化に寄与した。 
（令和３年度実績）  
３校（県立富士東高校、県立静
岡東高校、県立三島北高校）に
対し、教職員派遣 15人(延べ 28
人)、大学生による訪問指導 21
人(延べ 75人)を行った。 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献 

(1) 地域社会等との連携 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
寄与する。 

 県内 NPO法人等の活動と連携し、地
域住民の健康づくり、地域の子ども
たちの健全育成に貢献する。 

（No.55） 

院等と、協定に基づき研究者の受入れ及び大学
院生の派遣を実施する。 
・ 「ふじのくに防災士養成講座」など、防災に
関する講座を静岡県等と連携して開催する。 
・ 兼業規程の適正な運用の下、静岡県の各種審
議会・委員会等への本学教員の積極的な参画を
支援する。 
・ 公開講座や出前講座などを活用し、地域のつ
ながりや多文化共生等を広めていく。（短期大学
部） 

（No.55） 

する学際的・領域横断的な分野における大学等専門機関
と連携した教育活動に、本学の学生及び教員を派遣し
た。（静岡東高校 10回、富士東高校９回。）文部科学省
指定事業（WWL（world wide learning））の、SDGsに関
する高校生国際会議（於三島北高校）へ本学教員３人を
派遣し、ミニ講義、生徒の発表に対する講評などをした。 

・ SDGsサロンを７回開催し、SDGsに係るテーマについ
て専門分野の異なる教職員等が意見交換を通じて問題
を共有し学際的な検討を行った。 

・ FD 活動の一環として、「SDGs の本質と大学での SDGs
教育」をテーマとして講演を行い、教職員合わせて 102
人が参加した。 

・ 本学の学生へ SDGsに関する認知度アンケートを実施
し、1000 人を超える回答を得た。結果を公式サイトに
て公開した。本学の学生クラブ・サークル等の活動で
SDGsに関係する活動を公式ウェブサイトで発信した。 

・ 国際シンポジウム「環境×防災×SDGs」をグローバル
地域センターと共催した。県内外から 196 人の視聴者
が参加した。高校生をはじめ幅広い世代の参加があり、
アンケート結果からも高い満足度となった。 

・ 中期計画記載の「部局別の重点課題」等を踏まえた各
部局の SDGs取組方針を令和３年３月４日に前倒しで策
定した。この方針を踏まえ、年度計画の各部局の「教育
課程と教育方法」等を策定した。 

・ 賀茂地域においては、同地域との連携協定に基づき、
観光事業者等を対象とした社会人講座、中学生・高校生
を対象としたワークショップの開催、下田高校で「高校
生のための観光講座」の開講、本学学生・下田高校生徒・
下田市役所・観光協会などとの意見交換会の実施、オン
ラインツアー「賀茂の若旅」の企画実施、賀茂地域広域
連携会議への参画などの取組を実施した。 

・ 静岡県環境衛生科学研究所ほか連携協定締結機関と
の間で技術情報交換や大学院生の派遣（２人）を行った。 

・ 静岡県（地震防災センター）と共催で「ふじのくに防
災士養成講座」を開催した。教室等の提供や、運営等の
面で協力した。また、地震防災センターで行われた「第
137回ふじのくに防災学講座（10月 1日）」において、
酒井副学長が講演を行った。 

・ 静岡県の各種審議会・委員会等への本学教員の積極的
な参画を支援し、県施策の推進に寄与した。 

・ 公開講座をオンライン実施したほか、要望に応じ出前
講座を開催した。（短期大学部） 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ まちづくりや学生支援等、必要に
応じて、他大学や行政等との連携を
図る。 

  ふじのくに地域・大学コンソーシ
アムの事業による教育研究等に取
り組むとともに、県内高等教育機関
等と連携を図り、地域社会への発展
に寄与する。 

  高校生の学習意欲の喚起や進路
選択に資するため、高校生を対象と
した公開授業や高校生の大学の授
業への参加、本学教員による出張講
義等を実施し、高等学校との連携を
推進する。 

（No.56） 
 

・ 静岡市文教エリア等の発展に向けた相互連携
協議会を、常葉大学及び静岡英和学院大学とと
もに開催する。 
・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムが実施
する県内高等教育機関等との連携事業に参加
し、学術交流・連携、職員交流等を一層深める。 
・ 高校生の学習意欲喚起や進路選択に資すると
ともに、学生が高校教育から大学教育へ円滑に
移行できるよう本学教員による出張講義などを
実施し、高校との連携を推進する。 
・ 国際関係学部の授業「日本とアジア A」、「日
本とアジア B」への高校生の参加を継続する。 

（No.56） 

・ 静岡市文教エリア等の発展に向けた相互連携協議会
を、常葉大学及び静岡英和学院大学と共に推進した。
（12/15第１回会議開催） 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムの事業である
「ゼミ学生等地域貢献推進事業」に２課題が採択され
た。また、「高大連携出張講座事業」では教員４人が高
校で出張講義を行った。 

・ 高大連携出張講義を実施し、令和３年度は 48校に派
遣した。また令和３年度より遠隔による出張講義も実施
できるよう実施要項を見直し、オンラインによる出張授
業を実施した。 

・ 新たに高校と協定を結び、高校側で実施している県教
育委員会の事業の探究活動を支援した。 

・ 令和２年３月に高校から受入れについて問い合わせ
があり、国際関係学部で検討したが、国際関係学部の授
業が新型コロナウイルス感染症の関係でオンライン授
業となり、高校生の受講を見送った。 

・ 令和３年 12月に静岡西高校より生徒の受け入れと生
徒による口頭発表、それに対する教員の講義の依頼があ
り、国際関係学部の教員２人が対応した。 

A  

 

 

  



53 

 

 

 

 

 

 

中 

期 

目 

標 

県民の学び直し等のニーズに的確に対応した多様な学習機会の提供や、産学民官連携による研究成果の地域への還元を積極的に行うとともに、健康長寿や観

光等の地域課題に係る教育研究を県内各地において展開する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 県民へ学習機会を提供し、学び直
しや生涯教育の一助となるよう、公
開講座の開催、社会人学習講座の内
容充実、講義科目の積極的な公開に
取り組む。 

  地域の児童や生徒の幅広い分野
への知的関心と学習意欲の向上を
喚起するため、模擬授業や研究室開
放等を実施する。 

  短期大学部では、卒業生に対する
資格取得のための講座や HPS 養成
講座等のリカレント教育講座を開
催する。 

 〈数値目標〉 
  公開講座参加者数 
  延べ 1,800人以上の維持（年度） 
  社会人向け学習講座受講者の満
足度（※） 

        80%以上の維持（年度） 
 ※ アンケート調査（５段階評価）

において、満足度を上位２段階の
いずれかに回答した受講者の全
受講者に占める割合 

（№57） 
 

・ 公開講座を本学ウェブサイトへの掲載、ポス
ター掲示、リーフレット等を通じて広く県民に
周知する。 

・ 社会人聴講生の制度を本学ウェブサイト、静
岡県広報誌等を通じて広く県民に周知し、新型
コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、
社会人聴講生の受入れについて検討する。 

・ 令和２年度の社会人学習講座の開講状況の分
析や令和２年度から開始したオンライン講座
の質の向上に取り組むことにより、受講者がよ
り満足でき、地域や社会のリカレント教育のニ
ーズに応えることができる質の高い講座を提
供する。 

・ 図書館ではコロナ禍に配慮した「オープンラ
イブラリー」を試行し、学外者が図書館施設を
学習等に利活用できるような環境を整える。 

・ 観光分野を中心に、県内各地域との包括連携
協定の下で、各市町、民間企業等と円滑なコミ
ュニケーションに努め、「地域が抱える課題」
を正確に把握し、研究活動をもとにソリューシ
ョンを提供し、地域振興に貢献していく。（経
営情報イノベーション研究科） 

・ 薬草園の見学会の開催等により、広く県民に
周知する。 

・ 卒業生に対する資格取得のための講座やリカ
レント教育講座について継続して開催してい

・ 公開講座を本学ウェブサイトへの掲載、ポスター掲
示、リーフレットの配布、県や市町等の広報紙への掲
載等を通じて、広く県民に周知した。県大主催の公開
講座（オンデマンド）、富士市との連携事業である富士
市民大学前期ミニカレッジ（対面、オンライン）、静岡
市内５大学との連携事業である市民大学リレー講座
（ハイブリッド）を実施し、延べ 4,705人の参加があ
った。（オンデマンド分はユニークユーザー数） 

・ 社会人聴講生の制度を本学ウェブサイトに掲載し周
知した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、前年度に引き続き受入れを中止したが、社会人聴
講生制度の案内希望者や過去の出願者等に対しては、
本学のオンライン講座（公開講座、社会人学習講座）
を代わりに紹介した。 

・ 地域経営研究センターにおいて、地域のニーズや社
会状況を反映した、充実した内容の社会人学習講座の
開講の取組を進めた。講座は、外部のガバナンス委員
のチェックや、社会人学習講座委員会での受講生アン
ケート結果の検討・分析などを通じて、質の向上を図
った。コロナ禍への対応として、オンライン講座の開
講も行い、高い評価を得た。経営情報イノベーション
研究科教員を主体とする講座に加え、県や他学部など
の連携講座を展開するなど、27講座を開講した（令和
２年度は 25講座）。また、地域課題の解決を目的に、
静岡県立大学ビジネスセミナーを開催し、参加者から
高い評価と満足度を得た。（経営情報イノベーション研

A 

 
 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献 

(2) 教育研究資源の地域への還元 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
く。（短期大学部） 

・ 社会人専門講座として HPS養成講座を開講す
る。（短期大学部） 

 
 〈数値目標〉 
  公開講座参加者数 
      延べ 1,800人以上の維持（年度） 
  社会人向け学習講座受講者の満足度（※） 
      80%以上の維持（年度） 
 ※ アンケート調査（５段階評価）において、

満足度を上位２段階のいずれかに回答した
受講者の全受講者に占める割合 

（№57） 
 

究科） 
・ 小鹿図書館では 8/16から８/31までの予定でオープ
ンライブラリーの試行に向けて計画的に準備を進めて
きたが、本学の活動指針のレベルが引き上げられたこ
とを受け、やむを得ず中止とした。（短期大学部） 

・ ツーリズム研究センターにおいては、本学と賀茂地域
との連携協定に基づき、センター長が各市町の首長等が
出席する賀茂地域広域連携会議や賀茂キャンパス広域
連携会議に出席し、各地域の課題やその解決に向けた取
り組みに関し定期的に意見交換したほか、各市町の観光
協会や観光事業者等が出席する賀茂地域社会人講座(毎
月開催)においてソリューションの参考となる研究結果
を報告した。また、他の静岡県内複数の市町から要請の
あった地域課題解決に向け学生を交えて共同研究を行
った。 

・ 薬草園案内動画（薬草講座）を作成し、オンデマンド
配信を行った。また、親子見学ツアーを開催した（12月
27日） 

・ 卒業生に対する資格取得のための社会福祉士国家試
験受験対策講座をオンライン講座にて開催した。また、
リカレント教育講座については、動画を作成し、期間限
定で配信した。(短期大学部)  

・ 令和３年度は、HPS養成講座、HPS養成週末講座あわ
せて 19人の受講を決定した。（短期大学部） 

 
公開講座受講者数 延べ 4,705人(令和３年度） 
 
社会人向け学習講座受講者の満足度 96%(令和３年度） 

・ グローバル地域センターでは、地
域社会のシンクタンクとして、調
査・研究の活動成果の社会的還元及
び地域社会が抱える諸問題の解決
に向けた提言活動を行う。 

（№58） 
 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部
門において、令和２年度までの調査研究成果
を踏まえ、寧波大学との学術交流、国際セミ
ナー、フォーラムの開催等に取り組む。 

・ 「危機管理」部門及び「地震予知」部門で
は、調査・研究を継続し、成果等の情報発
信、広報（公開講座の開催等）に取り組む。 

（№58） 
 

・ 「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門におい
て、７月及び令和４年３月に「アジアの福祉現場におけ
る『中間的領域／組織』の探求」に関する公開セミナー、
12 月に「世界からみた静岡県の人口と社会」に関する
公開セミナーをオンラインで開催した。また、11 月に
「グローバルサプライチェーン研究」に関する研究報告
会を開催するとともに研究報告書を発行した。 

・ 本学と寧波大学との合同授業を 11月に行い、学術交
流を進めた。 

・ 「危機管理」部門では、県からの受託研究で作成した
「危機管理要員教育訓練」教範に基づく研修は新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により延期としたが、県の新
型コロナウイルス感染症対策やコロナ禍での訓練につ
いての提言を行った。 

・ 「地震予知」部門では、地震予知に関する調査・研究
に取り組むとともに、２月に県大 SDGｓイニシアティブ
推進委員会と連携した国際シンポジウム「防災×環境×
SDGｓ」をオンラインで開催し、研究成果の情報発信と

A 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
社会還元を行った。(県内外からの視聴者 196人) 

【再掲】 
・ 健康長寿社会づくりを牽引する
地域人材の輩出を目指して整備し
た地（知）の拠点の地域連携体制を
活用し、全学的な地域貢献活動を展
開するとともに、関係機関との協力
関係の構築や充実を図る。 

（№54） 
 

【再掲】 
・ 静岡市地域共生センター「みなくる」や協定
締結市町などの地域の関係機関と連携し、地域
づくり、健康増進イベント、 講演会等を開催す
ることにより、全学的な地域貢献活動を発展的
に継続する。 

（№54） 

 

 

 
 

【再掲】 
・ 地域社会や静岡県、県内市町、公
的機関等及び企業・団体との連携を
強化し、地域振興プロジェクト、地
域防災活動等に積極的に協力する。 

  県内地域と締結する包括連携協
定に基づき、地域と連携して観光分
野などの地域貢献活動を推進する。 

  静岡県の試験研究機関、教育機
関、その他関係機関と連携し、連
携大学院の活動を実施する。 

  本学教員の静岡県の各種審議
会、委員会等への参画や、静岡県
における諸課題の解決に向けた積
極的な研究活動などを通じ、県施
策の推進に寄与する。 

  県内自治体や NPO法人等の活動
と連携し、地域住民の健康づく
り、地域の子どもたちの健全育成
に貢献する。 

（№55） 
 

【再掲】 
・ 静岡市をはじめとする県内自治体や静岡銀行
等の金融機関との連携協定に基づいた活動を
推進する。 

・ SDGs の考え方を積極的に学内外に情報発信
し、地域社会と問題意識を共有するとともに連
携を進める。 

・ 中期計画全体と SDGs の対応関係を点検する
とともに、各部局の SDGs 取組方針を定め、令
和４年度の年度計画に反映させる。 

・ 令和２年度に引き続き、ツーリズム研究セン
ターを中心として、賀茂地域における観光業の
調査研究や社会人講座の開催、高校との交流な
どの、地域貢献・人材育成事業を推進する。 

・ 静岡県環境衛生科学研究所や静岡県立総合病
院等と、協定に基づき研究者の受入れ及び大学
院生の派遣を実施する。 

・ 「ふじのくに防災士養成講座」など、防災に
関する講座を静岡県等と連携して開催する。 

・ 兼業規程の適正な運用の下、静岡県の各種審
議会・委員会等への本学教員の積極的な参画を
支援する。 

・ 公開講座や出前講座などを活用し、地域のつ
ながりや多文化共生等を広めていく。（短期大
学部） 

（№55） 
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中 

期 

目 

標 

県内地域における人口減少の進行などの諸課題への対応や大規模イベントの開催などの地域活性化の機会を活かし、課外活動を含めた学生の地域社会への参

画を促進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 地域活動を含む社会貢献活動へ
の学生の取組を支援する。 

  地域における社会貢献活動の中
核となる人材（コミュニティフェ
ロー）の育成に取り組む。 

 〈数値目標〉 
  コミュニティフェロー認定者数 

300人以上（令和元年度～令和
６年度累計） 

（№59） 
 

・ 地（知）の拠点事業を継続的に推進し、学生
の地域社会への参画を促進する。 

・ おおぞら基金を通じて、地域活動への支援を
行う。 

・ 地域活動を含む社会貢献活動への学生の取組
を支援するためのコミュニティフェロー制度
及び地域住民の本学への教育的貢献を促すた
めの社会人フェロー制度等を適切に運用する
ため、大学ホームページを積極的に活用する。 

・ 「ボランティア等」に関連する学生のクラブ
活動に対して、情報提供や学生会からの活動費
の補助など、その取組を引き続き支援する。（短
期大学部） 

（№59） 
 

・ 地（知）の拠点事業を継続的に推進し、学生の地域社
会への参画を促進した。（11/23健康フェスタ開催など） 

・ おおぞら基金において学生の地域活動支援の予算を
計上したが、新型コロナの影響で活動が実施できなかっ
た。 

・ コミュニティフェロー制度及び社会人フェロー制度
等を適切に運用するため、大学ホームページを活用した
広報を行うほか、学生ポータルサイトを通じたオンライ
ン申請を可能にするなど、ICTを積極的に活用した。 
令和３年度のコミュニティフェローの認定者数：73人 

・ 学生へボランティアに関する情報提供を行った。(短
期大学部） 

A 

 
 

【再掲】 
・ 学生の自主的な社会活動 を奨
励するため、クラブ・サークル、委
員会、ゼミ等の活動を支援する。 

（№37） 
 

【再掲】 
・ 随時、学生の学修に関する相談や意見を聴き、
クラブ・サークルの学生や留学生との意見交換
会をオンライン等で定期的に開催して学生の
ニーズを把握するとともに、学生の交流にも考
慮した学習環境の改善に取り組む。 

・ 学生への奨学金制度の案内の充実を図るとと
もに、学部・研究科への通知や奨学金の案内を
学生が情報を得やすいよう周知し、募集要項や
応募書類を学内システムを利用して送付する
ことにより積極的に奨学金への応募を促す。ま

 

 

 
 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献 

(3) 地域社会への学生の参画 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
た、各種財団や企業等へ訪問するなど、奨学金
確保に向けて取り組む。 

・ 特定基金を利用した学生支援を実施する。 
・ 学生の意見・提案を収集する窓口の一つとし
て目安箱を継続設置し、必要に応じて学生の修
学環境の整備・改善を行う。（短期大学部） 

（№37） 
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中 

期 

目 

標 

地域貢献に対する教職員の意識向上を図るとともに、地域貢献を推進する上での学内の体制を整備する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 地（知）の拠点として構築した地
域志向研究の支援体制を更に充実
するとともに、地域貢献に対する教
職員の意識向上を図る。 

（№60） 
 

・ 地（知）の拠点として構築した地域志向研究
について、各自治体との連絡調整を行い、支援
体制を更に充実させる。 

・ 地域を意識した情報発信や展示等の受入れに
より、教職員の地域貢献に対する意識を向上さ
せる。（短期大学部） 

（№60） 
 

・ 地（知）の拠点として構築した地域志向研究について、
各自治体との連絡調整を行い、支援体制の充実に努め
た。（地域志向研究採択件数：24件、しずおか中部連携
中枢都市圏の採択件数：２件、藤枝市の採択件数：１件） 

・ 国際児童絵画展を地域に開放して実施したほか、地元
の特別支援学校や幼稚園の作品展示を実施した。（短期
大学部） 

A 

 
 

・ 薬草園などの施設を、社会貢献と
して利用できるよう持続的に整備
する。 

（№61） 
 

・ 薬草園において、経年劣化した施設を修繕し、
持続的に利用しやすいよう整備する。 

（№61） 

・ 経年劣化した温室自動制御システムの改修を実施し
た。 

A 

 
 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献 

(4) 地域貢献の推進体制整備 
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中 

期 

目 

標 

より多くの留学生に選ばれる魅力的な大学を目指し、明確な留学生の確保・育成方針のもと、留学生のニーズやキャリアパスを考慮した教育研究及び生活環

境の整備等により留学生受入れを推進し、多様な文化的背景を持つ留学生と日本人学生が交流・研鑽する環境を実現する。 

また、英語等語学力の向上及び多文化共生の意識の醸成に取り組むとともに、留学環境を整備し、より多くの日本人学生を国内外で活躍できる人材として育

成する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 留学生の確保・育成に関する取
組方針の整備を図る。 

  様々な受け入れ形態による留学
生等の確保を進める。 

  留学生への教育の質を高めるた
め、留学生への満足度アンケート
を実施する。 

  本学学生に留学情報を提供し、
海外留学（交換留学・語学留学）
への関心を高める。 

  外国人留学生、日本人学生、教
員・研究者及び地域住民等多様な
関係者の交流推進にも資する留学
生の生活環境の整備を図る。 

  世界大学ランキングの活用等に
より世界に向けた情報発信を強化
し、世界における本学のプレゼン
スの向上を図る。 

 〈数値目標〉 
  留学生等受入人数 140人以上

（令和６年度実績） 
  留学生への満足度アンケート 
  （※）70%以上の維持（年度） 
   ※ 留学生へのアンケート調

査（５段階評価）におい
て、本学への留学に対する

・ 留学生の確保・育成に関する取組方針につい
て検討するための情報収集を継続する。 

・ 対面及びオンラインでの留学生向けオープン
キャンパスや国内外の日本語学校訪問等を通
じて、留学生確保に取り組む。 

・ 国際的なインターネット遠隔教育及び遠隔学
生交流を実施する。 

・ 留学生の満足度を測るアンケートを実施す
る。 

・ 海外留学セミナーを開催し、在学中の留学計
画作成を支援する。 

・ 海外渡航が難しい状況が続くことが予想され
るため、留学へのモチベーションを維持するた
めの国際交流行事を実施する。 

・ 交換留学等体験学生による報告会「交換留学
フェア」を継続し、留学に関する情報提供及び
意識醸成並びに交流の促進を図る。 

・ 語学留学説明会を複数回実施し、留学促進を
図る。 

・ 言語コミュニケーション研究センターと国際
交流室が連携して、よりきめ細かに留学に関す
る個別相談に応じる。 

・ 県立中央図書館跡地利用について情報取集を
進める。 

・ 空室のある教職員住宅を改修し国際学生寮と
してリモデルする。 

・ 留学生の確保・育成方針について参考とするため国内
大学から情報収集した。 

・ 留学生向けオープンキャンパスをオンラインで開催
し、国内外の日本語学校から参加を得た。 

・ 「大学の世界展開力強化事業」として大学院薬食生命
科学総合学府、国際関係学部、経営情報学部及び看護学
部で COIL型講義を導入した。また、リーダーシップを
テーマとした COIL 国内３大学＋ゴンザガ大学(米国）
のプログラムを実施し学生交流を進めた。 

・ 全学において COIL授業を展開し、海外大学の学生と
日本語及び英語を使用した交流を行い、言語的・文化的
多様性について理解を深めた。 

・ 留学生の満足度アンケートを実施した。 
・ 初心者向けの海外留学セミナーをオンラインで開催
した。 

・ 留学へのモチベーションを維持するための学内向け
留学説明会を２回実施した。 

・ 国際交流室と言語コミュニケーション研究センター
が連携してオハイオ州立大学(米国）の先生を招き、コ
ロナ禍における国際交流についての意義について学生
と理解を深めた。 

・ 語学研修を実施する協定校のプログラム説明会をオ
ンラインで実施し、23人が参加した。 

・ 交換留学派遣については、特例制度を新設し、ワクチ
ン接種等の条件を満たせば渡航可能とし、５か国に８人
を派遣した。（韓国３人、ロシア１人、スペイン２人、

S 

 
・ 新型コロナウイルス感染拡大
の影響により対面の開催が困難
な事業についてオンラインで代
替実施した。本学へ交換留学を
予定している海外協定校の学生
が現地から参加したり、実習等
で渡航参加が難しかった看護学
部の学生が語学研修に参加する
など、オンラインの利点を生か
した取組を進めることができ
た。 

・ 新たな国際学生寮は、学生が共
同生活をする単なる寮にとどま
らず、留学生と本学学生の双方
がお互いの国の文化や言語等を
主体的に学ぶことができる場の
提供を目指し、寮生の生活を支
援し寮内外の交流促進に携わり
寮生のまとめ役となる「レジデ
ント・アシスタント（RA）」1 人
を配置し、寮生が自主的に活動
し、主体的に運営する体制を整
備した。 

・ 国籍、年齢、立場を超えた交流
から多様な価値観を学ぶことが
期待できる場の提供を目的に、

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ グローバル化 

(1) グローバル人材の育成 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
満足度を上位２段階のいず
れかに回答した留学生の全
留学生に占める割合 

  海外派遣参加学生人数（交換留
学生・語学留学生） 

  第２期中期計画期間の年度平均
人数（34人）以上の維持（年
度） 

（№62） 
 

・ 東南アジアにおける日本留学フェアや日中大
学フェア＆フォーラムに参加するなど本学に
関する情報を世界に向けて発信するとともに、
世界主要国の主要大学等を中心に、人脈形成及
び関係構築を図る。 

 〈数値目標〉 
  留学生への満足度アンケート（※） 
         70%以上の維持（年度） 
  ※留学生へのアンケート調査（５段階評価）

において、本学への留学に対する満足度を
上位２段階のいずれかに回答した留学生
の全留学生に占める割合 

  海外派遣参加学生人数（交換留学生・語学留
学生）    
第２期中期計画期間の年度平均人数（34人）
以上の維持（年度） 

（№62） 
 

フランス 1人、アメリカ１人）。海外からは、国費留学
生としてラオスから１人（大使館推薦）を受け入れた。 

・ 県立中央図書館跡地利用について、専門家を招いて現
地視察及び意見交換を行った。 

・ キャンパス環境のグローバル化促進の一環として、教
職員住宅を改修して日本人学生と外国人留学生が混住
する国際学生寮（国際シェアハウス）を本学で初めて整
備した。令和４年４月の開寮に向けて、学生主体の運営
体制や多くの学生に入居の機会を与えるための在寮期
間の設定等を定めた関係規程を整備するとともに、入寮
者の募集・選考等を実施した。 

・ 日本留学フェアや日中大学フェア＆フォーラムは新
型コロナウイルス感染症の影響で中止となった。 
 
留学生への満足度アンケート 88.5％ 
海外派遣参加学生人数（交換留学生・語学留学生）    

８人 
 

地域住民との共生に配慮したコ
ミュニティーガーデンを設置し
た。 

・ 寮の愛称を広く学内から公募
した結果、多くの学生・教職員か
ら応募があり、本学生寮に対す
る関心の高さを示すともに、次
年度以降の活動に向けた機運醸
成を図ることができた。 

・ 日本人学生の海外派遣及び外国
人留学生の受入れを推進するため、
留学に関する教育体制・支援体制の
強化を図る。 

（№63） 

・ オンラインでの英語研修に参加可能となる
よう、海外協定校と調整する。 

・ 令和２年度から開始した、海外留学オンラ
インカウンセリング制度を継続する。 

・ 交換留学生に対し、遠隔授業を受けるため
のインターネット環境整備支援を行う。 

・ 選択英語科目を中心に、COIL活動を促進す
る。 

・ 言語コミュニケーション研究センターと国
際交流室が連携して、よりきめ細やかに留学
に関する個別相談に応じる。 

・ オンラインも含め、双方向性・多様性があ
り、かつ一貫性のある新たなプログラムの構
築を検討する。 

・ 海外で開催される国際学会に参加し、発表
する大学院生に対する支援を行う。 

・ 私費外国人留学生に対して奨学金制度を継
続することで、経済支援の充実を図り、学
業・研究業績の向上と国際交流を推進する。 

（№63） 
 

・ フィリピン大学（フィリピン）の交換留学派遣につい
てオンラインでの参加を可能とした。 

・ 学生からの申し込みにより、随時、海外留学オンライ
ンカウンセリングを実施した。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により交換留学生
が渡日できなかった。 

・ 一部英語科目の目標に沿う形で COIL活動を授業内に
取り入れ、多言語を用いた双方向のコミュニケーション
を図りつつ、社会・文化の多様性を学ぶきっかけづくり
を行うことができた。 

・ 国際交流室及び学生室と連携してオンライン語学研
修プログラム（ビクトリア校大学（カナダ）、カリフォ
ルニア大学デービス校（米国））を実施し、参加の学生
をサポートした。 

・ 海外で開催される国際学会で発表する大学院生に対
する支援については新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により募集を中止した。代替の取組として国際学会
でのオンラインによる発表の奨励を各学府・研究科に依
頼し、26人の大学院生が発表を行った。 

・ 私費外国人留学生に対して奨学金制度を継続し、25人
の民間奨学金、12 人の県大独自の奨学金を給付し、経
済支援の充実を図り、国際交流に寄与した。 

A 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
【再掲】 
・ 学生の英語力を充実させ、グロー
バルな視野の醸成やグローバル人
材の養成に資するよう、英語による
科目の充実、TOEIC L&R 団体受験の
継続、海外英語研修プログラムの充
実等により英語教育を進める。 

（№21） 
 

【再掲】 
・ TOEIC L&R 団体受験を令和２年度に継続して
実施する。 

・ TOEIC Speaking Test を含むスピーキングテ
ストの授業内外での更なる実施拡大の可能性
を検討する。 

・ 一部の英語科目について、海外の学生との交
流を目的とした COIL授業の導入を検討する。 

・ オンラインを含む短期海外英語研修プログラ
ムの充実と並行して、中・長期海外留学を実現
できる英語力の養成に取り組む。 

・ コンケン大学看護学部（タイ国）との国際看
護の交流、ポートランド州立大学（米国）、オレ
ゴン健康科学大学（米国）、ドルノゴビ県医科大
学（モンゴル）等との COIL授業を通じて、英語
による看護教育を実施する。 

（№21） 

 

 

 
 

【再掲】 
・ 国際関係学部では、２年次の

TOEIC L&R IP テストのスコアにお
いて一定の成績を修められるよう
英語基礎力の定着を図るとともに、
英語ネイティブの教員を中心に実
践的な英語力を養成する英語教育
を１・２年次に実施する。 

 〈数値目標〉 
  TOEIC L&R IPテスト目標スコア
を達成した学生の割合（※） 

  800点以上の学生が 10％以上 
  730点以上の学生が 15％以上 
  600点以上の学生が 50％以上 
 ※ 目標スコアを達成した国際関

係学部２年次学生数/国際関係学
部２年次全学生数（休学者を除
く。） 

（№22） 

【再掲】 
・ 新カリキュラム開始後の２年間に実施した英
語による課題解決型授業（PBL）の内容、効果、
課題について検討し、改善する。（国際関係学
部） 

 
〈数値目標〉 

  TOEIC L&R IP テスト目標スコアを達成した
学生の割合（※） 

  800点以上の学生が 10％以上 
  730点以上の学生が 15％以上 
  600点以上の学生が 50％以上 
 ※ 目標スコアを達成した国際関係学部２年

次学生数/国際関係学部２年次全学生数（休
学者を除く。） 

（№22） 
 

 

 

 
 

【再掲】 
・ 国内及び海外の協定校との連携
を活用し、国際的なインターネット
遠隔教育を実施する。 

（№26） 
 

【再掲】 
・ 一部の全学共通科目や国際関係学部・看護学
部の専門科目等において、インターネット遠隔
教育を引き続き実施する。 

・ オンライン授業で培ったノウハウを、必要に
応じてオンライン授業、高大連携、高校訪問、
リカレント教育などに活用する。 

（№26） 

 

 

 
 



62 

 

 
 

 

 

 

 

 

中 

期 

目 

標 

協定校等の海外大学との交流の拡充に加え、教育研究を通じた学生及び教職員の海外交流活動を積極的に推進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 海外協定校を中心に相互の教
育・研究の充実を図るとともに、
特に緊密な関係を有する協定校と
の交流の拡充を図る。 

 〈数値目標〉 
  海外大学との新規交流協定締結

校数 ６校 
（令和元年度～令和６年度累計） 

（No.64) 

・ 海外協定校との交流事業に対する予算支援を
継続する。海外協定校との教員交換を促進し、
情報交換や特別講義等を通じて、教員及び学生
双方の教育・研究の充実を図る。特に緊密な関
係を有する協定校については、教員・学生の交
換等の交流を積極的に推進する。渡航が難しい
場合はオンラインでの実施も検討する。 

・ 海外協定校との協定更新により継続的な交流
を図る。また、将来的な交換留学の実施も念頭
に置き、グローバル化基本方針に基づき、新た
な交流先を開拓する。 

・ 大邱保健大学との大学間交流をオンラインも
活用し、継続して行う。 

（№64） 
 

・ 海外協定校との教員交流事業に対する予算支援を継
続したが、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の
学生派遣を除いては、大学間・部局間交流協定校への学
生派遣及び受入及び浙江省内大学等からの学生受入れ
など渡航を伴うものは中止となったが、大学間交流協定
校 28 大学のうち 16 校との間でオンラインでの交流等
を行った。また、中国で予定されていた日中健康科学シ
ンポジウムも延期となった。 

・ ボアジチ大学（トルコ）、ブレーメン州立経済工科大
学（ドイツ）、カリフォルニア大学バークレー校（米国）、
アリゾナ大学（米国）といった海外協定校の教員等がス
ピーカーとなり、オンラインで特別講義を実施し、本学
学生・教職員が参加し（計 325人）、教育・研究の充実
を図った。 

・ 交換留学派遣については、特例制度を新設し、ワクチ
ン接種等の条件を満たせば渡航可能とした結果、８人の
学生が渡航した。 

・ フィリピン大学他の大学間交流協定を更新した。ま
た、新たな交流先として可能性のある大学と調整を開始
したが、大学間協定締結までには至らなかった。 

・ 大邱保健大学校(韓国）と本学の学生同士が、リアル
タイムのオンラインにて、互いの大学紹介動画を視聴し
た後、意見交換会を実施した。（短期大学部） 

A 

 
 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ グローバル化 

(2) 教育研究活動のグローバルな展開 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 教員の海外研修を支援するとと
もに、海外からの教員・研究者の
滞在に関する支援の充実を図る。 

  国際的なシンポジウム・ワーク
ショップ等を開催するとともに、
海外研究者等の多くの参加を得ら
れるよう、本学の研究成果を世界
に発信する。 

  国際的に活躍できる人材を育成
するため、海外からの教員・研究
者の招へいを進めるとともに、海
外諸研究機関との共同研究の推進
を図る。 

  国際的な相互理解促進と海外で
の発信力養成のため、国・地方自
治体・公的団体・外国政府・国際
団体等が主催する海外訪問団・研
修団・視察団などへの学生の積極
的な応募を奨励する。 

  静岡県の特徴を活かしつつ茶な
どに関連する国際的な教育と研究
協力を進展させる。 

 〈数値目標〉 
  国際的なシンポジウム等への海

外研究者等参加者数 
     75人以上の維持（年度） 

（№65） 

・ 教員に対する海外への学外研修旅費制度を継
続し、海外における教育・研究活動を支援する。 

・ 学術文化研究機関等との連携を継続し、国際
学会、講演会等の企画・開催を積極的に推進す
る。 

・ 海外からの研究者等の滞在に関する支援にお
いて、引き続き利便性の向上を図る。 

・ 国や地方公共団体等が主催する海外訪問団・
研修団・視察団などの募集情報を学生ポータル
サイト等で周知し、学生の積極的な応募を支援
する。 

・ 海外からの研究者に対して茶の教育・共同研
究を行う。 

 
 〈数値目標〉 
  国際的なシンポジウム等への海外研究者等
参加者数   75人以上の維持（年度） 

（№65） 
 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、渡航を伴う
教育・研究活動が中止となったが、海外研究者等とオン
ラインで交流した。 

・ グローバル地域センターで国際シンポジウムを開催
し、米国から専門家がオンラインで参加した。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、海外からの
研究者等の渡航が中止となった。 

・ 国や地方公共団体等が主催する海外訪問団・研修団・
視察団などの募集情報は新型コロナウイルス感染症の
影響で募集等は大幅に減少したままだが、オンライン開
催に代わったものは学生ポータルサイト等で周知し、学
生の積極的な応募を支援した。 

・ 海外協定校であるカリフォルニア大学デービス校（米
国）「Global Tea Initiative」創設者が、本学とも連携
し静岡茶の機能性を米国から発信したこと等を認めら
れ、本学からの推薦により世界緑茶協会から顕彰を受け
た。また、オンラインでの打ち合わせやシンポジウム参
加により茶の教育・共同研究の交流を行った。 

 
  国際的なシンポジウム等への海外研究者等オンライ
ンによる参加者数 271人 

 

A 

 
 

【再掲】 
・ 国内及び海外の協定校との連携
を活用し、国際的なインターネッ
ト遠隔教育を実施する。 

（№26） 
 

【再掲】 
・ 一部の全学共通科目や国際関係学部・看護学
部の専門科目等において、インターネット遠隔
教育を引き続き実施する。 

・ オンライン授業で培ったノウハウを、必要に
応じてオンライン授業、高大連携、高校訪問、
リカレント教育などに活用する。 

（№26） 
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中 

期 

目 

標 

学内の体制を整備し、グローバル化方針のもと、中長期にわたる一貫した取組を実施する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ グローバル化を推進する体制の
強化を図る。 

  外国人教員の積極的な受入れな
ど、グローバルな教育環境の整備
を図る。 

（№66） 

・ 平成 29 年度に策定した国際交流の効果的な
推進及び教育研究のグローバル化に向けた全
学的取組方針に基づき、具体的な実行計画を策
定するとともに、実行計画を推進するための体
制強化を図る。 

（№66） 

・ 令和３年度年度計画を実行計画としてグローバル化
の取組を推進した。新型コロナウイルス感染拡大の影響
を大きく受け、実行を計画していた多くの交流が中止と
なったが、ビクトリア大学（カナダ）語学研修や、ボア
ジチ大学（トルコ）との教育交流など、令和２年度から
継続してオンラインで実施した交流もあった。 

A 

 
 

 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ グローバル化 

(3) グローバル化の推進体制整備 
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１ 大学の教育研究等の質の向上に関する取組 
（1） 教育 

○全学的に取り組む教養教育（No.1） 

    全学共通科目「しずおか学」科目群で、「新聞で静岡をもっと知ろう」「企業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線」の２科目を新たに開講し、リアルタイムの静岡について広

く学ぶ機会を設定した。 

時代のニーズに合う幅広い教養と基礎学力を養成するため、「SDGs概論」を設置した。 

 

○ウィズコロナ時代の薬剤師養成（No.2） 

薬学部において、文部科学省大学改革推進等補助金「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」に薬学部が選定され、仮想現実（VR）技術とシミュ

レータを組み合わせた臨場感に富む学習環境の DX(デジタルトランスフォーメーション)を開始した。 

 

○臨床検査技師受験資格改定への対応（No.2） 

薬学部薬科学科において臨地実習に関わる科目の新設等、臨床検査技師養成課程の変更を行い、新たな審査基準で科目承認校として認められた。 

 

○教育の質向上（No.3） 

食品栄養科学部では、卒業研究の質向上を目指し、研究室指導及び卒業研究発表についてルーブリック表を新たに作成し、それを使用した評価を行った。 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響下での観光教育への取組（No.5） 

経営情報学部において、遠隔地の観光事業者をゲストスピーカーとして招いて講義を実施するなど、オンラインの利点を生かした授業を展開した。また、令和３年度は観

光分野の最初のゼミが開かれ、感染症対策を万全に行った上で本学周辺を対象としたフィールドワークを行い実地調査の能力を養成したほか、観光における経営についての

考察やグループディスカッション、データ分析手法の活用など、多面的な能力育成に向けた教育を展開した。 

 

○理科教諭、栄養教諭の養成（No.8） 

食品栄養科学専攻、環境科学専攻において、令和２年度に申請した栄養教諭及び理科教諭専修免許状に関する認可を文部科学省より受け、令和４年度からの専修免許状取

得に向け、カリキュラムの配置、講義の準備などを開始した。 

 

○各種国家試験への対応（No.14Ｓ、15Ｓ、16、17Ｓ） 

各学部等において、個々の学生に応じたきめ細かな国家資格試験対策の充実・強化を行った。 

薬学部では、第 107回薬剤師国家試験の結果、新卒者の合格率が 95％（合格者 76人）であり、目標としている 90％を大きく上回る合格率を達成した。薬剤師を養成する

国公立大学 17校中、合格率４位であった。なお、新卒合格者 76人は国公立大学で最多の合格者であった。 

食品栄養科学部では、６年連続で管理栄養士国家試験合格率 100％（全国 1位）を達成し、管理栄養士養成大学の中でも最高水準であった（全国平均 92.9%）。国公立大学・

管理栄養士養成施設 24校中、新卒者合格率が６年連続 100％の大学は、本学を含め３校のみであった。コロナ禍において、オンラインで国家試験に特化した講義、模擬試験

などを実施し、指導を行ったことが、６年連続 100％合格を実現することにつながった。 

看護学部では、看護師国家試験模擬試験を５回実施した。保健師国家試験模擬試験を２回実施し、保健師教育を担当する教員による国家試験対策セミナーを実施した。ま

た、看護師・保健師ともに、模擬試験の結果を全教員に報告して情報共有し、成績が低迷する学生にはアドバイザー教員が支援した。また、看護学研究科では、助産学課程

の大学院生を対象に、助産師国家試験模擬試験を３回実施及び外部業者による国家試験直前セミナーを開催した。その結果、新卒者合格率は、保健師は全国平均を上回り、

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項 
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助産師は 100％を達成した。看護師については 100％を維持することができなかった。 

短期大学部では、歯科衛生学科で 19 回の国家試験対策講義と模擬試験準備カリキュラムと６回の模擬試験を実施、社会福祉学科介護福祉専攻では模擬試験及び学力評価

試験を実施の上、一定水準に達しなかった学生に対し苦手分野克服のための補修・指導を実施するなど、個々の学生に応じたきめ細かな国家試験対策を行い、歯科衛生士国

家試験で６年連続、介護福祉士国家試験で３年連続合格率 100％を達成した。 

 

○英語教育の推進（No.21､22Ｓ） 

ビクトリア大学(カナダ）オンラインプログラムへ参加する学生に対して、参加前と参加後に TOEIC Speaking Testを実施した。全学共通科目を含む英語５科目において、

海外の学生とオンラインによる日本語と英語を使用した COIL授業(参加者 50人)を展開した。８・９月及び２・３月にビクトリア大学及びカリフォルニア大学デービス校(米

国）によるオンライン語学研修プログラム（ビクトリア大学及びカリフォルニア大学デービス校）を実施した。 

看護学部では、５月に、オレゴン健康科学大学（米国）の「Population Health」オンラインライブ授業で、本学部生３人と上智大学３人（共に４年生）が英語でのプレゼ

ンテーション・ディスカッションを実施した。同じく５月、看護学部選択必修科目「発展看護実習（国際看護学)」履修生３人が、オレゴン健康科学大学（米国）の Ruth Tadesse

氏によるオンラインライブ授業を受講した。 

英語による課題解決型授業（PBL）の内容、効果、課題について担当教員を中心に検討を行った。内容は受講生が各班で「子どもの貧困」や「SDGs」等、社会的課題解決に

向けた取組を行い、成果をウェブサイトやソーシャルメディアで発信した。授業評価アンケートでは６点満点中、平均５点以上であった。 

実践的な英語教育を進めた結果、令和３年度の TOEIC L&R IPテストの目標スコアを達成した学生の割合は、中期計画の数値目標を大きく上回った。 

 

○インターネット遠隔教育の拡充（No.26）  

薬学研究院では、カリフォルニア大学デービス校(米国）とのインターネットを介した双方向の国際的遠隔授業（大学院講義：生体情報分子解析学特論・先端医療薬学特

論）を実施した。同校の研究者による研究セミナー及び英語でのアクティブ・ラーニングを行い、世界展開力及び大学間交流を引き続き強化した。 

 

○志願者の確保を図るための取組推進（No.27） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面によるオープンキャンパスは中止し、代替として大学ホームページ上で「バーチャルオープンキャンパス 2021」を開催した。 

薬学部では、教員及び在学生による参加型双方向イベント「薬学部 2021オープンキャンパス生配信」を開催し、県内外から約 450人の参加があった。事後アンケートから

も好評が伺え、推薦入試の志望理由書にも記載されるなど受験生獲得につながった。 

国際関係学研究科では志願者数向上のために、令和３年度から新たにオープンキャンパス委員会を設置して精力的に活動を実施した。また、留学生の志願者数向上のため

に、従来の静岡県内の日本語学校だけでなく、東京都を中心とした日本語学校及び本学学部生を新たに対象とした大学院説明会を開催した（前期オープンキャンパス:６月

12 日、後期オープンキャンパス:11 月 19 日、大学院説明会：５月 12 日（日本健康医療専門学校ライフデザイン科）、５月 19 日（ACC 国際交流学園）、10 月 18 日（ACC 国際

交流学園）、2 月 17 日（本学学部生対象））。また、志願者と志望指導教員のマッチングを重視した内容にオープンキャンパスの仕組みを改革した。令和３年度よりから入学

者選抜方式を改善し、二次募集において新たにオンラインによる口頭試問を実施した。 

大学院志願者数の増加を目指し、各研究科等において動画配信による大学院説明会や英語版のホームページの作成などの各種取組を推進した。 

短期大学部では、オンラインオープンキャンパスを実施し、選抜内容の説明や各学科の紹介、本学教員による模擬講義の動画を公開した。より多くの受験生が視聴できる

よう、視聴期間を選抜実施時期の 11月末まで延長した。 

 

○入試体制の整備・改革について（No.29） 

各学部において、新学習指導要領に対応した令和６年度に実施する大学入学者選抜の個別学力検査及び大学入学共通テストにおいて課す教科・科目・配点等に関し、令和

４年度の公表に向けて検討を進めた。 

短期大学部では、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜のいずれの選抜においても志願者数が減少傾向にあるため、静岡県内の同系統の学科を有する大学及び専門学校

の入試の状況を比較・分析し、令和５年度選抜より募集人員を変更し、全体で年内に実施する選抜（総合型選抜、学校推薦型選抜）の募集人員の比率を高めた。 
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○長期履修制度の導入（No.30） 

令和３年度は経営情報イノベーション研究科１人、看護学研究科１人の計２人が長期履修制度を利用した。 

経営情報イノベーション研究科では志願者が長期履修制度への理解を深められるよう、ホームページ上に長期履修制度に関する詳細な説明を掲載した。 

 

○環境やユニバーサルデザインに配慮した教育環境の推進（No.31） 

施設・設備の改修・更新に当たり、環境やユニバーサルデザインに十分配慮し教育環境の推進を図った。令和３年度は、学生ホールの照明更新時の LED化や教育棟、食品

栄養科学部棟、講堂の多目的トイレへオストメイトを新設、車いす利用者専用車両駐車場からの動線確保のための照明の人感センサー設置と専用の電気錠の増設を行った。 

 

○遠隔授業やウェブ会議の円滑な実施のための環境整備（No.33） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための遠隔授業やウェブ会議等に対応できるよう、オンラインサービス（Zoom）のライセンスを一括購入して各部局等に提供した。ま

た、遠隔授業等で使用するウェブカメラ、スピーカー、マイク等の機材の貸出しを行うとともに、遠隔授業と対面授業を同時に行うことができるハイブリッド型教室を整備

した。 

 

○教育の質保証の取組推進（No.34） 

国際関係学部及び国際関係学研究科では、学部・研究科質保証委員会研究科質保証ワーキンググループを設置した。また、令和４年４月入学生より、研究科の内部質保証

を前提とした教育を実施する準備を整えた。そのために、質保証ワーキンググループを中心として、「研究科内部質保証サイクルの全体枠組み・工程について」を策定し、「国

際関係学研究科コースワーク・ルーブリック表」、「国際関係学研究科リサーチワーク・ルーブリック表（修士論文）」、「国際関係学研究科リサーチワーク・ルーブリック表

（特定の研究課題）」、「研究科の教育改善のための修了時アンケート」を作成した。また、質保証ワーキンググループにおける自己点検・評価結果に基づいて、国際関係学研

究科の「教育理念」、「教育目標」、「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」、「入学者受け入れ方針」を研究科の活動の自己点検・評価に基づき改正した。 

 

○学生支援の充実（No.37Ｓ） 

学生にアンケートを実施し、生理に関する様負担軽減対策として、草薙・小鹿両キャンパスの女子トイレの個室に、スマートフォンを用いて生理用品を無料で提供するシ

ステムである「オイテル」を設置した。国公立大学としては初の導入となり、全国的にも注目された。 

 

○特定基金による学習環境の支援（No.37Ｓ） 

内西いよ子基金による薬学系大学院生への給付型奨学金制度により、生活及び学習環境の支援を行い令和３年度は新規奨学生として３人を採択した。また、e-learning シ

ステムによるオンライン自己学習を令和２年度に引き続き実施した。 

 

○コロナ禍で困窮している学生に対する支援（No.37Ｓ） 

令和２年度に募集した修学支援緊急奨学金を活用し、ボランティアセンター活動への支援を引き続き行った。学生ボランティアセンターが取り組む、コロナ禍で困窮して

いる学生に対して継続的に生活支援物資を提供する「たべものカフェ」への活動支援を行った。 

 

○新型コロナワクチン職域接種の実施・学生への健康支援（No.38Ｓ）  

学生及び教職員の新型コロナウイルスへの感染を防止し、大学運営の通常化を図るため、学内の医師や看護師、薬剤師など全学教職員の協力を得て、８月末から 10月初旬

にかけて、新型コロナウイルスワクチンの２回の職域接種を 1,600人余の学生、教職員に対して実施した。 

学生の心身の健康保持・増進につながる情報発信のため、「健康だより」(計 21号)、「相談室だより」(計５号)を発行し、メール・SNSでの配信、プラズマディスプレイ等

での掲示、ホームページ、構内放送などで注意喚起を行った。 

短期大学部では、学生室と協力し「小鹿便り」を発行し、健康に関することや感染予防、新型コロナウイルス感染症に関する情報を発信した。 
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○留学生支援の推進（No.39） 

留学生ガイダンス、カンバセーションンパートナー制度、留学生交流会の実施のほか、学生ホール２階の国際交流談話室を改装し、IFC（国際学友会）の学生が週に２回程

度常駐し、学生同士が交流できる体制の整備や、イスラム教を信仰する学生のための礼拝場所の設置等、留学生の学生生活を支援した。 

 

○就職支援の充実（No.40） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインを活用しながらキャリアアドバイザーによる個別相談や就職ガイダンス、学内企業説明会、各種イベント等、きめ細

かな就職支援を実施した。また、就職情報の収集についても組織的に取り組み、教職員が一体となって学生のキャリア支援を行った。 

 

（2）研究 

○研究の推進（No.42） 

薬学部・薬学研究院では、生活習慣病・がん・感染症など重要性の高い疾病の病因・治療・予防に関する研究を推進し、その研究成果を国内外に発信した。研究成果が権

威ある国際的な学術誌（Nature Medicine, Nature, Nature Genetics, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Journal of the American Chemical Society 等）に

掲載された。 

 

○ツーリズム研究センターにおける活動の展開（No.45Ｓ） 

ツーリズム研究センターでは、静岡大学、静岡文化芸術大学と賀茂地域１市５町の相互連携に関する包括連携協定に基づき、賀茂地域広域連携会議や賀茂キャンパス広域

連携会議において、各地域の課題やその解決に向けた取組に関し定期的に意見交換したほか、賀茂地域社会人講座を毎月実施し、内容が地域の新聞・テレビで取り上げられ

るなど、積極的な活動を展開した。 

令和３年度は、新たに静岡県教育委員会と連携して中学生を対象とした「未来を切り拓く Dream授業・賀茂版」を開催し、事後アンケートでも高い満足度となった。その

ほか、下田高校での「高校生のための観光講座」の開講や、同校生徒と下田市、観光協会等との意見交換会の実施、本学と静岡大学、静岡文化芸術大学が共同で、賀茂地域

観光の魅力を若年層向けに伝える「賀茂の若旅」を企画、オンラインツアーとして発信した。 

賀茂地域以外においても、静岡県と共同で JR東静岡駅南口の県有地の再開発計画の検討を開始し、実証実験やアンケート活動を実施したほか、熱海市における土石流被害

への支援活動として、熱海商工会議所、観光協会と連携し、観光客の減少により売り上げ不振を余儀なくされた土産品製造・小売事業主を支援するため、学生有志が「あた

みやげおつかいし隊」を結成し、県民向けに土産品を通信販売する事業を実施し、収益金を熱海市へ寄付した。さらに、県内市町等から要請のあった地域課題解決や観光を

通じた地域振興策について、学生を交えて共同研究や検討に取り組み、県内の様々な地域を対象とした活動を推進した。 

 

○地域資源の活用、地域課題に向けた学際的研究、調査研究の推進（No.47） 

食品栄養科学部では、「茶学」教育において、オンラインにより自宅内に茶器などを準備した上で淹れ方などを学ぶ実践的教育を行った。また、静岡茶の世界を考える懇話

会をハイブリッド形式により４回開催した。 

グローバル地域センターでは、「アジア・太平洋（政治・経済・社会）」部門において、「アジアの福祉現場における『中間的領域／組織』の探求」に関する公開セミナー、

「世界からみた静岡県の人口と社会」に関する公開セミナーをオンラインで開催した。また、令和元年度から３年間にわたり実施した「グローバルサプライチェーン研究」

に関する研究報告会を開催するとともに研究報告書を発行した(会場・オンライン併用開催、参加者 134人)。また、本学と寧波大学（中国）との合同授業を行い、学術交流

を進めた。「危機管理」部門では、静岡県の新型コロナウイルス感染症対策やコロナ禍での訓練について提言を行った。「地震予知」部門では、地震予知に関する調査・研究

に取り組むとともに、研究成果の情報発信を行うため、県大 SDGｓイニシアティブ推進委員会と連携した国際シンポジウム「防災×環境×SDGｓ」をオンラインで開催し、研

究成果の社会への提言や防災の普及啓発を行った(県内外からの視聴者 196人) 

薬学部及び薬学研究院では、バンドン工科大学(インドネシア）と第２回静岡バンドン薬食カンファレンスをオンラインで開催し、薬食研究に関する国際交流及び共同研究

の推進を図った。 
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○健康食イノベーション推進事業の推進（No.47、50、51） 

ふじのくに発イノベーション推進機構を中核として、静岡県や地域産業との連携を深め、学際的な研究事業に取り組む、健康食イノベーション推進事業を推進した。機能

性開発プラットフォームの強化、データヘルス・リビングラボの構築、及び専門人材の育成を実施した。具体的な取組として、令和２年度に公開した機能性食品に係るデー

タベースの充実や、人材育成の一環として、社会人の学び直しと学生のアクティブ・ラーニングを一体化した教育プログラムを設計し、10 月９日から２月 12 日まで開講し

た。（「健康と食」、「ＩＴとデータの科学」など６科目。受講生数：延べ 145人） 

 

○機関リポジトリの整備（No.50） 

本学の知的財産の啓発と有効利用につなげるため、科学研究費助成事業データベース（KAKEN）で公開されている研究成果報告書(本学教員関連)のメタデータを本学機関リ

ポジトリに登録し、研究成果報告書ページへのリンクを貼る運用を開始した。2015-2020年度報告書の新規登録 166点(2022年 3月 31日現在)。 

 

○外部資金の獲得（No.51） 

国や地方自治体等の公募情報の収集、学内への公募情報の迅速な配信、公募説明会の開催など応募の促進に向けた取組を進めた結果、外部資金を 394件、総額で 10億 9,922

万 9 千円獲得し、第 1 期及び第２期の計画期間の年度平均（353 件、8 億 8,543 万 3 千円）を上回った。また、科学研究費補助金については、若手研究者の採択率が 71.0％

であり、全国平均の 40.2％を大きく上回った。 

 

（3）地域貢献 

○地域貢献活動（No.54） 

協定締結市町等との連携を強化し、令和２年度を上回る地域志向研究に取り組むなど全学的な地域貢献活動を展開し、関係機関との協力関係を充実させた。 

（地域志向研究採択件数：24件、しずおか中部連携中枢都市圏による採択件数：２件、藤枝市による採択件数：１件） 

薬学部及び薬学研究院において、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつつ、自治体と連携した健康相談会を実施することにより地域の健康福祉に貢献した。また、

モバイルファーマシーの広報動画を薬学部ホームページ上で公開して、活動を広く社会に発信した。 

 

○学内外における SDGsの取組の推進（No.55Ｓ） 

県大 SDGsイニシアティブ推進委員会が主体となり、SDGsの達成に向け、地域社会との連携活動や学内外への情報発信を進めた。 

学外においては、高校が行う SDGsに関する学際的・領域横断的な分野における大学等専門機関と連携した教育活動や文部科学省指定事業（WWL（world wide learning））

の高校生国際会議への本学教員や学生を派遣した。また、国際シンポジウム「環境×防災×SDGs」をグローバル地域センターと共催し、県内外から 196人の視聴者が参加し

た。高校生をはじめ幅広い世代の参加があり、アンケート結果からも高い満足度となった。 

学内においては、SDGsに係るテーマについて専門分野の異なる教職員等が意見交換を通じて問題を共有し学際的な検討を行う「SDGsサロン」を７回開催した。また、FD活

動の一環として、「SDGsの本質と大学での SDGs教育」をテーマとして講演を行った。 

本学の学生へ SDGs に関する認知度アンケートを実施し、1,000 人を超える回答を得て、結果を本学公式ウェブサイトに公開するとともに、SDGs に関係する本学の学生ク

ラブ・サークル等の活動について、同サイトで発信した。 

各部局においては、令和３年３月に策定した各部局の SDGs取組方針を踏まえ、年度計画の各部局の「教育課程と教育方法」等を策定した。 

 

○ふじのくに地域・大学コンソーシアムとの連携推進（No.56） 

ふじのくに地域・大学コンソーシアムの事業である「ゼミ生等地域貢献推進活動」に２課題が採択された。また、同コンソーシアムが行う「高大連携出張講座事業」に参

画し、教員４人が高校で授業を行った。 
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○ 高大連携出張講義の充実（№.56） 

高大連携出張講義を実施し、令和３年度は 48校に教員を派遣した。また、遠隔による出張講義を実施するため実施要項を見直し、オンラインによる出張授業を実施した。 

 

○生涯教育、リカレント教育等県民の学習機会の提供の充実（No.57） 

本学主催の公開講座をオンライン講座により開催したほか、富士市との連携事業である富士市民大学前期ミニカレッジ（対面又はオンライン）、静岡市内５大学との連携事

業である市民大学リレー講座（ハイブリッド）を実施した。実施に当たり、本学ウェブサイトへの掲載、ポスター掲示、リーフレットの配布、静岡県や県内市町等の広報紙

への掲載等を通じて、広く県民に周知し、延べ 4,705人の参加があった。（オンデマンド分はユニークユーザー数） 

地域経営研究センターにおいて、地域のニーズや社会状況を反映した、充実した内容の社会人学習講座の開講の取組を進めた。講座は、外部のガバナンス委員のチェック

や、社会人学習講座委員会での受講生アンケート結果の検討・分析などを通じて、質の向上を図った。コロナ禍への対応として、オンライン講座の開講も行い、高い評価を

得た。経営情報イノベーション研究科教員を主体とする講座に加え、県や他学部などの連携講座を展開するなど、令和２年度の 25講座を上回る 27講座を開講した。また、

地域課題の解決を目的に、「静岡県立大学ビジネスセミナー」を開催し、参加者から高い評価と満足度を得た。 

ツーリズム研究センターでは、賀茂地域との連携協定に基づき、賀茂地域広域連携会議や賀茂キャンパス広域連携会議において、各地域の課題やその解決に向けた取組に

関し定期的に意見交換したほか、賀茂地域社会人講座においてソリューションの参考となる研究結果を報告した。また、他の県内市町から要請のあった地域課題解決に向け

て、学生を交えて共同研究を行った。 

短期大学部では、卒業生に対する資格取得のための社会福祉士国家試験受験対策講座をオンライン講座により開催した。また、リカレント教育講座については、動画を作

成して期間限定で配信した。また、ホスピタル・プレイ・スペシャリスト（以下 HPS）養成講座、HPS養成週末講座について、令和３年度は合わせて 19人の受講を決定した。 

 

○大学付属施設等の地域への公開（No.57） 

附属図書館では、夏期休業中、高校生等に図書館を開放する「オープンライブラリー」を開始した。令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４日間の実

施にとどまったが、県内外から 38人の高校生が来館した。 

薬草園では、薬草園の紹介と園内の植物についての解説動画（薬草講座）を作成し、オンデマンド配信し、薬草についての正しい知識を広く社会に発信した。また、薬草

園の親子見学ツアーを開催した。 

 

○調査研究の活用、研究成果の社会への還元（No.58） 

グローバル地域センターでは、令和元年度から３年間にわたり実施した「中国『一帯一路』プロジェクトとグローバルサプライチェーン再形成」に関する研究報告会を令

和３年 11月 15日に会場とオンラインの併用により開催した（会場・オンライン参加者 134人）。また、研究報告書を 500部発行し、研究成果の発信や地域社会への還元を行

った。また、SDGs イニシアティブ推進委員会と連携し、国際シンポジウム「防災×環境×SDGｓ」をオンラインで開催し、研究成果の社会への提言や防災の普及啓発を行っ

た（県内外からの視聴者 196人）。 

 

○コミュニティフェローの認定（No.59） 

地域の活性化や地域課題の解決に貢献できる人材を育成するため、「しずおか学」等を通じて地域に関する知識を習得した上で、地域における活動への積極的な参加を通じ

て地域活動の技能を身に付けた学生を「静岡県立大学コミュニティフェロー」として認定。令和３年度は 73人を認定するとともに、顕著な実績をあげたコミュニティフェロ

ーの中から８人に特別表彰を行った。 

 

（4）グローバル化 

○コロナ禍における海外留学に対する関心の維持（No.62Ｓ） 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により対面の開催が困難な事業（海外留学セミナー、海外留学カウンセリング、交換留学フェア、ビクトリア大学（カナダ）短期語学

研修など）についてオンラインで代替実施した。本学へ交換留学を予定している海外協定校の学生が現地から参加したり、実習等で渡航参加が難しかった看護学部の学生が
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語学研修に参加したりするなど、オンラインの利点を生かした取組を進めることができた。 

 

○協定締結大学との継続的な交流の推進（No.62Ｓ） 

交換留学派遣については、特例制度を新設し、ワクチン接種等の条件を満たせば渡航可能とし、５か国に８人を派遣した。（韓国３人、ロシア１人、スペイン２人、フラン

ス 1人、アメリカ１人）。海外からは、国費留学生としてラオスから１人（大使館推薦）を受け入れた。 

 

○国際学生寮(富学寮）の整備（No.62Ｓ） 

キャンパス環境のグローバル化促進の一環として、教職員住宅を改修して日本人学生と外国人留学生が混住する国際学生寮（国際シェアハウス）を本学で初めて整備した。

令和４年４月の開寮に向けて、学生主体の運営体制や多くの学生に入居の機会を与えるための在寮期間の設定等を定めた関係規程を整備するとともに、入寮者の募集・選考

等を実施した。 

本学生寮は、学生が共同生活をする単なる寮にとどまらず、留学生と本学学生の双方がお互いの国の文化や言語等を主体的に学ぶことができる場の提供を目指し、寮生の

生活を支援し寮内外の交流促進に携わり寮生のまとめ役となる「レジデント・アシスタント（RA）」1人を配置し、寮生が自主的に活動し、主体的に運営する体制を整備した。 

国籍、年齢、立場を超えた交流から多様な価値観を学ぶことが期待できる場の提供を目的に、地域住民との共生に配慮したコミュニティーガーデンを設置した。 

寮の愛称を広く学内から公募した結果、多くの学生・教職員から応募があり、本学生寮に対する関心の高さを示すともに、次年度以降の活動に向けた機運醸成を図ること

ができた。 

 

２ 令和２事業年度の評価結果における課題、意見及び指摘等に対する対応状況 

（1）評価に当たっての意見、指摘等 

   ア 看護職のリカレント教育の拠点を目指し「看護実践教育研究センター」を令和２年 12月に設置し、令和３年度から特定行為に係る看護師の研修を開始した。今後も現役

の看護職の学びの拠点となるよう、教育内容の充実を図られたい。（No.11、No.46） 

    （令和３事業年度実績） 

・リカレント教育推進の一環として、令和３年４月より看護師特定行為研修を開始した。第１期生として１名が入講、６か月の基礎科目の学習後、10月から研修協力病院

で臨地実習を行い、1月に研修を修了した。９月には第２期生の入構試験を実施して２名合格、入構した。 

・連携する研修協力施設が実施する「特定行為研修指導者講習会」に講師を派遣し、県内における特定行為研修指導体制に貢献した。 

・新規企画として、令和４年度からリカレント教育事業として「看護研究支援」の看護研究基礎講座と看護研究における数値の読み方講座、地域貢献事業として「健康長

寿支援」の地域在住高齢者のフレイル予防講座を開始するための準備を進めた。 

    （令和４年度計画） 

・「特定行為に係る看護師の研修制度」による看護師特定行為研修を引き続き実施する。 

・リカレント教育事業として、看護師特定行為研修を継続するともに、「看護研究」の基礎セミナー・統計セミナーを企画・実施、地域貢献事業として「健康長寿支援」の

地域在住高齢者のフレイル予防講座を企画・実施する。 

    

イ 大学院の入学定員未充足について、各研究科において学生確保のための様々な努力の結果、改善が見られたが、博士後期課程については充足には至らなかった。今後も

引き続き学生の確保に努められたい。（No.27） 

    （令和３事業年度実績） 

・大学院志願者数の増加を目指し、各研究科等において各種取組を推進した。 

・薬食生命科学総合学府(薬系）では、動画配信による大学院説明会を実施した。また、英語版のホームページを作成した。 

・薬食生命科学総合学府(食系）では、大学院進学率を上げるため、内部学部生を対象とした大学院説明会を実施し、内部生の大学院進学を促した。また、動画配信による

大学院説明会も実施した。また、静岡県工業技術研究所の一般職員を対象に大学院説明会と学内見学会を実施した。また、留学生を含めた志願者数向上を目指し大学院
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ホームページの英語版を作成した。 

・国際関係学研究科では、令和３年度から志願者数向上の改善のために、新たにオープンキャンパス委員会を設置して精力的に活動を実施した。令和３年度から留学生の

志願者数向上のために、従来の静岡県内の日本語学校だけでなく、東京都を中心とした日本語学校を初めて対象として大学院説明会を開催した（前期オープンキャンパ

ス:６月 12 日、後期オープンキャンパス:11 月 19 日、大学院説明会：５月 12 日（日本健康医療専門学校ライフデザイン科）、５月 19 日（ACC 国際交流学園）、10 月 18

日（ACC 国際交流学園）、2 月 17 日（本学学部生対象））。また、志願者と志望指導教員のマッチングを重視した内容にオープンキャンパスの仕組みを改革した。令和３

年度より入学者選抜方式を改善し、二次募集において新たにオンラインによる口頭試問を実施した。 

・経営情報イノベーション研究科では、大学院志願者向けて Zoomによるオンライン相談会を実施した。また、観光分野を中心に地方自治体や DMO、観光協会等に対し博士

前期課程への進学を紹介し、協力を求めた。また、社会人講座の機会を利用してリカレント教育の一環として博士前期課程への進学を PRした。 

・看護研究科では、ハイブリッド（対面とオンラインの両方で同時に実施）で１回、オンラインで１回開催し、専門領域紹介や修了生による講演会、対面時は教員相談や

在校生交流会を行った。大学院進学情報サイトへの掲載、関係各所への大学総合案内、看護学研究科案内の送付を活用した広報活動を行った。 

（令和４年度計画） 

・大学院説明会を開催し、他大学及び社会人、海外からの志願者の増加を図る。また、志願者数の増加及び社会人大学院生・留学生を確保するために、積極的な広報活動

を展開する。（薬学専攻、薬科学専攻、薬食生命科学専攻） 

・内部からの大学院進学を促すとともに、社会人や海外からの大学院生を確保するための効果的な大学院説明会の在り方を検討する。また、大学院ホームページの英語版

を充実させ、海外からの留学志願者に PRする。（食品栄養科学専攻、環境科学専攻） 

・観光分野の博士前期課程志願者の確保に向け、引き続き地方自治体等に積極的に働き掛けていくほか、社会人講座を通じた情報発信に努める。あわせてツーリズム研究

センターのホームページやパンフレットを改訂し、情報発信の強化に努める。（経営情報イノベーション研究科） 

・募集要項やホームページへの掲載内容を充実させることにより、情報発信を強化し、外国人留学生の確保に努める。（経営情報イノベーション研究科） 

・オープンキャンパスを中心に入学者選抜方法、教育方法、長期履修制度などの広報を行い、入学者確保対策を行う。（看護学部、看護学研究科） 

・入学定員数の在り方について、引き続き検討を行う。（食品栄養科学専攻、環境科学専攻、看護学研究科） 

 

ウ 平成 29年度から令和元年度まで、出題ミスを原因とする入試ミスが３年連続で発生していたが、令和２年度は、外部の事前点検を導入し点検システムを一層強化した結

果、再発を防ぐことが出来た。 

 入試ミスは受験生に影響を与え、大学の社会的評価にもつながるため、今後も入試の適正な実施に向け、組織的に取り組むことを望む。（No.29） 

（令和３事業年度実績） 

・各部局での作問段階における点検強化とともに、令和２年度に事前点検を導入し従来よりも強化した点検システムを令和３年度も継続し実施した。 

・入試問題検討委員会において、外部委員による点検を実施した。（短期大学部） 

    （令和４年度計画） 

・令和６年度実施の大学入学者選抜の個別学力検査及び大学入学共通テストにおいて課す教科・科目等を決定し公表するとともに、広く県内外の高校生や高校教員等に周

知できるよう、各種説明会や相談会等での広報活動に注力する。 

・高大接続改革の目的に沿った対応のため、選抜種別間での募集人員の変更や、一般選抜における試験実施方法の詳細について検討を行う。（短期大学部） 
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中 

期 

目 

標 

社会の要請や教育研究の進展を踏まえ、理事長・学長のリーダーシップのもと、大学間連携の推進や、教育研究組織の在り方の検討を行うなど、大学の機能

強化と魅力の向上に取り組む。 

また、教員と事務職員の連携及び協働を推進するとともに、業務改善や事務局機能の強化により、生産性の高い業務運営を行う。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 理事長・学長のリーダーシップ
を支えるため、法人・大学事務局
組織及び学長補佐体制等につい
て、必要に応じて見直しを行うと
ともに、様々なデータを収集・分
析・情報発信する IR機能の構築と
活用を図る。 

（№67） 
 

・ 法人の意思決定を戦略的かつ円滑に行うた
め、定期的に役員会を開催する。 

・ 理事長と学長の一体化を契機に、より戦略的
かつ機動的な大学経営を図るため、事務局組織
の改編を検討する。 

・ 他大学の各種データを収集・比較・分析する
ことで本学の特徴を把握し、大学運営に活用す
る。 

（№67） 
 

・ 役員会を毎月１回以上開催し、円滑に法人の意思決定
を行った。 

・ 理事長と学長の一体化を契機に、より戦略的かつ機動
的な大学運営を図るため、事務局組織を改編の検討を進
めた。令和 4 年度から法人事務局と大学事務局を事務
局として統合し、法人全体に係る事務を一元管理する経
営戦略部を新設した。また、必要な規程等の改正を行っ
た。 

・ 情報発信の方法としてファクトブックの記載を工夫
し、IR機能を強化した。また、SDGsの観点から光熱水
量などの項目を追加した。本学の特徴をより分かりやす
い形で紹介するため、ファクトブックのグラフ版を新た
に作成した。 

A 

 
 

・ 社会の要請や教育研究の進展を
踏まえつつ、本学の強みを活かし
た教育研究力の向上やグローバル
化の推進に取り組むため、他大学
との連携・協働の推進や、各学
部・各研究科（院）・学府・短期大
学部等の組織の見直しを行う。 

（№68） 

・ 他大学との連携・協働に引き続き取り組む。
また、ふじのくに地域・大学コンソーシアムに
おける情報交換を通じて、連携策の情報収集や
検討を進める。 

・ 理事長と各学部長・研究科長を始めとした各
部局長との意見交換を継続し、その議論を踏ま
え必要な検討を進める。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響による、今
後の大学の教育研究活動の在り方について検
討する。 

（№68） 
 

・ 静岡大学グリーン科学技術研究所と共同利用機器の
相互利用を行うことで研究連携を深めた。第３回静岡県
三大学連携シンポジウムのオンライン開催に共同参画
し、静岡大学グリーン科学技術研究所及び浜松医科大学
との相互連携を引き続き強化した。 

・ ふじのくに地域・大学コンソーシアムの SD研修企画
委員として、本学からは１人の職員が参加した。令和３
年度は、SD研修企画委員会が１回開催され、SD研修会
での講演テーマについて審議された。SD 研修会は第１
回が 9/17、第２回は 2/22に開催された。本学からは第
２回目の研修会に３人の職員が参加し、コンソーシアム
加盟校の教職員とともに、今後の大学間連携について、
他地域コンソーシアムの好取組を交え、意見交換を行っ

A 

 
 

第３ 法人の経営に関する目標 

１ 業務運営の改善 

(1) 戦略的かつ効率的な組織・業務運営 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
た。 

・ 理事長（学長）と副学長、学部長・研究科長などと日
常的に意見交換を行うことにより、必要な情報を収集
し、トップとしての考えを各部局に伝えるとともに、議
論を深め大学運営について必要な検討を進めた。 

・ 理事長（学長）と法人固有の若手事務職員などとの意
見交換の場を持ち、職員の士気向上や風通しの良い職場
づくりにつなげた。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、学生
へのアンケート結果等の情報を大学内で共有した。 

・ 大学運営の一体的かつ効率的な
業務運営を進めるため、学内の各
種委員会や会議における意見交換
などを通じて教員と事務職員の連
携を強化するとともに、事務処理
の集中化による業務改善、人員配
置の見直しによる事務局機能の強
化等により、生産性の高い業務運
営を図る。 

（№69） 
 

・ 令和２年度に試行した法人固有事務職員の異
動の時期を検証し、異動時期や配置において効
率的な事務局運営を行う。 

・ 大学運営会議において、感染症対策に関する
情報等を共有し、引き続き教職員間の連携に取
り組む。 

・ システムの利便性の向上及び決算事務に向け
た効率化のため、新財務システムのカスタマイ
ズの検討を継続する。 

（№69） 
 

・ 法人固有事務職員の人事異動について、令和２年度の
８月１日異動がスムーズだったため、令和３年度も年度
替わりの繁忙期・県派遣職員等の異動時期とずらして、
８月１日付けで行った。 

・ 大学運営会議において、新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う授業実施方針、ワクチン職域接種等に関する情
報を構成員で共有した。 

・ 大学運営会議において、構成員に部長以上の事務職員
を、またオブザーバーとして副学部長の出席を求めた。
その結果、教員と事務局職員との間で情報の共有、連携
の強化が図られた。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、授業や食事の
際の感染拡大防止対策や学生アンケート結果、職域接種
の実施等に関する情報を構成員で共有した。 
システムの利便性の向上及び決算事務に向けた効率化
のため、新財務システムのカスタマイズの検討を行っ
た。 

・ 外部資金項目において２件（1,086千円）のカスタマ
イズを実施した。 

A 
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中 

期 

目 

標 

ア 人事制度の運用と改善 

中期目標及び中期計画の推進や教育研究の質の向上を図る観点から、教職員の任用制度及び評価制度の運用と改善を図る。 

さらに、中長期的な視点に立って計画的な人員確保や人員管理を行うとともに、多様な人材が活躍できる組織づくりに取り組む。 

イ 職員の能力開発 

事務職員の専門性を高めるため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ：組織的に行う職員の職務能力の開発活動）を充実させる。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 

ア 人事制度の運用と改善 

・ 教員評価制度の内容や評価結果
の活用等の検証や改善を行い、的
確な運用と定着を図るとともに、
法人固有職員の計画的な採用によ
り事務局の専門性を向上させる。 

  また、多様な人材が安心して活
躍できる勤務環境の向上を図るた
め、必要に応じて、職員人事制度
の見直しや運用改善を行う。 

 〈数値目標〉 
  県派遣職員の法人固有職員への
切替割合（※）６割程度（令和６
年度） 

 ※ 目標値の割合は、法人化時点
の県派遣職員を法人固有職員に
切り替えた割合。 

（№70） 
 

・ 引き続き、教員評価結果の処遇への反映（表
彰制度、サバティカル研修）の検証を行うとと
もに、任用制度や人事制度等の問題点の把握に
努め、教員人事委員会制度の適切な運用を図
る。 

・ 令和２年度までの採用実績等を踏まえ、法人
固有事務職員の採用を計画的に進めるととも
に、法人の健全な経営を担うマネジメント力の
ある人材を確保し、育成していくために、人材
育成計画策定の検討を行う 

（№70） 
 

・ 令和３年度、８回目となる教員評価学長表彰を行っ
た。学内に定着し、教員の士気向上に役立てた。なお、
新たに言語コミュニケーション研究センター所属教員
に対し教員活動評価結果を学長表彰に活用することと
した。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度
のサバティカル研修利用者はなかった。 

・ 上記の着実な実施・推進とともに、引き続き、教員評
価結果の処遇への反映の在り方について検証を行った。 

・ 令和３年４月付けで法人固有事務職員２人を採用し、
県派遣職員からの切替え分とした。また、令和４年度の
採用手続を進め、法人固有事務職員４人を採用し、うち
２人を県派遣職員からの切換え分とした。なお、採用に
当たり県派遣職員の比率が高い主査以上の席を担い、事
務局の即戦力となる人材を確保するため、初めて職務経
験者試験を実施し、うち３人を採用した。 

・ 事務局職員人材育成方針について検討を行い、策定し
た。 

A 

 
 

イ 職員の能力開発 

・ 職員が大学運営に必要な知識・
技能を適切に習得できるよう、外
部研修、学内研修及び OJT等の充
実を図るとともに、他大学と連携

・ 法人固有事務職員については、外部研修を活
用し、大学事務に精通した職員の育成を行うと
ともに、他大学職員との連携を図る。 

・ 併せて、能力開発に必要となる研修を適切な

・ 全教職員を対象に、大学運営に必要な考え方や生涯学
習に関する SD/FD研修会を実施した。また、今後採用試
験等の人事業務を担う可能性がある中堅プロパー職員
及び県派遣職員を対象として、採用面接の際の人物評価

A 
 

 

第３ 法人の経営に関する目標 

１ 業務運営の改善 

(2) 人事運営と人材育成 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
して共同研修に取り組むなど、職
員の専門性を高め、職務能力の向
上を図る。 

（№71） 
 

時期・内容で実施できるよう研修計画の策定を
検討する。 

・ 公立大学法人協会、全国公立短期大学協会等
を通じ、他大学の研修実施状況に関する情報を
収集する。 

（№71） 
 

研修を実施し、事務職員に必要な知識等の習得を図っ
た。 

・ 法人固有事務職員については、公立大学協会を中心と
した外部研修を通じて、新規採用者に対する基礎的なセ
ミナーや出納室担当者に対する会計セミナー等、職位や
目的に合った研修を活用した。 

・ 事務局職員人材育成方針に基づき、研修体系について
検討し、策定した。  

・ 短期大学部においては、全国公立短期大学協会主催の
研修会にオンライン参加し、他大学の情報を収集した。 
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中 

期 

目 

標 

教職員のコンプライアンスに対する意識の徹底、情報漏えいなど業務遂行上のリスク管理の強化や監査の効果的な実施により、法令等に基づく適正な教育研

究活動及び大学運営を行う。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 法人業務方法書に基づく内部統
制体制の確実な運用を図るため、
コンプライアンス研修の実施とと
もに、様々な機会を捉え、法令遵
守等に関する方針や重要法令の周
知、コンプライアンス意識の徹
底、情報漏えい等のリスク管理の
強化、不正経理の防止などに取り
組む。 

（№72） 
 

・ FD講習会や SD講習会、学外の研究会等の様々
な機会を活用し、教職員に対し引き続きコンプ
ライアンス意識（個人情報の管理及び情報漏え
いリスク管理を含む。）の向上及び徹底を図る。 

・ 補助金等会計の適正な執行のため、会計の諸
規定の確認を徹底するとともに、執行状況を的
確に把握する。 

（№72） 
 

・ 学内で開催する講習会や研修、e-ラーニングを活用し
て、教職員に対するコンプライアンス意識の向上を図っ
た。また、情報セキュリティ研修会を通じて、情報管理
や漏えいリスクについて理解を深めた。 

・ 研究活動に携わる教職員を対象として研究倫理教育
及びコンプライアンス教育を実施し、研究不正及び研究
費不正の防止に向けたコンプライアンス意識の向上を
図った。 

・ 補助金等会計の適正な執行のため、会計諸規定の確認
を徹底した。また、財務会計システムにより教職員の執
行状況を的確に把握した結果、予算の過不足や誤った会
計処理は発生しなかった。(短期大学部） 

A 

 
 

・ 監事及び会計監査人と連携した
内部監査を実施し、法人業務の適
正化を図る。 

（№73） 

・ 過去に行った監事や会計監査人の監査等の結
果を踏まえ、内部監査の項目、実施方法等を検
討し、より効果的な監査を行う。 

（№73） 
 

・ 監事及び会計監査人と連携した内部監査についての
マニュアル化を実施した。 

・過去の監事監査や会計監査人による監査で意見等のあ
った項目の改善措置が的確に行われているか再確認を
行った。 A 

 
 

 

  

第３ 法人の経営に関する目標 

１ 業務運営の改善 

(3) コンプライアンスの強化 



78 

 

 

 

 

 

 

 

中 

期 

目 

標 

科学研究費補助金をはじめとする競争的資金や産学民官連携による共同研究費・受託研究費、寄付金などの外部資金の獲得等を通じ、積極的に自己収入の確

保に努めるとともに、安全かつ効果的な資産運用等を行い、財政基盤の強化を図る。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 科学研究費補助金、受託研究、
共同研究等の外部資金の獲得に向
け、制度の紹介や申請方法に関す
る学内説明会を実施するなど、全
教員に対し、増加に向けた取組を
促すとともに、奨学寄附金やおお
ぞら基金については、寄附者の理
解を得るために大学の教育研究活
動の PRを進めながら寄附金の確保
を図る。 

  また、施設使用料などの自己収
入や民間企業等による学生支援の
ための奨学金についても、積極的
に確保を進める。 

（№74） 
 

・ 科学研究費補助金を獲得するための申請方法
の説明会を実施する。 

・ 静岡県から採択を受けた、健康食産業振興事
業を引き続き着実に推進する。 

・ おおぞら基金への寄附拡大のため、本学広報
誌の配布時に案内をするなど、寄附者への周知
を図る。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により困窮
した学生への支援をホームページ等により引
き続き広報する。 

・ 大学施設について、新型コロナウイルス感染
症の影響を考慮しながら、地域での利用や、各
種試験、学会、研究会等での利用を促進する。 

（№74） 
 

・ 大学運営会議（７/８）において、科学研究費助成金
の募集と説明会開催について説明の上、科学研究費助成
金を核とするための申請方法等の説明会を実施した。
（８/11草薙キャンパス、８/10小鹿キャンパス。併せ
てウェブ配信も実施） 

・ ふじのくに発イノベーション推進機構を中核として、
静岡県や地域産業との連携を深め、健康食イノベーショ
ン推進事業（約６千万円）を獲得し、同事業において機
能性開発プラットフォームの強化、データヘルス・リビ
ングラボの構築、及び専門人材の育成を実施した。b 

・ おおぞら基金への寄附拡大のため、本学広報誌の配布
時にチラシを配布した。また新型コロナウイルス感染症
の影響により困窮した学生への支援としてホームペー
ジ等により広報し学生支援の寄附金を獲得した。また、
インターネットによる寄附申込みについて、令和４年度
から実施するための検討を行った。 

・ 地域・産学連携推進室と連携して、令和４年度科学研
究費助成金を獲得するため、草薙キャンパス（8 月 11
日）、小鹿キャンパス（8月 10日）及びオンデマンドで
公募要領等説明会を実施した。（短期大学部） 

・ 外部貸出において、資格試験等はほぼ通年通り実施さ
れ、86件で 3,388千円の貸出収入の実績があった。 

A 

 
 

第３ 法人の経営に関する目標 

２ 財務内容の改善 

(1) 自己収入の確保 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
【再掲】 
・ 外部資金（科学研究費補助金、
受託研究費・共同研究費等（おお
ぞら基金を除く。））は、過去の年
度実績平均を超える金額及び件数
の獲得を目指す。 

 〈数値目標〉 
  外部資金 
 ・獲得金額  第１期及び第２期計

画期間の年度平均を超
える金額の維持 

 ・獲得件数  第１期及び第２期計
画期間の年度平均を超
える件数の維持 

（№51） 
 

【再掲】 
・ 質保証委員会において、教育研究組織や教育
研究等環境について、大学基準協会の点検・評
価項目に対する取組状況を把握し、改善・向上
にむけた取組を推進する。 

・ US フォーラムにおける発表を通じて研究水
準の向上を図る。 

・ 各教員から教員活動実績報告書の提出を受
け、前年度の教育研究活動の状況を確認すると
ともに、教員活動評価学長表彰を行うことによ
り、教員の士気向上を図る。 

・ 科学研究費補助金を獲得するための申請方法
の説明会を実施する。 

・ 産学官連携活動をより一層推進するため、ふ
じのくに発イノベーション推進機構の体制を
整備し、大学組織として、静岡県や地域産業と
の連携を深め、健康食イノベーション推進事業
等の学際的研究事業に取り組む 

 
 〈数値目標〉 
  外部資金 
 ・獲得金額 第１期及び第２期計画期間の年度

平均を超える金額の維持 
 ・獲得件数 第１期及び第２期計画期間の年度

平均を超える金額の維持 
（№51） 
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中 

期 

目 

標 

財務状況の継続的な検証・分析に基づく適切な予算管理により、効率的な予算執行を進め、自律的かつ安定的な経営を確保する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 資金運用・資金管理において
は、安全性や効率性等を考慮して
適正に行う。 

（№75） 
 

・ 年度の資金運用方針に基づき情報収集に努
め、引き続き資金の安全かつ効率的な運用を図
る。 

（№75） 

・ 年度の資金運用方針に基づき情報収集に努め、安全か
つ効率的な運用を図った。 

A 

 
 

・ 学内のニーズを踏まえつつ財務
諸表等の検証・分析を行い、中期
計画の重点事項への予算配分や光
熱水費等の経費の節約による効率
的な予算執行を図る。 

 〈数値目標〉 
  管理的経費の削減率（※） 

前年度決算比で１％の削減（年
度） 

  （前年度管理的経費－当年度管
理的経費）/前年度管理的経費 

 ※ 管理的経費…財務諸表におけ
る一般管理費のうち、租税
公課や減価償却費、修繕費
等の義務的な経費は除く。 

（№76） 

・ 既存事業の見直しや再構築、重点化に加え、
事務の効率化を図り、教育・研究活動の向上に
つながる事業に対して、財務諸表等の分析結果
も考慮し、計画的、戦略的に予算配分を行う。 

・ 予算執行状況の把握に努め、特に業務内容の
見直しによる時間外勤務の削減を図るほか、光
熱水費や事務的経費の節約を引き続き実施す
る。 

 
 〈数値目標〉 
  管理的経費の削減率（※） 
   前年度決算比で１％の削減（年度） 
   （前年度管理的経費－当年度管理的経費）

/前年度管理的経費 
 ※ 管理的経費…財務諸表における一般管理

費のうち、租税公課や減価償却費、修繕
費等の義務的な経費は除く。 

（№76） 
 

・ 令和３年度当初予算編成方針を踏まえ、第３期中期計
画の重点的な取組を優先し、教育・研究活動の維持・向
上に繋がる事業に対して効果的に予算配分を行った。 

・ 適時に年間の執行見込を学内に確認し、適切な予算管
理を行った。 

・ 消費税の節減を目的に過去５年分の申告内容を見直
した。 

・ 複数年契約や一般競争入札の実施のほか、消耗品購入
方法の見直しや夏期の節電呼び掛けなどにより経費の
節約を図った。 

・ 光熱水費の節減を図るため、省エネ性能の高い機器の
導入や省エネに係る通知による啓発を行った。 

・ 業務の効率化や年度途中での業務分担の見直し、室を
またいだ業務支援等により時間外勤務の削減を図った。
また、光熱水費においては冷暖房の運転を天候に応じて
弾力的に行うことで経費を節約した。（短期大学部） 

  〈数値目標〉 
  管理的経費の削減率  前年度決算比＋2.7％ 

A 

 
 

  

第３ 法人の経営に関する目標 

２ 財務内容の改善 

(2) 予算の効率的かつ適正な執行 
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中 

期 

目 

標 

既存の施設・設備を有効に活用するとともに、長寿命化の基本方針に従い、中長期的な計画のもと適切な施設整備及び維持保全を推進する。 

整備・改修の際には環境やユニバーサルデザインなどにも十分配慮する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ インフラ長寿命化計画に基づ
き、施設の劣化診断・定期点検を
確実に実施するとともに、年間授
業スケジュールや環境・ユニバー
サルデザインに配慮した計画的な
施設整備及び維持保全を行う。 

（№77） 
 

・ 大・中規模修繕計画に基づき、消防設備更新、
エレベータ設備改修、空調換気設備改修等を行
う。 

・ 衛生環境の改善を図るため、トイレの床の乾
式化等の改修を行う。 

・ 大学運営に支障をきたさないよう、定期点検
を着実に実施する。 

（№77） 

・ 大・中規模修繕計画どおり消防設備更新、EV 設備更
新、空調換気設備更新などを行った。 

・ 衛生環境の改善を図るため、学生の利用頻度が高く、
老朽化の進んだ一般教育棟、食品栄養科学部棟、講堂の
トイレ設備の改修(和式便器の洋式化・湿式から乾式へ
の床の改修・洗浄便座の設置・洗面設備の自動水洗化)
を行った。 

・ 大学運営に支障をきたさないよう、定期点検を着実に
実施した。 

A 

 
 

 

  

第３ 法人の経営に関する目標 

３ 施設・設備の整備、活用等 
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１ 法人の経営に関する取組 

１ 業務運営の改善 

○事務局組織の改編（No.67） 

理事長と学長の一体化を契機に、より戦略的かつ機動的な大学運営を図るため、事務局組織を改編の検討を進めた。令和４年度から法人事務局と大学事務局を事務局とし

て統合し、法人全体に係る事務を一元管理する経営戦略部を新設した。 

 

○ファクトブックの充実（No.67） 

SDGsの観点から光熱水量などの項目を追加するとともに、本学の特徴をより分かりやすい形で紹介するため、グラフ版を新たに作成した。 

 

○他大学との連携・協働の推進（No.68） 

静岡大学グリーン科学技術研究所と共同利用機器の相互利用を行うことで研究連携を深めた。第３回静岡県三大学連携シンポジウムのオンライン開催に共同参画し、静岡

大学グリーン科学技術研究所及び浜松医科大学との相互連携を引き続き強化した。 

 

○職務経験者試験の実施（No.70） 

事務局の即戦力となる人材を確保するため、令和４年度の法人固有事務職員の採用に当たり、職務経験者試験を初めて実施し、３人を採用した。 

 

○事務局職員人材育成方針及び研修体系の策定（No.70、71） 

法人の健全な経営を担うマネジメント力のある人材を確保し、育成していくため、人材育成方針を策定した。 

 

○消費税の収入区分の見直し（No.76） 

消費税の節減を目的に過去５年分の申告内容を見直した。 

 

○トイレ設備の改修工事（No.77） 

衛生環境の改善を図るため、学生の利用頻度が高く、老朽化の進んだトイレ設備の改修(和式便器の洋式化・湿式から乾式への床の改修等)を行った。 

 

Ⅱ 法人の経営に関する特記事項 
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中 

期 

目 

標 

定期的に実施する自己点検・評価や、第三者機関による外部評価等の結果を活用し、教育研究及び業務運営の改善と充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 自己点検・評価システムの改善
を行うとともに、定期的に実施す
る自己点検・評価や大学認証評価
等を踏まえながら、教育研究及び
業務運営の改善と充実を図る。 

（№78） 

・ 教育の内部質保証について、大学質保証委員
会及び部局質保証委員会で自己点検・評価を行
い、その結果を基に改善・向上に取り組む。 

・ 短期大学部では、法人・県大の質保証委員会
設置状況を見据えながら、連携した取り組みが
できるよう質保証委員会の見直しを行う。 

・ 静岡県公立大学法人評価委員会による評価を
受審するとともに、令和２事業年度の業務実績
に関する評価結果を踏まえた業務改善に、各項
目記載のとおり取り組む。 

（№78） 
 

・ ５月、11 月及び２月に大学質保証委員会を開催し、
大学基準協会の大学基準及び「改善報告書検討結果」へ
の各部局の対応状況を確認した。 

・ 大学内部質保証規程を改正し、新たに「３つのポリシ
ー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の
方針及び入学者受入れの方針）策定のための全学的な方
針」並びに「内部質保証に関する全学的な手続」を規定
した。 

・ 質保証規程・細則を改正し、質保証委員会の見直しを
行った。また、令和５年度認証評価受審の準備としての
認証評価評価項目への適合状況について確認を進めた。
（短期大学部） 

・ 令和２事業年度の評価について、教育研究審議会や中
期・年度計画推進委員会の場で説明を行い、問題意識を
共有しながら、令和３事業年度の事務改善や令和４事業
年度の年度計画に反映させた。 

A 

 
 

 

  

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実 
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中 

期 

目 

標 

教育研究活動や業務運営について、情報公開を推進するとともに、効果的な情報発信の在り方の検証のもと、大学の理念や教育研究活動等に関する広報を、

国内外に対し積極的かつ効果的に展開する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 静岡県情報公開条例の実施機関
として適正な情報公開を行うとと
もに、業務運営等に関する情報を
積極的に公開する。 

  また、教育研究活動や地域貢献
活動に関する情報など効果の高い
広報資源を活用し、その情報に適
した広報媒体を選択しながら、積
極的に大学の魅力が国内外に伝わ
るよう発信する。 

（№79） 
 

・ 教職員を対象に、引き続き情報公開・個人情
報の保護に関する周知を行い、情報の適正な取
扱いを図る。 

・ 教育研究活動や地域貢献活動に関する情報な
どを機関誌や大学ホームページ、公式 SNSを活
用し積極的に発信する。 

・ 進学情報サイトの内容充実を図り、教育研究
活動や地域貢献活動に関する情報などを動画
も活用しながら積極的に発信する。また、教職
員の広報意識を高めるため、広報研修会を実施
する。 

（№79） 
 

・ 教職員を対象に、情報セキュリティ研修会を実施し
た。 

・ SDGs の取組を含めた地域貢献活動については、公式
ウェブサイトだけでなく、広報誌にも特集を組んで紹介
するなど、積極的な情報発信を実施した。 

・ 本学のウェブアクセシビリティ方針に基づき、令和３
年度も規格対応の状況調査を実施し、当該結果を公式ウ
ェブサイトで公表した。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年度
に引き続き、対面実施を取りやめた夏休み県大ツアーに
ついては、各学部の特色を生かした実験や豆知識などを
紹介する動画配信により実施した。 

・ 令和元年度から掲載を開始した進学情報ウェブサイ
ト(マナビジョン)については、学部ごとに過去４年の受
験者数を参考に配信地域や志望度などの見直しを行い、
よりターゲットを絞ったメッセージを配信し、効果的な
情報発信を進めた。 

・ 令和３年度は、新たな進学情報ウェブサイト(ゆめナ
ビ)により、本学教員の授業概要及び講義動画を同サイ
トで公開するとともに、オンラインで実施した講義ライ
ブでは６名の教員の講義に計 1,646 名が参加した。ま
た講義動画が 1年間で 2,132回視聴された。 

A 

 
 

  

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

２ 情報公開・広報の充実 
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１ 自己点検・評価及び情報の提供に関する取組 

○外部評価等の大学運営への反映（No.78） 

令和２事業年度の評価について、教育研究審議会や中期・年度計画推進委員会で説明を行い、問題意識を共有しながら、令和３事業年度の事務改善や令和４事業年度の年

度計画に反映させた。 

大学質保証委員会を開催し、大学基準協会の大学基準及び「改善報告書検討結果」への各部局の対応状況を確認した。また、大学内部質保証規程を改正し、新たに「３つ

のポリシー（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針及び入学者受入れの方針）策定のための全学的な方針」並びに「内部質保証に関する全学的な手続」を

規定した。 

○広報の充実等（No.79） 

SDGsの取組を含めた地域貢献活動について、本学の公式ウェブサイトだけでなく、広報誌にも特集を組んで紹介するなど、積極的な情報発信を実施した。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年度に引き続き対面実施を取りやめた「夏休み県大ツアー」について、各学部の特色を生かした実験や豆知識などを紹介す

る動画配信により実施した。 

進学情報ウェブサイト(マナビジョン)について、学部ごとに配信地域や志望度などを見直し、よりターゲットを絞ったメッセージを配信し、効果的な情報発信を推進した。

また、新たな進学情報ウェブサイト(ゆめナビ)により、本学教員の授業概要を紹介するとともに、授業の動画を公開するなど、受験生への情報発信を積極的に実施した。 

 

Ⅲ 自己点検・評価及び情報の提供に関する特記事項 
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中 

期 

目 

標 

学生及び教職員の安全・健康や全学的な安全衛生管理体制を確保するとともに、事故、災害等の未然防止と適切な対処に向け、地域社会と連携し、危機管理

体制を拡充する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 学生及び教職員の安全確保と健
康保持のため、労働安全衛生法に
基づく安全衛生管理体制の充実・
強化を図るとともに、実験等にお
ける安全管理意識の全学的な啓発
と徹底、毒劇物等の薬品の一元管
理や廃棄物の適切な処理等を進め
る。 

（№80） 
 
 
 

・ 学生・教職員の健康診断を実施するとともに、
健康診断結果に基づく事後措置（二次健診の受
診勧奨、保健指導等）を徹底する。 

・ 学内における感染症対策のため、引き続き、
感染症管理対策委員会において感染症予防対
策を強化する。 

・ 作業環境測定等の外部専門家による評価結果
に基づき、安全設備の整備を行う。 

・ 安全衛生講習会の実施や、危険有害因子を含
む実験等を日常的に行う学生・教職員に「安全
実験マニュアル」を周知するなど、学内の安全
衛生に対する意識を高める。 

・ 薬品管理システムへの登録方法や化学物質の
取扱方法の講習会を開催し、その重要性を周知
する。 

（№80） 
 

・ 学生・教職員の健康診断を実施するとともに、健康診
断結果に基づく事後措置（二次健診の受診勧奨、保健指
導等）を徹底した。 

・ 感染症管理対策委員会の意見を踏まえて、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に向けた活動指針のレベルを
変更するなど感染症予防対策を実施した。b 

・ 危機管理委員会の感染症対策部会として、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に向けた活動指針、活動レベル
及び対応策等について、危機管理委員会での検討結果
や、専門的な見地から意見を報告した。 

・ 11月２日,４日に外部専門家による研究室の作業環境
測定を実施し、現状と改善点を研究室に周知した。また、
1月 19日に学内巡視を実施した。 

・ 実験に携わる学生と教職員へ、安全衛生講習会をオン
デマンド配信で実施し、「安全実験マニュアル」を周知
して学内の安全衛生に対する意識を高めた。 

・ 薬品管理システムへの登録方法や化学物質の取扱方
法を周知した。 

A 

 
 

・ 大学において発生し、または発
生することが予想される、緊急的
に対応すべき災害・事故・事件に
関するリスク・マネジメントを適
切に行うため、防災訓練の実施、
防災マニュアルや事業継続計画の
随時見直しなどにより、危機管理
体制の充実を図る。 

  静岡市や地元自治会、関係機関
等と連携を進めることにより、防
災・減災対策の充実や、学生が安
心して安全な生活を送ることがで

・ 自衛消防訓練の実施のほか、全学防災訓練（県
立大学・短期大学部）を実施し、災害等に備え
るとともに、防災体制の有効性を確認する。 

・ 防災マニュアルの見直しを行うとともに、学
生・教職員に周知し、防災に対する意識の向上
を図る。 

・ 事業継続計画の新型コロナウイルス感染対策
に関する見直しを行うとともに、教職員への周
知を図る。 

・ 防災管理点検結果に基づき、学内施設設備の
安全対策を実施する。 

・ 関係機関との連携や、大学周辺のアパート等

・ 草薙キャンパスでは、10月 21日に自衛消防訓練を、
11 月９日に避難訓練を伴わない全学防災訓練を実施し
た。また、小鹿キャンパスでは 11月４日に防災訓練及
び自衛消防訓練を実施した。 

・ 防災マニュアルの見直しを行い、教職員に周知した。 
・ 新型コロナウイルスにより出勤できない教職員が増
加した場合であっても、平時同様に事業を継続できるよ
う、無症状感染者や濃厚接触者を対象とした在宅勤務の
検証を実施した。 

・ 防災管理点検結果に基づき、耐震固定具を配付して設
置を呼び掛けるなど学内施設設備の安全対策を実施し
た。 

A 

 
 

第５ その他業務運営に関する重要目標 

１ 安全管理 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
きる環境づくりを推進する。 

（№81） 
 
 

管理者との連絡会開催を通じて、学生が安心し
て安全な生活を送ることができる環境づくり
を推進する。 

（№81） 
 

・ 関係機関（警察、消防、弁護士協会）との連携や、大
学周辺のアパート等管理者との情報交換等を行い、学生
が安心して安全な生活を送ることができる環境づくり
を推進した。 
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中 

期 

目 

標 

学生及び教職員に対するハラスメントを防止するなど、基本的人権を尊重するための制度や体制の整備、強化を図る。また、男女共同参画推進やダイバーシ

ティ（多様性）実現の観点から、学生や教職員に快適な教育研究に係る環境の整備を推進する。 

併せて、環境への負荷を低減するための取組を推進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ ハラスメントの根絶を目指し、
相談窓口体制の充実や重層的な研
修会等の実施により、防止・救済
対策の強化を図る。 

（№82） 

・ 学外相談員や各部局に配置する教職員の相談
員等によるハラスメントに関する相談窓口体
制を引き続き確保するとともに、学生に対する
リーフレットの配布やハラスメント相談窓口
の周知、ニュースレターの発行等により、ハラ
スメントの防止・救済対策の充実を図る。 

・ 教職員採用時のハラスメント研修を実施する
とともに、教職員を対象に実施する部局ごとの
ハラスメント研修会の広報を強化し、欠席者に
対しては当日の研修内容を録画した DVDを視聴
させるなど、引き続き全教職員にハラスメント
根絶のための意識を徹底させる。 

・ より相談しやすい体制の確保、専門的知見の
導入の観点から、ハラスメント相談や発生事案
の検証における外部資源の活用の方策につい
て検討する。 

（№82） 
 
 

・ 学外相談員や各部局に配置する教職員の相談員等に
よるハラスメント相談を実施した。 

・ ハラスメント相談日を毎月、全学生・全教職員へ周知
するほか、リーフレット配布、ニュースレター発行等に
よるハラスメント相談体制の広報に努めた。 

・ 教職員採用時のハラスメント研修を実施した。また、
各部局で実施するハラスメント研修会については、コロ
ナ禍において、Zoom によるオンライン講義、厚生労働
省のオンライン講座の活用など実施方法の工夫に努め
ながら実施し、欠席者に対しては研修内容の録画データ
を全教職員が視聴することを求め、意識啓発・徹底に努
めた。 

・ 短期大学部では５月 20日に教授会に引き続き、弁護
士法人静岡法律事務所 植松眞樹 氏をお招きしてハラ
スメント防止研修会を開催した。欠席者には録画を視聴
するハラスメント防止研修会を開催し、受講率 100％を
達成した。 

・ ハラスメント相談や発生事案の検証における外部資
源の活用の方策については、他大学の外部資源活用状況
の情報収集等行いながら引き続き検討した。 

 
 

A 

 
 

第５ その他業務運営に関する重要目標 

２ 社会的責任 
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中期計画 年度計画 計画の実施状況等 
自己 

評価 
検証 

特記事項 

（自己評価の判断理由等） 
・ 学内における男女共同参画の推
進やダイバーシティの実現のた
め、ジェンダーやマイノリティ等
に関する教育や意識啓発の一層の
充実を図るとともに、働き方改革
や育児・介護等への対応、性別を
問わず教職員の労働環境の整備を
進める観点から、ワーク・ライ
フ・バランスの取組をさらに推進
する。 

 〈数値目標〉 
  育児休業等の取得の推進 
 ・育児休業取得資格者 
   女性教職員の取得希望者の休

業取得率  100％ 
   男性教職員の休業取得者数 
         ２人以上 
  （令和元年度～令和６年度累

計） 
 ・育児休業以外の育児に関する諸

制度の利用者   ５人以上 
  （令和元年度～令和６年度累

計） 
（№83） 

 

・ ジェンダー・マイノリティに関する全学共通
科目を継続実施する。 

・ セクシュアル・マイノリティに関する啓発に
ついての他大学の取組事例等の情報を収集す
る。 

・ ワーク・ライフ・バランス実現の推進に向け
て多目的保育支援施設の活用や学生シッター
育成等に関する他大学等の事例情報を収集す
る。 

・ 教職員に対し、働き方改革への対応や育児・
介護休業等の取得のための周知を行い、ワー
ク・ライフ・バランスの取組を更に推進する。 

（№83） 
 

・ ジェンダー・マイノリティに関する全学共通科目を継
続実施した。 

・ セクシュアル・マイノリティに関する啓発についての
他大学の取組事例等の情報を収集した。 

・ ワーク・ライフ・バランス実現の推進に向けて多目的
保育支援施設の活用や学生シッター育成等に関する他
大学等の事例情報を収集した。 

・ 令和３年度から令和７年度までの５年間における、女
性活躍推進法及び次世代育成支援推進法に基づく一般
事業主行動計画を策定した。 

・ 全教職員に、本法人の次世代育成支援対策推進法に基
づく行動計画を周知し、出産・育児・介護支援に係る休
暇などの諸制度や各種相談ができることをメールで案
内した。また、室長会議で、働き方改革関連法施行によ
る、時間外労働や有給休暇など本学教職員に関連する事
項を説明した。 

・ 短期大学部では、採用時に教員マニュアルを渡して、
服務から施設、休暇、福利厚生等について説明した。ま
た、新規採用以外の教職員には、教員マニュアルを年度
当初にメールにて発信した。さらに、メールで年休５日
取得の促進等、働き方改革に向けた取組を依頼し、未取
得者には個別に口頭でも依頼した。その結果、全員が年
休５日を取得した。 

A 

 
 

・ 教職員や学生を対象に、環境に
関する教育や啓発活動を推進し、
二酸化炭素排出量の削減、省資
源、省エネルギー、リサイクルな
どを進め、エコキャンパスの実現
を図る。 

（№84） 
 

・ 環境負荷低減を図るため、教職員、学生等へ
の消灯奨励、冷暖房の節減、リサイクルの推進
等を行う。 

・ 機器更新に合わせて省エネ性能の高い機器を
導入する。 

（№84） 
 

・ 全館空調運転の通知に合わせて、消灯奨励、環境負荷
低減について啓発を行った。 

・ 大・中規模修繕計画により実施した空調換気設備更新
工事及び配電設備更新工事において、省エネ機器を導入
したことにより、使用エネルギーを削減した。 

・ 環境負荷の軽減を図るため、機密文書の廃棄について
シュレッダーによる廃棄を減らし、再利用可能な溶解処
理を推進した。 

 

A 
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１ その他業務運営に関する取組 

○ 女性活躍推進法等に基づく一般事業主行動計画の策定（No.83） 

令和３年度から令和７年度までの５年間における、女性活躍推進法及び次世代育成支援推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した。 

○ 機密文書の処理方法の改善などのリサイクルの推進（No.84） 

環境負荷の軽減を図るため、機密文書の廃棄についてシュレッダーによる廃棄を減らし、再利用可能な溶解処理を推進した。   

Ⅳ その他業務運営に関する特記事項 
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 ※ 金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しない場合がある。（以下の表も同じ） 

 

 

中期計画 年度計画 年度計画に係る実績  

１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

予 算 

令和元年度～令和６年度予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 繰越金等取崩収入 

               計 

 

２７，０２４ 

１，７０２ 

１２，０４８ 

１１，６４０ 

４０８ 

３，５２２ 

０ 

２２２ 

４４，５１８ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

３９，２９４ 

２９，５７７ 

９，７１７ 

１，７０２ 

３，５２２ 

０ 

４４，５１８ 
 

予 算 

令和３年度予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，６６６ 

４５９ 

２，０７６ 

２，０１５ 

６１ 

７８５ 

０ 

１４９ 

８，１３５ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，８９１ 

５，１６３ 

１，７２８ 

４５９ 

７８５ 

０ 

８，１３５ 
 

予 算（実績）  

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，６６８ 

４５９ 

２，０９０ 

２，０２１ 

６９ 

８１８ 

０ 

１４８ 

８，１８２ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，６０２ 

４，９７６ 

１，６２６ 

４５９ 

８３６ 

０ 

７，８９７ 
 

その他の記載事項 
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収支計画               

令和元年度～令和６年度収支計画  （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

  固定資産売却益 

 

純利益 

総利益   

４３，１２２ 

４３，１２２ 

３７，６５３ 

１０，２２７ 

２，７１２ 

２４，７１４ 

４，４６１ 

０ 

０ 

１，００８ 

０ 

 

４３，１２２ 

４３，１２２ 

２７，０２４ 

９，７８０ 

１，０９２ 

３６０ 

２，７１２ 

７３８ 

４０８ 

５１６ 

１６８ 

３２４ 

０ 

０ 

 

０ 

０ 

 

収支計画 

令和３年度収支計画    （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  補助金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，６１５ 

７，６１５ 

６，６１８ 

１，７２１ 

６６２ 

４，２３５ 

８２９ 

０ 

０ 

１６８ 

０ 

 

７，６１５ 

７，６１５ 

４，６６６ 

１，７１７ 

１７４ 

５６ 

６６２ 

１１１ 

０ 

０ 

６１ 

８６ 

２８ 

５４ 

０ 

 

０ 

０ 

０ 
 

収支計画（実績） 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  補助金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益  

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，６０４ 

７，５９２ 

６，３９１ 

１，４７８ 

４６４ 

４，４４９ 

９１１ 

２ 

０ 

２８８ 

１３ 

 

７，８１５ 

７，８０２ 

４，６２８ 

１，７１７ 

１８４ 

５１ 

５６３ 

１４２ 

６０ 

１７０ 

０ 

１６７ 

４９ 

２ 

１６ 

５１ 

１３ 

 

２１０ 

３７ 

２４７ 
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資金計画 

令和元年度～令和６年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前期中期目標期間よりの繰越金 

 

 

４５，１０５ 

４２，３８６ 

２，１８２ 

０ 

５８７ 

 

４５，１０５ 

４２，５９４ 

２７，０２４ 

１１，６４０ 

２，７１２ 

８１０ 

４０８ 

１，７０２ 

１，７０２ 

０ 

０ 

８０９ 

 

資金計画 

令和３年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  補助金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前中期目標期間よりの繰越金 

 

９，０５０ 

７，５９６ 

５３９ 

０ 

９１５ 

 

９，０５０ 

７，５２７ 

４，６６６ 

２，０１５ 

６６２ 

１２３ 

０ 

６１ 

４５９ 

４５９ 

０ 

０ 

１，０６４ 

 

資金計画（実績） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  補助金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前中期目標期間よりの繰越金 

 

１１，６５２ 

７，２２８ 

２，３７４ 

８０ 

１，９７０ 

 

１１，６５２ 

７，４２８ 

４，６３５ 

１，８６９ 

５５６ 

１０９ 

６３ 

１９５ 

２，１９７ 

３９７ 

１，８００ 

０ 

２，０２７ 

 

２ 短期借入金の限度額 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により

緊急に必要となる対策費として借入れすることも想定される。 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により緊

急に必要となる対策費として借入れすることも想定される。 

なし 
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３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし なし なし 

４ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究の質の向

上及び組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究の質の向

上及び組織運営の改善に充てる。 

知事の承認を受けた過去からの目的積立金のうち、１４８百万

円を教育・研究の質の向上及び組織運営の改善に充てた。 

５ 県の規則で定める業務運営計画 

⑴ 施設及び設備に関する計画 

教育研究組織の統合・再編・見直しに対応した施設・設備の

整備や大規模な施設・設備の改修等は、各事業年度において

決定する。 

 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 ２３９ 
施設整備費等補助

金 
大型備品更新 １００ 

衛生環境改善事業 １０４ 

国際学生寮整備 ４５ 
国際学生寮整備事

業費補助金 

 

施設・設備の内容 実績額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 ２１１ 
施設整備費等補助

金 
大型備品更新 １００ 

衛生環境改善事業 １０３ 

国際学生寮整備 ４５ 
国際学生寮整備事

業費補助金 
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（3） 中期目標の期間を超える債務負担 

なし なし なし 

（4） 積立金の使途 

第２期中期計画期間中に生じた積立金は、教育・研究の質の

向上及び組織運営の改善に充てる。 

積立金は、教育・研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 

なし 

 

（2） 人事に関する計画 

  高い専門性や多様な経験を持つ優秀な人材の確保・養成、

教育研究活動の充実に向けた組織再編や業務見直しに柔軟に

対応した適切な定数管理と効果的な人員配置を推進する。 

 ア 教員は、公募制を原則とし、全学組織による選考などによ

り公平性・透明性を確保しつつ、国内外から優れた教育研究

者を採用する。事務局職員については、大学事務の専門性

に配慮して、法人固有の職員を採用するとともに、法人固有

職員、県派遣職員等を適切に配置する。 

 イ 教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメントやス

タッフ・ディベロップメント活動に積極的に取り組み、教育能力

や専門事務能力の向上に努める。 

 ウ 教育研究活動や事務運営の一層の活性化を図るため、

教職員の他大学、研究機関との人事交流の推進に努める。 

 

 

 

 

 エ 新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、中期

目標期間中は教員及び事務職員の定数は、期首の定数を

上限に適正管理する。 

 

・教員は、全学機関である教員人事委員会の選考を通じて公平

性・透明性を確保の上、広く優秀な人材を採用する。事務局職

員については、大学事務の専門性に配慮して法人固有職員を

採用する。 

 

 

 

・教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメント及びスタ

ッフ・ディベロップメントを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の定

数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理する。 

 

・教員については、全学機関である教員人事委員会及び学部

委員を含む資格審査委員会において審査を行い、広く優秀な

人材を採用した。正規事務職員（法人固有）については、大学

事務の専門性等を考慮し、学生支援や出納などの大学業務

に関して、知識、経験、能力等を持つ人材を、公募・試験によ

り３人を採用した。 

 

・教員のファカルティ・ディベロップメント（教員が授業内容・方法

を改善し向上させるための組織的な取組）については、全学

部・全研究科においてＦＤ委員会を定期的に開催し、教員間の

情報・意見交換を行った。また、全学部で教員相互の公開授

業を実施するとともに、学生参加型の意見交換会を国際関係

学部などで積極的に実施し、教員の資質向上を図った。事務

職員のスタッフ・ディベロップメント（事務職員や技術職員を対

象とした、管理運営や教育研究支援を含めた資質向上のため

の組織的な取組）については、事務効率化や能力向上のた

め、外部機関主催の研修等に参加した。 

・新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の定

数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理した。 
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（令和３年５月１日現在）

１　学部

※平成29年度入学者まで、薬学部は３年次後期に薬学科（６年制、定員80人）、薬科学科（４年制、定員40人）への配属を決定する。

合　計 2,645 1,070 1,806 2,876 108.7

計 530 32 457 489 92.3

487 101.5

看護学科（３年次編入学） 50 0 2 2 4.0

475 284 225 509 107.2

看 護 学 部 看護学科（１年次入学） 480 32 455

880 122.2

経営情報学部 経営情報学科 475 284 225 509 107.2

計

125.0

国際言語文化学科 480 171 409 580 120.8

国際関係学部 国際関係学科 240 121 179 300

計 720 292 588

87 108.8

計 280 67 238 305 108.9

111.0

栄養生命科学科 100 10 97 107 107.0

食品栄養科学部 食品生命科学科 100 30 81 111

環境生命科学科 80 27 60

別表　学生の状況

学部名 学科名
収容定員(人） 収容数（人） 定員充足率（%）

ａ 男 女 計 b

127 56 183 114.4

計 640 395 298 693 108.3

b/a×100

薬　学　部 薬学科 480 268 242 510 106.3

薬科学科 160



２　大学院

博士前期

博士後期

博士前期

博士後期

３　短期大学部

計 320 15 268 283 88.4

こども学科 60 1 62 63 105.0

（介護福祉専攻） （100） （11） （45） （56） （56.0）

（社会福祉専攻） （40） （3） （40） （43） （107.5）

社会福祉学科 140 14 85 99 70.7

歯科衛生学科 120 0 121 121 100.8

学　　科
収容定員(人） 収容数（人） 定員充足率（%）

ａ 男 女 計 b/a×100

合　　　　　　計 356 181 152 333 93.5

2 4 6 100.0

計 38 5 27 32 84.2

117.2

看護学研究科

　看護学専攻 32 3 23 26 81.3

　看護学専攻 6

9 9 10 19 211.1

計 29 18 16 34

22 110.0

 経営情報
 イノベーション

 研究科

経営情報イノベーション専攻 20 9 6 15 75.0

経営情報イノベーション専攻

9 90.0

比較文化専攻 10 5 8 13 130.0
 国際関係学
 研究科

修士
国際関係学専攻 10 3 6

計 20 8 14

博士/
博士
後期

薬学専攻 20 28 6 34

食品栄養科学専攻 30 5 4

計 269 150 95 245 91.1

小　計 119 68 23 91 76.5

薬食生命科学専攻 15 8 4 12 80.0

環境科学専攻 40 12 12 24

9 30.0

環境科学専攻 21 5 1 6 28.6

170.0

薬科学専攻 33 22 8 30 90.9

b/a×100

 薬食生命科学
 総合学府

博士
前期

薬科学専攻 60 52 16 68 113.3

食品栄養科学専攻

研究科・学府名、
課程名

専攻名
収容定員(人） 収容数（人） 定員充足率（%）

ａ 男 女 計

60.0

小　計 150 82 72 154 102.7

50 18 44 62 124.0

97
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１　入学者の状況

(1) 学部別志願倍率

H29 H30 R1 R2 R3 R4

全 5.6 4.4 5.0 4.3 4.7 4.1

選 11.2 8.8 9.9 6.6 11.0 7.2

抜 6.3 8.0 7.9 8.3 6.7

方 4.6 2.6 3.8 2.9 3.6 3.8

法 4.5 5.1 4.2 4.0 4.2 3.6

4.0 4.0 4.6 4.9 3.4 2.8

4.9 4.2 4.8 3.4 4.8 3.0

3.8 2.5 4.3 3.8 2.6 2.8

4.3 4.5 4.7 3.8 4.1 4.4

3.9 2.9 2.7 3.2 2.7 3.1

う 6.6 5.0 5.8 4.9 5.5 4.8

ち 15.4 11.5 12.9 8.3 14.7 9.1

一 9.3 11.5 11.4 12.1 9.7

般 5.3 2.8 3.8 2.9 3.9 3.8

選 4.1 5.0 4.6 3.7 4.2 3.4

抜 4.3 4.6 5.4 5.8 3.7 3.3

5.1 4.3 4.7 3.3 5.7 3.4

4.0 2.4 4.5 4.0 2.7 3.3

5.0 5.1 5.3 4.2 4.6 4.9

4.5 3.0 2.9 3.6 2.4 3.4

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

看 護 学 部 看護学科

国際関係学部 国際関係学科

国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科

食品栄養科学部 食品生命科学科

栄養生命科学科

環境生命科学科

全学科計

薬　学　部 薬学科 H30入試から学科別の募集に変更

薬科学科

経営情報学部 経営情報学科

看 護 学 部 看護学科

国際関係学部 国際関係学科

国際言語文化学科

薬　学　部 薬学科 H30入試から学科別の募集に変更

薬科学科

食品栄養科学部 食品生命科学科

栄養生命科学科

環境生命科学科

その他法人の現況に関する事項

区　　分 備　　　　　考

全学科計



(2) 大学院志願倍率

H29 H30 R1 R2 R3 R4

全 0.9 1.1 1.1 0.9 1.3 1.0

選 1.4 1.3 1.3 1.1 1.6 1.4

抜 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3

方 0.3 0.5 0.5 1.0 0.9 0.6

法 博士 0.6 2.0 1.2 2.4 2.8 1.4

1.0 1.5 0.5 0.7 0.9 0.6

0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4

0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.1

0.4 0.0 0.6 0.4 0.4 0.4

1.0 0.6 1.4 0.4 1.8 1.6

1.0 0.6 2.2 1.6 3.6 2.0

博士前期 0.2 1.2 1.9 0.6 1.7 0.9

博士後期 2.7 2.0 1.7 1.3 2.0 1.3

博士前期 1.3 1.0 0.8 0.9 1.1 0.9

博士後期 1.0 1.7 1.3

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

(3) 短期大学部志願倍率

H29 H30 R1 R2 R3 R4

全 全専攻（学科）計 2.8 2.4 2.6 2.5 2.2 1.8

選 2.8 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3

抜 3.1 2.4 3.3 2.6 2.2 1.7

方 2.1 1.5 1.4 1.4 1.1 0.9

法 3.6 4.0 4.2 3.9 3.6 2.5

全専攻（学科）計 3.5 3.0 3.3 3.0 2.3 2.2

3.2 2.4 2.8 2.3 2.2 2.7

3.9 3.1 5.0 3.2 3.0 1.8

3.2 2.4 1.9 2.8 1.6 1.6

4.1 4.9 5.4 4.4 2.8 2.6

※　志願倍率＝志願者数÷募集人員　　小数点以下第２位を四捨五入

※　年度は入学年度

こども学科

こども学科

う
ち
一
般
選
抜

歯科衛生学科

社会福祉学科 社会福祉専攻

介護福祉専攻

区　　　　　分 備　　　　　考

歯科衛生学科

社会福祉学科 社会福祉専攻

介護福祉専攻

経営情報イノベーショ

ン研究科

経営情報イノベーション専攻

経営情報イノベーション専攻

　看護学研究科
看護学専攻

看護学専攻

国際関係学研究科 修士
国際関係学専攻

比較文化専攻

博士後期

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬食生命科学専攻

薬食生命科学
総合学府

博士前期

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬学専攻

区　　分 備　　　　　考

全学科計
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２　卒業・修了者の状況

(1) 就職・進学状況（学部）

（単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 R3

98.8 99.2 99.2 98.8 98.7 98.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

－ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

98.1 95.1 98.3 96.6 94.6 94.0

98.1 99.1 99.1 96.6 98.2 96.8

99.0 100.0 99.0 100.0 98.9 99.0

100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.0 99.3 99.3 99.0 98.9 98.6

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

就職・進学率

看護学部 看護学科

進学率

経営情報学部 経営情報学科

就
職
率

全学部計

環境生命科学科

国際関係学部 国際関係学科

国際言語文化学科

薬科学科

食品栄養科学部 食品生命科学科

栄養生命科学科

薬学部 薬学科

区　　　　分 備　　　　　考



(2) 就職・進学状況（大学院）

（単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 R3

就 学府・全研究科計 95.5 95.6 100.0 100.0 96.8 98.6

職 博士前期 95.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

率 博士前期 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

博士前期 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

博士 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7

博士後期 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

博士後期 － 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

博士後期 － 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

博士後期 － 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

修士 100.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0

修士 50.0 60.0 100.0 0.0 0.0 100.0

博士前期 83.3 87.5 100.0 100.0 91.7 100.0

博士後期 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0

博士前期 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

95.9 96.3 100.0 100.0 97.1 98.9

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

就職・進学率

看護学研究科 看護学専攻

進学率

経営情報イノベー
ション研究科

経営情報イノベーション専攻

経営情報イノベーション専攻

国際関係学研究科
国際関係学専攻

比較文化専攻

食品栄養科学専攻

環境科学専攻

薬科学専攻

薬食生命科学専攻

環境科学専攻

薬学専攻薬食生命科学
総合学府

薬科学専攻

食品栄養科学専攻

区　　　　分 備　　考
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(3) 就職・進学状況（短期大学部）

（単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 R3

100.0 99.2 98.4 100.0 98.3 99.1

100.0 100.0 97.2 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3

100.0 97.4 97.7 100.0 93.1 100.0

－ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

進学率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

就職・進学率 100.0 99.2 98.5 100.0 98.4 99.1

※　就職率＝就職者数÷就職希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　進学率＝進学者数÷進学希望者数×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷（就職希望者数＋進学希望者数）×100　小数点以下第2位を四捨五入

※　各年度の3月31日現在の就職・進学状況を記載している。 「　－　」は該当者なし。

(4) 求人の状況（求人企業件数）

ア　学部、大学院 （単位：件）

※　令和元年度の卒業生よりオンライン求人システム採用

合　　　　計 2,716 3,025 2,706 20,042 20,112 20,526

（うち医療業） （1,039） （1,041） （1,057） （1,708） （1,854）

卸・小売業 351 384 310 3,001 2,906

（2,011）

製造業 399 457 354 3,549 3,670

343

サービス 1,750 1,566 1,562 7,056 7,499 7,366

不動産業・物品賃貸業 17 47 43 362 271

2,825

金融・保険業 78 77 42 390 366 348

H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考

3,507

運輸業・郵便業 50 52 36 505 600 518

情報通信業 － 342 268 3,615 3,342

3,966

電気・ガス・熱供給・水道業 11 14 12 116 88 74

社会福祉学科
社会福祉専攻

介護福祉専攻

121

建設業 52 81 74 1,279 1,243 1,458

農・林・漁・鉱業 8 5 5 169 127

区　　　　分

区　　　　　分 備　　考

就
職
率

全学科計

歯科衛生学科

こども学科



イ　短期大学部 （単位：件）

３　資格免許の取得状況　

(1) 国家資格試験合格率

（単位：％）

94.9 95.1 98.8 100.0 93.7 95.0

85.1 84.9 85.5 84.8 85.6 85.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

92.4 95.8 95.5 92.4 91.3 92.9

100.0 100.0 99.2 99.1 100.0 97.5

94.3 96.3 94.7 94.7 95.4 96.5

98.4 91.2 89.7 95.9 98.9 96.9

94.5 85.6 88.1 96.3 97.4 93.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

93.2 99.4 99.9 99.5 99.7 99.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

93.3 96.1 96.2 94.3 93.3 95.6

－ 97.7 97.8 100.0 100.0 100.0

－ 70.8 73.7 69.9 77.8 72.3

※　表中の率は新卒者の合格率

（短期大学部） 全 国 平 均 令和元年度までは受験者全体の合格率

（短期大学部） 全 国 平 均 受験者全体の合格率

介 護 福 祉 士 静岡県立大学

助 産 師
静岡県立大学

全 国 平 均

歯 科 衛 生 士 静岡県立大学

看 護 師
静岡県立大学

全 国 平 均

保 健 師
静岡県立大学

全 国 平 均

管 理 栄 養 士
静岡県立大学

全 国 平 均

1,335

国家試験の名称
H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考

合　　　　計 1,778 1,697 1,654 1,437 1,314

福祉団体・施設 895 882 975 771 689 688

医療機関（歯科衛生士） 554 573 498 487 462

薬 剤 師
静岡県立大学

全 国 平 均

115

医療機関（看護師） 125 － － － － －

公務員・一般企業 204 242 181 179 163

532

区　　　　分 H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考
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(2) 各種免許資格取得者数  

（単位：人）

25 27 28 26 24 25

15 10 16 8 4 10

0 1 1 0 1 1

0 1 0 0 0 0

4 7 9 1 5 6

0 1 0 2 0 0

- - - 9 4 8

37 43 48 41 48 41

45 43 46 28 32 29

栄養教諭1種免許状 令和元年度卒業生から取得可能

保育士

介護福祉士

中学校教諭専修免許状（英語、国語） 平成30年度入学生まで取得可能

高等学校教諭1種免許状（数学、商業、情報）

高等学校教諭専修免許状（商業、情報）

備　　考

栄養士

高等学校教諭1種免許状（英語、国語）

高等学校教諭専修免許状（英語、国語）

免許資格の区分名称
H28 H29 H30 R1 R2 R3



４　外部資金の受入状況

(1) 外部資金の状況

（単位：千円）

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

(2) 科学研究費助成事業の申請採択状況

（単位：件）

170 169 169 171 166 149

60 60 46 65 59 55

R3 備　　考

新規採択申請件数

うち採択件数

　
区分

H28 H29 H30 R1 R2

505

871,945 885,913 1,050,319 950,606 1,031,929 1,105,571
合　　　　計

382 427 455 489 620

111

－ 5,008 158,535 4,008 9,449 6,342
おおぞら基金

－ 26 82 80 228

394

871,945 880,905 891,784 946,598 1,022,480 1,099,229
小　　　計

382 401 373 409 392

2

14,386 1,749 852 40,984 51,969 54,903
その他の補助金

2 1 1 2 2

－

23,400 18,500 14,800 － － －
地（知）の拠点整備事業

1 1 1 － －

－

16,405 － － － － －

創薬等ライフサイエンス研究支援
基盤事業補助金

1 － － － －

－

－ － － － － －

最先端・次世代研究開発支援
プログラム補助金

－ － － － －

－

40,150 － － － － －

頭脳循環を加速する戦略的国際
研究ネットワーク推進プログラム

1 － － － －

79

131,403 121,033 157,841 119,190 164,535 114,647
奨学寄附金

114 112 85 102 86

139

321,011 409,670 373,869 438,094 474,686 543,969
受託・共同研究費

118 125 127 135 141

174

325,190 329,953 344,422 348,330 331,290 385,710
科学研究費助成事業

145 162 159 170 163

区　　　分
H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考
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(3) 外部資金の採択申請状況

（単位：件）

405 408 383 410 395 369

1.31 1.31 1.21 1.31 1.26 1.19

※　科学研究費補助金、共同・受託研究、奨学寄附金、補助金）含むすべての外部資金（短期大学部を含む）

５　公開講座の開催状況

6 4 4 7 5 7

（27） （16） （16） （33） （21） （32）

6 4 4 7 2 3

27 16 16 33 21 32

1,813 1,353 1,527 1,971 2,986 4,705

※短期大学部を含む。令和元年度以降は、公開講座委員会主催分に加え、同委員会に報告された市町等との連携講座を含む。

６　社会人等の受入状況

(1) 社会人入学者

（単位：人）

1 1 1 0 0 0

17 22 20 17 15 23

1 4 1 1 0 0

(2) 聴講生の状況

（単位：人）

220 199 245 247 0 0

26 20 9 11 0 0

3 3 4 3 0 0

学　　　部
令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、受入中止

大　学　院

短期大学部

短期大学部

　
区分

H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考

R3 備　　考

学　　　部 該当年度の社会人選抜による入学者数

大　学　院 該当年度の社会人特別選抜による入学者数

延べ開催回数（回）

延べ受講者数（人） R2,3のオンライン講座参加者はユニークユーザー数でカウント

　　　　　入学年度
区分

H28 H29 H30 R1 R2

R3 備　　考

テーマ件数（件） 上段：会場ごとの共通テーマ数

下段（　）内：講師ごとの個別テーマ

開催箇所（箇所） R2,3は本学主催のオンライン講座を１か所として計上

　
区分

H28 H29 H30 R1 R2

R3 備　　考

新規採択申請件数

教員一人あたり

　
区分

H28 H29 H30 R1 R2



(3) 留学生の状況 （単位：人）

ア　学部、大学院

83 86 81 95 98 91

53 51 46 49 48 41

2 4 6 7 6 7

1 1 1 1 1 1

7 9 10 13 15 10

5 7 8 13 14 15

0 0 0 0 0 1

1 1 2 1 1 1

1 1 0 0 0 0

2 3 3 4 5 5

0 0 0 1 1 0

4 3 1 1 1 3

6 4 1 1 2 2

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

1 1 1 2 1 1

0 0 0 0 0 1

0 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1

イ　短期大学部

（単位：人）

1 1 0 1 1 0

1 1 0 1 1 0

留学生数

国
別

内
訳

ベトナム

スリランカ

モンゴル

インドネシア

ベトナム

カナダ

　
区分 H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考

ネパール

　フィンランド

メキシコ

シリア

　イラン

　ナイジェリア

R3 備　　考

留学生数

国
別
内
訳

中国

韓国

台湾

　
区分 H28 H29 H30 R1 R2

オーストラリア

ミャンマー

バングラデシュ

ブラジル

マレーシア

タイ
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７　研修会等の開催状況　

2 2 2 1 1 1

10 11 12 8 7 7

628 703 839 462 445 399

66.4 76.2 82.8 99.8 98.9 97.6

*ハラスメント研修会及び情報公開・個人情報保護事務研修会について記載している。（短期大学部を含む。）

８　奨学金の受入状況

(1) 学部、大学院

(2) 短期大学部

※令和２年度から文部科学省の修学支援新制度開始

下段：日本学生支援機構奨学金（給付型）を含む。240 240 240 2,640 16,871 13,516

156
上記奨学金の受給者（延べ人数）

支給総額（千円）
240 240 240 240 240 240 上段：日本学生支援機構奨学金を含まない。

支給対象学生数（人） 148 134 134 152 166

R3 備　　考

奨学金件数（件） 4 4 4 4 4
4 民間奨学金、社会福祉協議会奨学金、日本学生支援機構奨学金
（給付・貸与）

　
区分 H28 H29 H30 R1 R2

28,704 上段：日本学生支援機構奨学金を含まない。

35,292 43,552 41,158 39,524 129,450 140,697 下段：日本学生支援機構奨学金（給付型）を含む。
支給総額（千円）

34,140 42,400 40,006 37,220 30,410

20
民間奨学金、静岡県立大学私費留学生奨学金、日本学生支援機構
奨学金（給付・貸与）

支給対象学生数（人） 1,288 1,275 1,154 1,125 1,267 1,292 上記奨学金の受給者（延べ人数）

奨学金件数（件） 22 26 29 25 24

受講者割合（%）

　
区分 H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考

テーマ件数（件）

延べ開催回数（回）

延べ受講者数（人）

　
区分 H28 H29 H30 R1 R2 R3 備　　考


